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学校歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
●

6
本会が，次の世代をになう小学校児童に対し，口腔保健に関するflll解と認識を高める目的をも

って，“歯科保健に関する図画・ポスターコンクール”の募集を始めて，昭和54年度は3年目

である。

募集は，都道府県単位で集められたものを厳選して，小学生による図画（1～3年）・ボス

ター（4～6年）各1点を日本学校歯科医会へ送付してもらい，優秀作品を選出する。

昭和54年度「歯科保健に関する児童の図画・ポスター」は昭和53年9月30日に締め切られ，

92点の作品が応募された。

日本学校歯科医会においては昭和54年10月18日，会長，専務理・ll，常務理事，一一水会委員・

近岡善次郎画伯によって厳正な審査を行い，図画6点，ポスター6点を最優秀作lll　［1、と決定し，

他を優秀とした。

最優秀作品には賞状と楯，優秀作品には賞状を送り，全応募者に副賞としてライオンから記念

品が送られた。応募された各学校児童および審査にあたられた都道府県学校歯科医会に心から

の謝意を表したい。



　　　　　　　　　　　昭和54年度
歯科保健図画・ポスターコンクール

　　　　　　　　　　　最優秀入選
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巻 頭 言

日本学校歯科医会

会長　湯　浅　泰　仁

　新年おめでとうございます。本年もますます御健勝で御活躍をお祈りいたします。昨年

は国際児童年にあたり種々の記念行事をはじめ全国を挙げてご協力下され，大会・研究協

議会・講習会等々ご多用の中を幾多のご苦労がおありだったと思います。

　ここに80年代を迎え，さわやかな気持で皆様とともに連携を密にし，児童生徒の健康保

持増進のため歯科保健の前進に努めたいものです。

　国の学校保健行政もようやく活発化し，都道府県においても加盟団体ならびに関係団体

とともに対応策を協議し，着々と積極的な実施をはじめたことは誠によろこぼしいことで

す。

　私どもは健康管理の拡充に努め，健康教育の充実をはかり，子どもたちに自立性の確立

と地域社会の啓蒙育成に励みたいものです。そして学校，家庭，地域社会へと総ぐるみの

取組みこそ歯科保健の手に手をつなぐ組織の輪であります。理解と協調をもって拡大を図

りましょう。

　地域保健問題に関しては，国民の関心がようやく深まり，地方各地において自治体が児

童生徒の歯の疾病につき，その対策が論議されるようになってきました。地域の事情によ

って多少異なる点もあるが，う歯罹患率が学校病の「トップ」を占めている点については

誠に遺憾であります。各位の熱心なる努力により地域住民の方々が自治体とともに関心を

高めつつあろうことは結構な傾向であります。

　このように膨涛として全国的に国民の与論が高まりつつあるのを機に歯科保健に直接と

りくんでいる私ども学校歯科医会は，中央，地方を通じて一段と組織団結の強化・その対

策を講じ，連帯意欲の向上高揚を図らねばなりません。年頭にあたりたくましい体と豊か

な心をもった児童生徒の成長のために，う歯予防対策とその実現を念じてやみません。



学校保健における歯科検診の変遷

榊　原　悠紀田郎

はじめに

　公衆歯科衛生的な活動では，まずその対象の状

態の正確な把握が大切であるということから，「歯

科検診」をしてからとりかかる，というのが定石

になっている。

　このために，公衆歯科衛生活動の場がひろがる

につれて，臨床家も，学校保健や3歳児・1歳6

ヵ月児，さらには産業衛生の場における成人な

ど，歯科検診の機会はきわめて多くなってきた。

　検診といえぽ，毎日のように患者の口の中をの

ぞいている臨床家にとっては，ほとんど毎日やっ

ている診査と同様のやり方で十分対処できる，と

ふつうは考えられがちであるが，いざとりかかっ

てみると，毎日の日常の臨床の場合とはかなりち

がった感じでとまどうこともあり，そんなとき，

「一体こんな検診が何の役に立つのか」という疑

問にまで発展していくことも少なくない。

　こうしたいわゆる集団的な歯科検診は，公衆歯

科衛生の中ではもっとも歴史の古い学校歯科から

始まっているが，また，それだけにそこでは古い

伝統のようなものができあがっており，それを土

台として法令がきめられていて，現場でそれに携

わる人の1人や2人の考えではちょっと手につけ

にくい程度になっている。

　それでいて，そこにはやはり何かもう少し考え

なけれぽならないという面がたくさんある。

　そして，さらにこうした長い伝統に支えられた

学校歯科の歯科検診の方法や仕組みは，それ以外

の幼児や成人の検診の場合にもいろいろな形で影

響を与えており，その意味では，学校における歯

科検診を考えなおすことは，非常に大きな意味が

ある。

　実際に，日本学校歯科医会でも，昭和44年ご

ろ，かなり基本的なその改革に目をつけて検討を

行ったりしているが，こうした検討の場合にも，

それが一体どんなふうにして今日まできたか，と

いうようなことについて，十分な予備知識をもっ

てとりかかることが，具体的にこういう問題を取

り扱うとき，大切なことの1つであるとも思われ

る。

　最近になって，むしろ，3歳児や1歳6ヵ月児

の歯科検診を考えるときにとりあげられた概念

や，また学校歯科医の世代の交替や，これを担当す

る臨床家が大変多忙になってきたこともあって・

学校歯科の場における検診こついて，いろいろな

むずかしい論議がでるようになってきたので，も

う一度それについてふれる前：こ，学校保健での歯

科検診がどんな筋道をたどってきたかについてか

えりみて，この改革の1つの手がかりにしたいと

思う。

1．学校における身体検査のはじまり

　まず歯科検診に入る前に，わが国の学校教育の

中にどんなふうに身体検査がとり入れられてきた

か，そして，歯科検診はそれとどんなかかわり合

いをもってきたか，などについて考えてみたい。

　わが国の公教育の体系ができたのは，明治5年

の学制の発布からであることはよく知られている

が，これは新しくできた明治政府がいろいろな改

革の1つとして，大いそぎで手をつけたものの1

つであり，まず学校教育を文部省の管轄に入れて

整備することになったわけである、

　しかし，寺小屋とか藩校とかいう形で，しかも

注参考資料としての付表はP．24～P．29まで，タテ組なのでページを逆にして入れてあります。
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全国が272の藩，つまり小さな州という形に分か

れていた当時では，今日考えるような整った公教

育の体系がこの時点で急に出来上ったわけでない

ことはいうまでもない。

　それまでの教育の方向は，大ざっぱにいって

「手習い」　「読み書き」　「素読」　「講釈」などの

言葉で表徴されるように，知識中心であったこと

はいえるようである。

　この学制は明治5年8月に出され109章からな

る大きなものであるが，その中で初等教育につい

ては，国民はすべて就学すべきものとし，その種

類として，尋常小学，女児小学，村落小学，貧人

小学，小学私塾，幼稚小学をあげている1）。

　ここでは，まず現にそこにあったいろいろなも

のを1つのものにまとめていこう，という苦心の

あらわれがみられる。

　この中で標準にしようとしたのは尋常小学で，

これは上等と下等とにわけ，この下等小学の科目

として，14の科目を示しているが，この中に養生

法というのが設定されている1）。

　さらにこの尋常小学の教授のために，「小学教

則」というものが9月に出されているが，ここで

は，この「養生法」は「養生口授」となっており，

下等小学校5級から3級までの間に毎週2時間教

えるように示されている。

　このときの級わけは，あまり年齢区分と一致し

てはいないが，大体これは7歳～9歳ぐらいのと

ころでするようになっていた，と考えられる。

　そして養生口授の教科書として松本良順の「養

生法」と杉田玄瑞の「健全学」が示された。

　しかし，明治14年にはこの「養生法」の科目は

削られてしまうことになった。これは当時の学制

がフランスのものをモデルにして，ほとんどそれ

をそっくりあてはめて作られたためもあって，こ

の科目がなかなか当時の日本の教師にはなじみに

くいものであったためであろうと思う。

　しかし，こういうことをきっかけとして，いく

つかの保健や生理についての参考書が出されてい

る。それらの中には歯についてふれているものも

散見されている2）。

　桐村克己による「歯の養生法」は明治12年の発

行であるから，参考にされた形跡をみることがで

きる。

　また尋常小学の科目の中に「体術」というのが

あったが，これはすぐ明治6年に「体操」と名が

変わるが，一体どんなことをしてよいか現場では

判らないというのが実状であったと考えられる。

　しかし，これについては“就学の上，体操を演

じ，身体運動するときは，即ち新陳代謝の機能旺盛

すべし”と示して保健への指向を示している3）。

　明治11年10月になって，東京に体操伝習所がつ

くられ，これにアメリカ人のリーランドを招聰し

て体操の普及に本格的にのりだすことになった。

このリーランドは医師でもあったので，身体の健

全な発達についての指向があり，体操の効果判定

のために，身体計測や体力測定を行っていた。こ

れを「活力検査」と呼んでいた3）。

　いわゆる身体検査のはじめである。

　このときの項目は，身長，体重，胸囲，轄囲，

肺量，力量，握力であったが，これを東京女子師

範学校と東京師範学校の生徒について毎学期行っ

ていたわけである。

　この「活力検査」を文部省の直轄学校全部に行

わせるようにしたのは明治21年12月28日の「学生

生徒の活力検査に関する訓令」によってである3）。

　検査項目として次のようなものがとりあげら

れ，毎年4月に行うことが定められた。

　　体長（単位　分）　体重（単位　匁）

　　腎囲（左右，上下，単位　分）

　　胸囲（充盈，空虚，常時単位　分）

　　握力（右左，単位　グラム）

　　力量（単位　度）

　　肺量（単位　立方センチ）

　　視力（2あバ

　ここで，視力が取り入れられるようになってい

るが，体操では尺貫法が採用され，握力と肺量で

はメ・t－・一トル法となっていて，なんとなくこなれて

いない感じがする3）。

　ちょうどこのころ，わが国の医学が傾倒してい

たドイツでは，学校衛生についていろいろな試み

が行われ，それについての著書も出され，それを

うけて，その訳書とかまたその影響をうけた学校

3



衛生についての著書が出されるようになった4）。

　その中で，脊柱湾曲，近視，姿勢などがかなり

つよくとりあげられていたので，こういう影響を

うけて視力が入ったものであろう。

　そして，明治24年に帝国大学医科大学の小児科

にいた三島通良がはじめて文部省の学校衛生事項

取調嘱託という部署に入り，三島はそれから精力

的に活動をして，小学校の机，腰掛の寸法の標準

化，学校における疾病などにとりくんで，ドイツ

医学を修得した医師を学校に関与させるように努

力をつづけた結果，ほぼ文部省直轄学校において

その配置がおわったところで，明治30年3月に，

今までの「活力検査」を改めて，「学生生徒身体

検査規程」という形で公布することになった3）。

　この規程では，今までのように4月に行うこと

をきめているが，とくに「身体検査は医師を以て

之を行わしむべし」と明示して，学校保健の中に

おける医師の役割を明らかにするとともに，ここ

でいわゆる「健康管理」の指向が確立されること

となった3）o

　このとききめられた項目は次のとおりである。

　身長，体重，胸囲，肺活量，脊柱，体格，視

　力，眼疾，聴力，耳疾，歯牙，その他。

　また身体計測にはすべてメートル法が採用され

て不統一を是正したが，ここでみられるようには

じめて疾病についての項目がとりあげられ，「歯

牙」が入ることになった。

　つまり「歯科検診」の礎石がおかれたというわ

けである。

　またこのすぐあとで，明治31年1月には，公立

学校にば学校医をおくことがきめられ，公立学校

へ，新しい医学教育をうけたものの普及をはか

り，その滲透をまって，明治33年3月に「学生生

徒身体検査規程」を文部省令として公布し，すべ

ての学校でそれを行うようになった。

　このとき，さきの項目のうちから，肺活量が取

り除かれて，腺病，栄養不良，貧血，肺結核，tlX

血，頭痛，神経衰弱，慢性疾患などが新たに付け

加えられることとなった。

　そして，この検査は4月と10月に行うようにな

っていたが，実際にはむりであったらしく，明治

4

37年になって毎年4月だけでよいというふうに改

められている。

　また，この33年の改正でメートル法に統一した

ことは，実生活の中の単位が尺貫法であったこと

からみて当然いろいろな批判があったようで，の

ちに明治45年の改正で，尺貫法に改められてい

る○

　さて，歯牙については，明治30年のときにば

「よきもの」「あしきもの」「う歯あるもの」「う

歯なきもの」の4つにわけるようになっている

が，これはやはりむりのあることがわかったらし

く，明治33年のときには，「う歯のあるもの」と

「う歯のないもの」の2つに区分するようになっ

ている○

　こうして，歯の検査が学校保健の中に登場して

くるのであるが，これらの検査はすべて学校医に

よって行われるもので，歯科医師は全く関与して

いない。

　検出の仕方としては「歯牙については編歯の有

無を検査すべし」となっているだけである。この

とき用いられた検査票は図1のようなもので，現

在の2号様式のものの原形となるものである。

図1　明治33年制定の身体検査票の様式

「
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　この当時では，あまり歯牙について関心はなか

ったらしく，他の疾病については明治34年ごろか

ら学校における状況はつかむことができるけれど

も，う歯罹患についてはほとんど資料がないこと

も当然のことともいえるようである。

●

の
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2．　歯科医師による学童の歯科検診結果

　学校医をおくことがきめられたころ，全国での

医師の数は約37，000名くらいで，そのうち，従来

家は32，000，大学および専門学校と，試験合格，

つまり新しい医学を修得したと思われるもは，

14，000名にもなっており，学校医を配置すること

ができる状態になっていたわけであるが，歯科医

1師の方は，このころでは800名ぐらいで，数的に

も問題にならない状態であった。

　それだけでなく，一般に国民が歯科治療をうけ

ているのはほとんどが正規の歯科医師でなく，い

わゆる入歯歯抜口中療治営業者によるものが多

く，社会一般の目も，決して歯科医師に対して暖

かくはなかったことも想像できる。

　したがって，歯の検査を歯科医師に担当させよ

うという指向は全くなかった，といってもいい状

態であった。

　こんな状況の下で，明治24年5月三重県津市の

養生小学校において，直村善五郎の手で，はじめ

て学校児童の歯科検診が行われた5）。

　この検診について直村は，一般の人に歯科保健

に対する関心をもたせることの大切さを実際に伝

えるのに，このことをするのは“最多数の年少者

に親炎しつつある教員其の人に依るの行れやすき

に若く者なし，而して教員其人の職務上より視る

も智育勿論なれども体育は最も緊要，主要の者と

しあれば，誠に適切の依頼者なりとは善五郎数年

の宿志なり，子妓明治24年5月当市養生高等小学

校長亦感を同じうし，来って同校生徒の歯牙検査

を依頼の談あり，善五郎欣喜に堪えず……”とこ

の検診の行われた経緯をのべている。

　そして，結局その時に津市にあった4つの高等

小学校全部の児童1，428名の検査を行い，病歯

ユ，890で，1人当り1．3であったとのべているが，

そのうち養生高等小学校の分についての表を示し

ている。これは表1のようである5）。

　これは当時の学制のためであろうか，同一学年

の中の児童の年齢がいろいろになっているので，

　これを一応整理して年齢別にしてみると，表2

のようになる。

　結局，年齢別，性別に，上下顎別の永久歯につ

いての結果ということになるが，ここで「病歯」

という表現が用いられ，それを既療歯と未療歯に

わけている。

　つまり処置完了歯と未処置う歯というわけであ

るo

　この対象はきわめて少ないだけでなく限定され

ており，男女の比も不均衡であるので，他と比較

することはあまり意味がないが，国民歯科疾患実

態調査の結果とならべてみると，表3のような結

果であり，ちょっと興味をひく数値がみられる。

　このとき直村がどんな検査票を用いたのかは全

く明らかでないが，記述の模様からみて，個人ご

とに単に数値を入れていったようなものではない

かと思われる。

　次いで明治30年には，京都市の第2高等小学校

で，歯科医師杉原順三と榎本元吉が児童の歯科検

診を行ったことを報じた「やまと新聞」と「大阪

毎日新聞」の記事が紹介されている6）。

　正式の報告ではなく新聞記事の引用であるの

で，細部については全く不明であるが，“尚調査

生徒総数は1，057名にして，内甲455人，乙533

人，丙69人なり，而して其の甲乙丙の区別は別に

標準あるにあらず，単に医師の見込に依りたる者

なれども，甲は乳臼歯抜去，前歯欠傷，副前歯変

形等多少の欠点あるも疾病とみなすべき点なきも

のにして，乙丙は疾病の経過時期，性質等により

区分したるなり。

　其疾病中第一多きは大臼歯腐蝕にして560人，

歯列不整208人なり”と引用されている。

　ただここに注目することは，歯科保健状態の概

況によって，区分をした点である。

　これはのちの3歳児健診などにも考えられたも

のと何らかの共通点があるようにも思える6）。ま

たのちにふれるのは京都の堀内清の提言とも符合

して興味がふかい。

　明治30年の直轄学校への学校医の設置のあと

で，明治31年4月，日本歯科医会の通常総会では

決議によって，「学校医中に歯科医を加うること

を文部省に建議するの件」を採択している7）。
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表1　直村善五郎の「歯牙統計」の原表

校 」1男 養 生 高 等 小 学 校
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表2　津市養生高等小学校におけるう歯罹患状態
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表3　直村の結果と国民歯科疾患実態調査結果との比較

年齢 直村の結果

区分 男 女
昭和32年度　昭和50年度

7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

1．25

1，07　　　　　　　1．91

1．50（0．01）　1．37

1，94（O．11）　2．07

2．38（0．01）　2．54

2．74（0）　　　　1．71

2．07　　　　　　　3．00

2．00

国民1人当たり
砂糖消費量

1．09（0．07）　　1．62（0．62）

1．61（0．11）　　2．40（1，11）

1．84（0．16）　　2．96（1．40）

2．22（0．22）　　3．54（1．88）

2．62（0．26）　　4．56（2．36）

2。78（0．32）　　5．73（3．12）

3．17（0．31）1　6．22（3．30）

　　　　　
3．14（0．31）　　7．56（3．90）

　4．5kg
　　　　　　12．74kg（明治28年）

25．20kg

　その後，明治33年11月に中原市五郎は東京市麹

町区議会議員に選出されたが，すぐ，区内の小学

校の歯科検診を歯科医師の手によって行わしむべ

きことを提案し，これが実って，　“生徒身体検査

臨時補助医員”という名目で嘱託の辞令がでた。

これが正式に小学校で歯科検診に歯科医師があた

るようになったはじめである8）。

　しかし，これは明治36年12月になって，文部省

の学校衛生課が廃止されたときに，そのあおりを

うけて廃止になってしまったが，とにかく，はじ

めて学校歯科医の原形のようなものが生まれた点

で大きな意味があるものといえよう。

　このときの辞令は図2のようなものである。

　またこのときの口腔検査統計表は次のよな項目

からなっていた8）。

　　　　　児童の数

図2　はじめての学校歯科医の辞令

　　二日本区科大学60周ft史から♪

　
　
　
高
福
榮
ム
郎
－

東
薯
箆
莱
學
萩

生
辱
膿
馨
臨
蓼

馨
罰
ヲ
囑
塾

警
羅
茸
育
菩

東
京
霧
蓬
役
可

乳歯う歯数

　　門歯

　　犬歯

　　臼歯

　　総数　　　（同，人に対する比例）

乳歯の抜去を要する数

　　門歯

　　犬歯

　　臼歯

総数　　　（同，人に対する比例）

永久歯う歯数

　　門歯

　　犬歯

　　小臼歯

　　　　　　第一大臼歯

　　　　　　第二大臼歯

　　　　　　総数　　　（同，人に対する比例）

　　　　永久歯の抜去を要する数

　　　　　　門歯

　　　　　　犬歯

　　　　　　小臼歯

　　　　　　第一大臼歯

　　　　　　第二大臼歯

　　　　　　総数　　　（同，人に対する比例）

　　　　う歯なき者の数

　　　　疾病

　　　　　　粘膜病

　　　　　　歯銀病

　　　　　　歯槽病

　　　　　　舌　病

このときの検査票の様式はわからないが，この

統計表から想像することはできそうである。しか

し，このときの麹町医全体の小学校児童の統計な

どはのこされていないのでわからない。

　少しおくれて，陸軍の徴兵医官として各地にお

いて壮丁の身体検査をやっていた軍医の山浦房次

郎は，明治43年に北海道旭川，上川，東京，兵庫県

および島根県の小学校児童についての検査報告を

まとめて報告しているが，これも抄録であるので

細部は不明であるが，記述されたものとしては古

いものの1つと考えられる9）（表4）。しかしこれは

7



表4　明治43年における各地小学校児童のう歯罹患状態

　　　　　　　　　　　　　（山浦房次郎による）9）

学校　名 緻陪難　％
北海道旭川，

東京，麹町

北海道

兵庫県飾磨

島根県仁多郡

私立北鎮小学校　　138　126　91％

某小学校　　　　　960　620　65％

上川小学校　　　1，206　261　22％

廣小学校　　　　　356　229　64％

馬木村小学校　　　249　　17　6．8％

歯科医師でなく，医師によって行われたものであ

る。

　この間に川上為次郎らによって，小学校児童の

検査が行われたと考えられているが，論文として

残されていないので明らかではない。

　明治45年4月に，中島左一が，東京九段の精華

学校において7～16歳の249名について行った歯

科検診の結果は論文としてまとめられている10）。

これはフルレポートとして歯科検診の結果を報告

したものとしては，はじめてのものではないかと

思う。

　ここではう蝕歯は「病的歯牙」という表現が用

いられており，この他に「治療または充填をなし

たるもの」という形で処置歯があげられている。

また「歯列不正者」という項目もあげられている

ので，検診項目にあったと考えられるが，検査票

についての記述はみられない。

　う蝕についての数値は次のとおりである。

人員

男　　117

女　　132

計　　249

病的歯牙
をもつ者

105　（89．7％）

118　（89．3％）

223　（89．5％）

療
者
）
）

治
る
％
％

数
罐

充
を

8

　
　
　
　
27

　％』14（35

　この検査は，石原久および佐藤運雄の指導によ

って行われたもののようである。

　そしてとくにう蝕罹患状態と全身疾患とのかか

わりおよび学力との関係までを解明しようとして

いることがうかがわれる。

　大正2年11月から3年の2月にわたって，千葉

県立師範学校と同女子師範学校の付属小学校の児

童1，005名について，入戸野賢二および松井恭一一

が調査し千葉医学専門学校の雑誌に報告されたも

のがある1D。

8

　このときには，う歯として計算せるものの標準

として，　“う歯の他覚的症候を具備し，実質欠損

を有するもの，および蠕歯の結果として来れる歯

髄炎および残根を包含す”と明示している。

　う歯の定義のようなものが明示されているはじ

めてのものとみることができるであろう。

　大正3年3月に，東京市内の6つの小学校で，

川上為次郎らは，6歳から13歳までのもの4，613

名についての口腔検査を行った結果を報告してい

る12）。

　この報告ではう歯の定義などにはふれていない

が，この結果をイギリス，アメリカ，ドイツのも

のなどと比べようという方向を示している点で，

特長的なものであると思う。

3．　文献上にみられた歯牙検査票

　大正4年6月に，川上為次郎は，東京府豊多摩

郡中野町桃園尋常高等小学校の児童1，592名につ

いて，東京歯科医学専門学校の教員を動員しての

検査を行っている12）。

　これは，1日に10～15名の人を動員して，1日

3時間，大体450名ずつで3日にわたって検査を

行ったと報告されている。

　この報告では，川上は検査の方法をかなりくわ

しくのべており，とくにそのとき用いた歯牙検査

票を図示している（図3）。

　それだけでなく，その記入例をも示している。

これは，たぶんそのときまでにはこのような形式

のととのったものがなかったので，あえてそうし

たものと思う（図4）。

　この検査は，3室にわけて行い，各室ごとに検

査者は5名ずつで，第1室では歯牙の発生状態だ

けを記録し，第2室でう歯の状況を検査し，さら

に第3室で口腔一般および付近リンパ腺の状況を

記録するというやり方で行った。

　また，手指消毒にlt　O．　1％ショウコウ水，器械

の消毒には，2％石炭酸水を用いたと報告してい

る。

　検査の方法などは，その後の1つの型になった

らしく，大正5年8月，満州（現中国・東北部）



図3　川上が用いたはじめてのロ腔診査票（実物大）

（實
物
大
ノ
診
査
表
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示
ス
）

No．

縫

璽
肇
笙

　年

　月
殿生

　　　肥　　　　購　鰯

　　　⑨◎◎◎◎◎＠◎⑧◎

　　　⑥⑨◎6倫飽ゆ⑥⑥

㊥①⑦8⑧　　　囎ee㊥
讐 震籍

A．＆σ Toη夢

M．M． 0．R．

Toηs． L。G。

図4　川上の診査票の記入例

A＆0……歯牙排列および咬合
M．M　……口腔粘膜疾患の有無

Tons………口蓋扁桃腺肥大の有無
Tong………舌疾患の状態

OR…………口呼吸
L．G………顎下淋巴腺肥大
（R，Lは左右の意味である）

の各地の日本人小学校19校894名について，満鉄

病院の中川大介らが行った検査では，そのまま踏

襲されている14）。ここではフロッシルクが用意さ

れている点がすこし異なっているくらいである。

盗
蔓

／
曲
牙
謄
生

×

鯖
曲

〆
残
繊

　同じ年，玉村沢吉によって行われた北満州の長

春における小学校の354名についてのものもやは

り同じ方法が用いられていることが報告されてい

る15）。

　大正5～6年以後に，各地でさかんに小学校児

童についての検査が行われるようになり，その報

告が歯科の雑誌に散見されるようになった。

　これらの検診で用いられた検査票は記載はない

が独自のものを用いたものもあったり，川上のも

のを用いたと報告しているものある。

4．　う蝕の程度別区分の登場

　これまでの検査では，いずれも，う歯の有無と

その処置とについて区分していて，そのう歯の程

度別な分類は行われていない。

　これが小学校の口腔検査の中に，いつはじめて

あらわれたのかは明らかでない1ナれども，文献上

にこうしたものがあらわれたのは，大正6年の衛

生学伝染病学雑誌（第13巻第3号）に報告された，

宮原虎と永峰雄介による東京市下谷区万年小学校

の803人の児童に対する検査のときではないかと

9



思われる16）。

　ここでは次のように区分している。

　　弱度（1）班榔質のみのう蝕

　　中度（2）　う蝕の象牙質に達するもの

　　強度（3）歯髄腔に達するもの（歯髄露出も之

　　　　　　に属す）

　　残根（4）歯冠の全く崩壊し，歯根のみ残留す

　　　　　　るもの

　　抜去（5）　う蝕故に抜去せるもの

　この検査はカッコ内の数字について第1度～第

5度というように呼称している。

　しかし，この区分はそれほどひろくは用いられ

ていなかったようで，その後の報告は必ずしもこ

れに従っていない，

　たとえば大正8年に福岡県田主丸町の小学校児

童430名について，30～40人ずつ自家の診療所に

来院させて，岩佐次男の行った検査では検査票は

とくに用いず記入したが，う蝕の程度は次のよう

にわけた17）。

　　第1度……硬組織を侵せる程度のものにし

　　　　　　　て，未だ歯髄に達せざるもの

　　第2度……う蝕の歯髄に達せるもの，または

　　　　　　　歯冠半分破壊せるもの

　　第3度……歯冠半分以上破壊されたるもの，

　　　　　　　または残根となれるもの

　いわゆる3度分類とほとんど同じものである。

　しかし大正9年6月に，仙台市の宮城県師範学

校付属小学校児童494名について，遠藤辰三の行

った口腔検査では，川上の検査票を用いている

が，う蝕の程度は次のようにわけている18）。

　　第1度王法那質のみのもの

　　第2度王法璃；質より象牙質を侵し未だ著しく

　　　　　　歯髄を侵さざるもの

　　第3度　象牙質を侵し歯髄に近接し，歯髄の

　　　　　　不完全または完全露出を来たし，あ

　　　　　　るいは歯髄壊死を起せるもの

　　第4度　歯冠の大部分破壊され，所謂残根の

　　　　　　状態にあるもの

　すこしちがうが，ほぼ現行の4度分類に近いも

のである。

10

5．　ロ腔検査票統一のためのはじめての試み

　学校におけるいわゆる身体検査は，すでにのべ

たように明治33年にきめられたものを骨子として

つづけられてきたが，大正9年になって，これに

大きな改正が行われた。

　それは大正9年7月27日付で出された「学生生

徒児童身体検査規程」が制定公布されたことであ

る。

　この主な改正点は

　①身体検査は従来4月に行うようにきめてあっ

　たが，やむを得ないときは5月でもいいように

　改めた。

　②発育として身長，体重，および胸囲の3つの

　項目のほかに，甲，乙，丙という概評を加える

　ことにした

　⑧体格の項目を除いて，「栄養」の項目とし，

　甲乙丙の概評であらわすようにした。

　④視力のほかに色神を加えた。

　6このほかいろいろの疾病名をとくにあげて指

　針とした。

　⑥検査の結果を本人や保護者に知らせて，それ

　ぞれの対応措置をするようにした。

　こ学校職員や他の適当なものに，身体検査の一

　部を助けさせることをきめた。

　というようなことであった。

　歯牙については「爾歯ニツキ検査スベシ」とな

っているo

　こうした一般の身体検査規程改正をきっかけに

して，前節でのべたように，各地でいろいろなや

り方で歯科検診が行われていたのを，なんとかひ

とつのまとまったものにしたいということで，よ

うやく体制の整いつつあった，日本連合歯科医師

会は「全国各地において口腔歯牙検査を行うもの

漸く多きを加えつつあれども，其の検査表ならび

に統計作製法一定せず，為に検査の成績を比較攻

究せんとする場合に於て不便を感ずること多く」

ということで，その統一をはかるために，加藤清

治，川上為次郎，佐藤運雄および松原勉を委員に

あげて，その調査を依頼した。



■

図5　大正9年のときの第1号様式の診査票

曲
は
丈
夫
’
．
」
な
け
れ
ば
い
、
目
ま
せ
ん
　
い
く
ら
譲
養
分
に
窩
几
だ
實
物
で
も
、
喜
3
叢
で
淳
充
分
に
咀
み
弊
（
こ
ご
が
椙
笹
ま
せ
几

5
．
實
際
ゐ
役
に
μ
ち
ま
’
几
引
神
レ
曽
円
憩
⊃
建
’
c
な
う
賃
達
’
7
顎
ふ
に
は
、
た
2
、
へ
．
画
を
持
）
．
’
．
’
r
要
乎
圭
り
ま
ー
、

　

曲
、
障
a
中
存
．
窩
牧
ゼ
ー
」
、
勲
笥
の
濤
殖
を
盛
ん
．
一
政
し
ま
す
か
ら
、
恐
ろ
「
兜
・
《
∴
了
，
や
ー
　
　
　
ゼ
3
澤
へ
ご
黙
財

に

生
．
5
し
ま
す
．
．
蘭
；
琶
非
ヒ
ζ
・
・
、
－
濱
9
．
た
ね
．
ナ
．
，
り
ま
せ
ん
、

貴
方
ハ

弟

子

さ
ん
忠
ぶ
醸
叢
つ
　
き
あ
弓
ま
す
．
、
鑑
∂
置
⊃
汚
客
教
字
1
2
3
4
て
、
，
2
子
て
ち
る
D
淳
き
ノ
、
壷
で
、
コ
ー
マ
字

a
b
c
d
ぽ
乳
蜘
で
†
そ
二
・
静
鳶
⊃
記
鎚
（
c
）
ぱ
鱈
叢
を
示
し
1
2
3
4
、
．
酪
歯
⊃
蓮
ん
だ
㌍
．
．
窒
で
、
r
ろ
q
二
あ
る

↓

ゆ
慣
ば

か

り
残
つ
た
最
ち
箒
い
叢
で
噛
t
用
を
な
し
ま
せ
ん
　
鶴
蜘
で
は
充
填
し
て
’
ノ
ろ
ま
～
甲
，
差
支
牽
d
’
三
せ
へ

優
中
劣
と
あ
る
は
優
警
，
巾
7
，
、
劣
穿
り
琶
瞭
で
、
若
し
優
の
山
、
ず
に
○
が
つ
け
て
あ
」
墨
潔
チ
さ
八
、
陣
優
マ
い
な
5
で
丁
　
弼
へ
は
惣

質
の
條
…
ト
で
中
の
｛
．
r
が
C
ご
L
て
あ
れ
は
卸
．
，
さ
ん
の
睡
の
質
杏
陣
中
等
と
い
ふ
響
　
で
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

歯
科
繋
師
會

保

護

者

No． （診査大正隼月日’

　そしてその年の10月に1つの成案を得て，それ

を発表した（付表1）。

　この「歯牙及口腔検査の方法」では，大体さき

に川上によって示されたものと同じような方法が

のべられており，診査票は，第1号様式と第2号

様式とにわ：ナ，第1号は一般の診査に用い，第2

号は特別診査に用うるものときめられた（図5，

6）。

　いずれも，歯については，唇側面観，臼歯部は

咬合面観の図を用い，乳永久歯についてジクモン

デーの歯式による表現を用いているものである。

　また，これを複写式にして，一部を保護者にわ

たすようにした点も注意すべきである。

　このときにはう蝕の程度別区分は次のように示

されている。

　第1度う蝕（C1）　葺長榔質う蝕

　第2度う蝕（C2）　象牙質に進行せるもの未だ

　　　歯髄に著明なる障害なき程度

　第3度う蝕（C3）　所謂深在う蝕にして歯髄露

　　　出するか，あるいは既に壊死せるもの，た

　　　だし歯冠の概形を存し，少なくも歯冠の3

　　　分の2以上を存する場合

1。？唯霞
’

表を2種類提示して，

いる○

　第4度う蝕（C4）　歯冠

　　　の破壊著しく其の3

　　　分2以上を失い，又

　　　は全く残根状態のも

　　　の

　そして，さらに第1号様

式の記載例を示している
（図7）。

　この中で興味をひくの

は，検査の速度を示してい

ることで，1号様式のとき，

小学校児童では1時間に約

20名，中学または女学校で

は25名内外を適度とすると

いうようにのべている。大

体1人3分ぐらいをかけよ

うとしているわけであるQ

　またこのとき，同時に集

計の仕方についても，集計

次のようなことをの1べて

　　　○統計　二　就　テ

歯牙ノ検査統計表ハ先ヅ第一二原表ヲ作製ン，次二原

表ヲ基礎トシテ更二微細ノ表二区分スルヲ便トス，原

表ハ次ノ三種二別ツ。

　（1）歯牙発生二関スル統計

此原表ハ男女ノニ表ヲ作リ，此表ヨリ次ノ各表ヲ区分

スo

　　（イ）永久歯ノ発生表（男女別）

　　（ロ）乳歯根吸収不全統計表（男女別）

　　の　歯列不正統計表（男女別）

　（2）鵡歯二関スル統計

鵬歯二関スル統計ハ先ヅ第一二各年齢男女別二其分布

状況ヲ計算スル便トス，即チ

　　（イ）年齢別鵡歯分布状況（男女別）

ヲ原表トシ，之ヨリ次ノ区分ヲナス。

　　　（a）検査人員二対シ健康老ト鵡歯所有老ノ統計

　　　　（男女別）＝患老率

　　　（b）歯牙総数二対シ健康歯ト鵬歯ノ統計（男女

　　　　別）＝鵡歯率

　　　（c）男女両性二於ケル踊歯分布ノ状況

11



図6

No．

大正9年のときの第2号様式診査票
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口蓋嘆

頬疾懲

白　　斑

を誓野匹
f
口

q
大

嚢
b
幸庵
肥

　瓢翌
凱

　孤叢

科L・・ント1＿＿」＿
　Si　填　　　　｝

楚暇

的脇一十一

撹
雛鞭曲

　製工歯
療

　R　　頗

“
ゼ

一ト

各歯ノ罹患状況

鵡歯ノ程度二関スル統計

六歳臼歯ノ踊蝕分布状況

〔t査脅

　　　　上下顎井二左右側二於ケル齪歯比較

次デ次ノ三表二就テ別々二調査スベシ。

　　（の　家庭と鵡歯（職業又ハ個人ノ嗜好品等ノ関係）

　　　トノ関係

　　の　個人衛生発達（口腔衛生普及状況）ト編歯分

　　　布状況

　　；；）他地方トノ比較

　（3）歯科治療ノ状況二関スル統計

充填義歯其他治療ノ状況ヲ調査セハ，該検査地方ノ衛

生発達ヲ推知スル資料トナスヲ得。

歯科医師の団体が組織として，この検査

の問題にとりくんだものとして注目され

ていいと思う。

　しかし，実際には日本連合歯科医師会

のこの面における「力」が十分でなかっ

た故と，学校歯科の仕事が全く法的な裏

付けのあるものではなく，こうしたこと

に熱意をもつ篤志の歯科医師の個人的活

動にたよっていただけであったので，そ

れぞれの人が自分で考えたものを用いて

いたためもあって，ひろく「統一」とい

う役は果たさなかったようである。

　これはのちに，昭和9年になって，向

井喜男が，全国で各地で使われていた検

査票と，外国のものなどを集めて比較し

た論文の中にも，多様のもののあったこ

とから容易に推定できることである。9）

6．　日本歯科医師会制定標準

　　ロ腔診査票がきめられた

d
e
ρ
1
ρ
ら

　この日本連合歯科医師会のきめた「歯牙及口腔

検査の方法」および「統計について」ははじめて

　非公式ながら，全国各地で学校歯科医

をおくところが増加するようになり，大

正14年に入って，青森，埼玉および岐阜

の3県では，県条令でこれを認めるよう

になったのをきっかけとして，続々と全

国で条令がつくられるようになった．

　したがって児童の歯科検診を行うところも増え

た。ことにこの当時の学校歯科医は，学校内に歯

科診療施設を備えつけて，いわゆる校内処置を中

心とするところが多かったので，検査もこれに対

応するものが必要となってきた。

　こういう雰囲気の中で，大正15年に新たに公法

人として発足した日本歯科医師会も，これに対応

することを迫られ，検査票について検討を加えて

いたが，昭和4年になって，新たに同会歯科衛生

調査部によってまとめられた「口腔診査票と診査

基準」を採択した。

　日本歯科医師会制定標準口腔診査表というのが

これで，これについては，次のように説明されて

いる。
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図7　第1号様式の記載例

N・．1 （診査厩九年十日ム日）

　　　　　　　　　　　　　　　　・fi謡　1孝　、

　　　　　　　口腔診査統一に就て

　本邦児童の口腔歯牙の状態に就て，比較的正確なる

統計を得んとするには，口腔診査票を統一し，其の診

査の標準を決定することが必要である。

　日本歯科医師会は歯科衛生調査部委員に嘱し口腔診

査票の作製と診査標準の概要に就ての成案を得たので

図8　昭和4年日本歯科医師会制定のロ腔診査票および通知票

ある。もとより之は極めて困難であって，口腔診査の

如きは体重，身長，胸囲の如く数量的に決定すること

の出来得ない性質のものであるから，各診査医の観察

の相異により，診査評点の如き同一児童の口腔内に於

てすら大なる相異を見ることがある。

　故に本会は児童の口腔診査に対し評点を付する標準

の概要を示して各診査医の参考に供し，其れに依って

実施すれぽ，比較的正確にして統一されたる全日本的

の統計が見られると思ふのである。而して此の診査票

は診査医の事情により，精密なる診査を為す場合に

も，単純なる診査を為す場合にも利用し得るやうに作

製した。即ち歯牙の図表欄と備考欄を適当に利用すれ

ば精密なる診査を為し得べく，又歯牙の発生，鵡蝕の

程度等を省略すれば，極めて簡単に診査し得るのであ

る。

　そしてこれにもとつく口腔診査票を制定した。

これは2種あって，1つは歯科医のためのもので

他は家庭への通知用のものである（図8）。

　そして男子用を青，女子用を桃色で印刷して区

別するようにした。検査の便に供するために，上

顎左側臼歯および下顎右側臼歯に矢印がついてい

る。つまり順序を指示しているわけである。

　これについての説明のためのパンフレットを出

して普及につとめた（付表2）

　　　　　　　　　このときにはう蝕の進行程度は

　　　　　　　　5つにわけることを示している。
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鞍 盤1業・
　　　録li

II　　　　　工頁事査5参

診職薦罐馨儀

項事冠主

柔才，h，

シヲ

印蟹｝査

励［要丁：考備i燭諭概蒲謹i譜賢

騰［羅lll旱

離繍齢・ト年
」＿＿」，P度L力態1月

　
小
學
校

年
組

姓
名大

正

（
日
本
蜘
科
腎
師
會
制
定
）

第1度……磁珈質う蝕

第2度……象牙質う蝕

第3度……破壊の程度歯髄

　を侵せりと観察するもの

第4度……腐敗根管とみな

　すべきもの

第5度……歯冠崩壊し残根

　状態のもの

また，この説明には，

ー
ム
n
∠

3

4

5

　　　　　　　　　　　　　“抜去を

要する歯牙”とはどんなものかに

ついて5つのカテゴリーをあげて

説明している（付表2）。

　もう1つの特長は，咬合状態，

咀囎能力，歯齪状態などについ

て，それぞれを甲乙丙にわけてい
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るけれども，それについての評価の標準を示そう

としていることである。

　大正9年の検査票でも優，中，劣にわけるよう

になっているが，その基準は何も示していない。

これをなんとかして客観的なものにしようという

努力のあとがみられることは，この昭和4年のも

のの大きな特長のひとつといっていいであろう。

　それからもう1つ，「概評」という欄を設定し

て「口腔一般状態の概評」を甲乙丙で表わそうと

したことも大きな特長といえよう。

　現在でも，学校歯科保健ではやや歯自体に目に

そそがれすぎて，個体の歯科保健という観点が見

失われがちであることが，1つの問題点と考えら

れる。

　3歳児や1歳6ヵ月児の歯科健診指導では罹患

型によって，OABCなどにわけているが，学校

保健ではこういう考え方が少し乏しいようにみう

けられる。したがって学校歯科保健には，う蝕活

動性試験法のような手段の導入される余地がなく

なっている，と考えられる。

　こういうことは，歯でなく個体を単位として

「健康状態」をつかもうとする考え方からはじめ

て生まれるものであると思う。そういうことをこ

の昭和4年の「概評」ではやろうとしていたわけ

である。

　その概評の基準として次のように示している。

　咬合，咀噛，歯齪および清潔についての甲乙丙

をみて，概評では

　甲……全部が甲のもの

　　　乙が1つで他は甲のもの

　乙……甲が1つであとは乙

　　　甲が1つで乙が2つのとき

　　　（歯齪の状態がよいときは甲とする）

　　　丙1つであとは甲の場合

　丙……全部丙

　　　丙2つ以上の場合

　　　（甲が2つで丙2つのときは乙）

　というようなことをきめている。

　この概評という考え方は，学校歯科医令公布後

に改正されたときには除かれている。

　たぶんその当時でもやはり，歯科保健状態を個

14

体を単位として考えるということには，一般に歯

科医師がなじめなかったためであろうと思われ

る。

　これについて興味があるのは，このときから4

年後の昭和8年，京都の堀内清が，「歯牙検査概

評標準」というものを提唱し，これを京都の小学

校において応用したことである20）。

　堀内のものは

　う歯なきもの

　　　（1）優　乳永久歯ともに

　う歯なきもの

　　　（2）良　凡てのう歯の加療されたるもの

　　　　　　　ただし，歯齪部に異常なきを要す

　う歯あるもの

　　　（3）甲　小数（4以内外）の浅在う蝕ある

　　　　　　　も歯齪部に異常なきもの

　　　（4）乙　現在歯の半数以下う歯あるもの

　　　（5）丙　現在歯の半数以上う歯あるもの

　堀内は，甲乙丙の決定にはあまり根拠はない

が，としながらも，実調において，乙が50％ぐら

い，丙は15％内外，甲は35％ぐらいであることか

ら，大体妥当ではないか，というようにのべてい

る。昭和8年の京都の場合には優は2．5％，良は

5％前後であったとのべている20）。

　こういう考え方はずっと後になるが，昭和18

年，横浜市一本松小学校の歯科保健状態の分析に

当って藤林，榊原らによって応用されている21）。

　一般の身体検査ではこうした考え方はことさら

にとりあげなくてもあるが，文部省では大正9年

7月に，学生生徒児童身体検査規程にもとつい

て，　「発育概評決定標準」という訓令を出して統

一化をはかっている。

7．　昭和7年に口腔検査票として累年式のもの

　がきめられた

　多年の熱望が実って，学校歯科医令が制定され

たのは昭和6年6月のことであったが，さらに，

その翌年昭和7年2月には「学校歯科医職務規

程」が文部省令として出されるようになり歯牙検

査がはじめて正式にとりあげられることになり，



図9　昭和7年にきめられた甲号ロ腔検査票（累年式となった）
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学校歯科医の数も増加した。

　そして，日本連合学校歯科医会などもつくられ

るようになった。

　こういう雰囲気の下で，日本歯科医師会の歯科

衛生調査部は，東京市学校歯科医会と協同して新

たに「学校歯科における歯牙口腔検査票」の様式

を検討し，それをとりきめた。

　これは3種にわけてあり，甲号，乙号および丙

号であり，別に中学校用の丁号というのがあった

が，主なものは甲乙丙の3つである。

　とくにこのうち，甲号様式は，図9のようなも

ので，小学校において6力年のものをまとめて記

入できるようになっている。今日の3号様式歯の

検査票の原形ともみられるものである。そして検

査票の大きさも全国統一にして規格化しようとい

うことになって指示している。

　う蝕の程度別区分としては「浅在，深在，残根」

の3区分となっており，それについての説明はも

はやなくなっている。

　また項目として歯ブラシ使用の有無が加わり，

「概評」が除かれていることがみられる。

　これは，昭和4年のものを土台として累年式に

整理した，という感じがつよいが，学校歯科医の

数が急速にふえたために，う蝕の度数区分は，3

区分にしたものと考えられる。

　乙号様式は，単年度式のもので，これは甲号の

ものへの転記の原本となるものという考えである

（図10）。丙号というのは家庭に通知するためのも

ので，昭和2年のときのものの延長である。

　これらについては次のような説明がつけられて

いる。

　　　　　　　ロ腔検査票の説明

第1甲号険査票　小学校に於て6ケ年連続使用するも

　の

1．　文部省令に依る身体検査票と同じく縦26「センチ

　メートル」横38「センチメートル」の大さとす。

1．学校名，学年組，男女別，児童姓名，生年月日，

　学校医による身体検査状況（栄養，発育概評，疾病）

　及び学業成績，家庭の職業等は予め学校側に於て記
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図10　昭和7年にきめられた乙号および丙号のロ腔検査票

乙　　號

餉誌るる8

餉⑧晶

　　　4588⑱8＠＠＠＠

　　　ρβ
⑧oo⑬＠

　　＠齢晶⑧昌る髄

餉磁888蝋餉6

小

護⊥墜⊥甲乙丙

丙　　號

1・騰査の通知ll
昭柑　　年

月　　　日

　　　第　　　學年　　組
1！氏名

」

乳曲のムジバ 上　　本 下　　　本

I
I
永
久
歯
の
ム
シ
バ
2

上　　本 下　　本

1抜・べ・・圃上本1下・
麟
列
咬
合
（
は
妨
の
i 甲　　乙　　丙

阻噌能加かむカ） 甲　　乙　　丙

粘膜賦態幅姦惹） 甲　　乙　　丙

清掃状態（どの位きれいか） 甲　乙　丙

注意
事項

　載し置くものとす，但し必要なき時は身体状況等を

　省略してよし

　高等小学校に於てぱ第1学年，第2学年等の欄を使

　用すべし。

1．歯牙の検査

　現存歯　現存する乳歯，永久歯を区別す

　幽歯　乳歯，永久歯に就て行い，永久歯に於てのみ

　　浅在性深在残根を区別す

　要抜去乳歯　交換期に於て抜去を要するものと認め

　　たる乳歯

　充唄歯　「セメント」充填，「アマルガム」，「アコラ

　　イト」金充填，「ポーセレン」等にして歯牙の機

　　能を営み得るものと認めらるものをいふ。但し再

　　齪蝕を来せるものは充填の記号の他に鵡蝕の記号

　　を要す

　　必要に応じて充墳材料を適宜記載すべし

　補綴歯　金冠継続歯等にて歯牙の機能を営み得るも

　　のをいふ

　先天異常歯　癒合歯，過剰歯，斑状歯，ハッチンソ

　　ン氏歯牙，フルニヱ氏歯牙等にして必要に応じ備

　　考欄に各々記載すべし

1．　現存歯，齢歯は検査終了後各々上下別にして合計

　し其欄に記入し置くを便とす

1．完療歯とは充墳歯補綴歯をいひ乳歯永久歯を上下

　別に合計して記載し置く，加療中のものば之を加ふ

小學校

　べからず

　身体検査票に於ける鵬歯の検査

　に於ては完療歯は鵡歯に算入せ

　ざるを可とすべし

1．歯列咬合，咀囎能力，粘膜状

　態，清掃状態は甲乙丙に区別

　し，適当なるものに○印を附す

1．歯刷子使用の有無は学校に依

　頼するを便とす

1．其他必要なる事項は備考欄を

　利用す

第2乙号検査票　小学校に於て使

　用するもの

　本検査票は毎年単独に使用する

　場合と甲号検査票に記入する便

　宜上使用する場合とあり

　検査項目は甲号と同じ但し本票

　は歯牙の図型を挿入したりこれ

　歯牙の各面に於ける鵡蝕の状態

　を検査する便宜のために外ならず

第3丙号検査票　家庭通知票

　甲号又は乙号によりて検査したる結果を本票適当欄

　に記入し家庭に通知す注意事項には必要に応じ「至

　急治療を要す」「歯刷子使用の励行を要す」等の「ゴ

　ム」印を捺して警告を発するもよし

第4丁号検査票　中等学校以上に於て連続使用するも

　の甲号検査票と殆ど同じく検査項目中に歯牙沈着物

　を加へ歯牙には第三大臼歯を附加したり（甲号検査

　票と殆ど同一なれぽ挿図省略）

　このとき，昭和4年のときに登場したように検

査の順序を指示する矢印が上段左側臼歯部と，

下段右側臼歯部に付いていることも興味ぶかい。

8．　昭和12年の学校身体検査規程の制定に伴う

　ロ腔診査票の改正

　学校におけるいわゆる身体検査は，すでにのぺ

たように大正9年にきめてから時間も大分たっ

て，いろいろな点で改正の必要が生じてきたの

で，昭和12年1月27日文部省令によって「学校身

体検査規程」が公布され，大改正が行われた。

　この改正では，まず身体検査を行う意味を「学
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図11　昭和12年に日本歯科医師会できめたロ腔診査票
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生生徒児童の身体の養護鍛練を適切にし，体位の

向上と健康の増進とを図るため……」というよう

に明確にし，実施は5月末まででもよいこととし，

学校看護婦の参加をみとめるようになっている。

こうした改正に伴って，歯については「13．歯牙

は蠕歯につき検査し，処置歯，未処置歯に分ちそ

の数を記入すべし」と明示され，さらに学校歯科

医が行う場合は，乳永久歯にわけ，歯列異常その

他の歯疾についても注意することになった。

　これは，学校歯科にとっても，今までになかっ

たほどの大きな意味をもつことになるので，早速

日本連合学校歯科医会では，「学校身体検査規程

中歯科に関する注意」をつくって各関係団体に送

って万全を期することとなった（付表3）。

　このため口腔診査票の様式は今までの甲号様式

のものを基準にして，歯列咬合，咀囑能力，粘膜

状態，清掃状態，歯ブラシ使用の欄をやめて「歯

列異常」および「その他の歯疾」という2つに整

理した。診査票の矢印もそのまま踏襲されている

（図11）。

　う蝕の程度別区分は浅在，深在および残根とし

たが，浅在については，とくに「校内予防処置の

範囲に属するものとする」とくわしくし，処置歯

については「歯牙の機能を営み得るものと認めた

る充填歯（ゴム充填を除く）および補綴歯とし，

加療中の歯牙は未処置に加う」と明示した点が異

なっている。

　そしてこの改正の大きなポイントのひとつは歯

列異常をとりあげたことで，このため，歯列異常

として次の9つのものを例示した。

1．反対咬合

2．上顎歯列

歯列異常ノ種類
上顎歯列ノ舌側転位若クハ下顎歯列ノ

唇又ハ頬側転位等ノタメニ所謂反対咬

合ヲナセルモノヲイフ

上顎歯列前進若クハ下顎歯列ノ後退ノ

タメニ上顎切歯ガ前突観ヲ呈スルモノ

ヲイフ

17



3．　犬歯突出　犬歯ガ歯列外二逸出シタルモノヲイフ

4．過蓋咬合　前歯ノ延長或ハ又臼歯ノ低位等ニヨリ

　　　　　　　咬合ノ際被蓋ノ深キモノヲイフ

5．　開　　咬　前歯ノ短縮若クハ臼歯ノ延長等ノタメ

　　　　　　　ニ咬合ノ際上下顎ノ前歯間二上下的ノ

　　　　　　　間隙アルモノヲイフ

6．乱排歯　歯牙ノ位置不正ノタメー定ノ歯列ヲ成

　　　　　　　サザルモノヲイフ

7．捻転歯歯牙ガ其ノ長軸ヲ軸トシテ廻転セルモ

　　　　　　　ノヲイフ

8．　正中離開　左右両中切歯間二間隙アルモノヲイフ

9．交叉咬合　上顎歯列ト下顎歯列トノ対向関係二於

　　　　　　　テ右側若クハ左側二於テ反対咬合ヲナ

　　　　　　　シ前歯部二於テー回ノ交叉ヲナスモノ

　　　　　　　ヲイフ

　この歯列異常の分類については，その後いろい

ろな論議の対象となっただけでなく，あまりひろ

く用いられることはなくおわったようである。

　その後，昭和19年5月になって，学校身体検査

規程は改正されたが，これは，結核予防に重点を

おいた極度の重点形成をした改正で，歯科につい

てはむしろ簡略化という方向になったが，徹底し

ないまま終戦を迎えることなった。

9．　「学徒歯牙検査票」がきめられた

　第2次世界大戦の終戦後，学校教育には大改革

が行われたが，昭和24年3月19日省令で「学校身

体検査規程」が定められた。

　この改正では身体検査の責任は学校長にあるこ

とを明示し，ツベルクリン反応検査が項目として

入り，検査票は「学徒身体検査票」という名にな

り，その1号様式は全身のものについてであり，

2号様式は「学徒歯牙検査票」ということになっ

た。

　これはこの規則の第12条で「学校歯科医が歯牙

の検査を行ったときは，第2号様式によって学徒

歯牙検査票を作成しなけれぽならない」と明記さ

れているとおり，正式の歯牙検査票として取り扱

われているものである。

　これまでいく度かのべてきたものは，すべて，

日本歯科医師会や日本連合学校歯科医会などが，

18

それぞれその時の法令や規則の趣旨に則って，国

の意向をくみとりながら，いわば自主的につくっ

たものであり，学校歯科医はもちろん，学校はこ

れで検査をしなければならない，法令的な根拠は

なかったものである。

　それがこの昭和24年の改正では，施行規則の中

できめられたもので，当然官報にも公示されてお

り，学校歯科医はこれを用いることが義務づけら

れたわけである。

　このときにきめられた「学徒歯牙検査票」は図12

のようなものである。

　このときう蝕の程度別区分は浅在，深在，残根

の3区分を採用している。これも昭和12年のもの

の踏襲である。

　この「学徒歯牙検査票作成上の注意事項」は付

表4のとおりであるが，ここでは，う蝕の程度別

区分は次のように示している。

　浅在うしょく（C1）とは，ほうろう質，あるい

　　は象牙質うしょくであって，歯髄の処置を要

　　しないと認められるもの。

　深在うしょく（C2）とは象牙質うしょくであっ

　　て，歯髄の処置を要するが保存し得るとみと

　　められるもの。

　残根（C3）とは保存できないとみとめられるも

　　のo

　不正こう合については「不正こう合であって特

にきょう正手術，徒手的きょう正，不良習慣の除

去等の処置を要すると認められるものの有無を記

入すること」となっていて，不正咬合の種類など

の記入は不要になっている。

　またこの身体検査規程では，その結果の活用に

ついて，単に医学的立場からだけでなく，教育の

立場から，自分で自覚させようという考え方も導

入するように考えられた点は，従来のものよりか

なり大きな変化といわなげればならない。

　これまでの歯の検査では，どちらかというと病

名などを明記しようという傾向がつよかったけれ

ども，この昭和24年の改正では，病名よりも何ら

か歯科医学的な処置を要するかどうかという観点

から検出しようという方向にかわってきたことが

みとめられる。



　図12　昭和24年の学校身体検査規程のとききめられた学校歯科検査票の様式
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　つまり学校歯科保健の検査にスクリーニングと

いう考え方の導入が芽生えたということになるわ

けである。

10．学校保健法の制定に伴う「歯の検査票」

　昭和33年4月10日に，学校保健関係者の熱心な

努力の末に，学校保健法が成立した。これで従

来，文部省令の形でとりあつかわれていた「身体

検査」も，法的な強制力をもつものになった。

　この学校保健法についてはいうべきことは多い

が，ここでは検査だけにかぎってみると，まず，

その名が「健康診断」というようにかわった。

　それは「従来の身体検査という用語は，身体的

な体格検査に偏したような語感がある」というこ

とで，とくにその事後の措置を重視するという意

味で「健康診断」ということになったようであ
る22）。

　それに，このときまで，昭和6年にまとめた

「学校歯科医令」が生きていたので，「学校歯科

遇をおくことを得とあったものが必置になったこ

とも大きなこと」である。

　健康診断のことは施行令および施行規則にくわ

しく示されることとなり，検査項目として歯口に

ついては「歯の疾病および異常の有無」という表

現となり，健康診断票は，第2号様式および第3

号様式が児童，生徒などに用いられることとな

り，3号様式は「児童（生徒，学生）歯の検査票」

という名称となり，学校保健法施行規則の中でき

められることとなった。

　図13がそれである。ほとんど学徒歯牙検査票と

同じであるが，「歯牙沈着物」の項が除かれたこ

とと，う蝕の程度別区分が社会保険医療で慣用さ

れている4度の区分になったことが異っている。

　この「歯の検査」票の（注）として次のような

ことが付いている。

（注）

1　各欄の記入については，次によること。

イ　「歯式」の欄　次による。

　（1）現在歯，喪失歯，要抜去乳歯及び幽歯は，記

　　号を用いて，歯式の該当歯に該当記号を附す
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図13　学校保健法制定のとききめられた「歯の検査票」

第3号横式　1用紙 日本kセ堤格A4　横型）

　　　　　　児　童　（生　徒、掌　生）　歯　の　検　査票
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（2）現在歯は，乳歯，永久菌とも該当歯を斜線又

　は連続横線で消す。

（3）喪失歯は，永久歯の喪失歯のみとする。

（4）要抜去乳歯は，抜去を必要と認められる乳歯

　とする。

（5）鱈歯は，乳歯にあっては処置歯又は未処置歯

　に分ち，永久歯にあっては処置歯又は4分類の

　未処置歯に分つ。

（6）処置歯とは，充填（ゴム充填を除く。），補綴

　（金冠，継続歯，架工義歯の支台歯等）によって

　歯の機能を営むことができると認められるもの

　とする。ただし，齢歯の治療中のもの及び処置

　がしてあるが踊蝕の再発等によって処置を要す

　るようになったものは，未処置歯とする。

（7）永久歯の未処置菌は，次によって分類する。

　　　　　　　　　　　　　（イ）第1度鵬蝕（C1）は．

　　　　　　　　　　　　　　初期鵬蝕で，エナメル

　　　　　　　　　　　　　　質（王法榔質）のみ又は

　　　　　　　　　　　　　　象牙質の表層まで及ん

　　　　　　　　　　　　　　だと認められるもの。

　　　　　　　　　　　　　（ロ）第2度鵬蝕（C2）は、

　　　　　　　　　　　　　　鶴蝕が象牙質の深部に

　　　　　　　　　　　　　　まで及んだが，歯髄は

　　　　　　　　　　　　　　保存できると認められ

　　　　　　　　　　　　　　るもの。

　　　　　　　　　　　　　（lx）第3度鵬蝕（C3）は，

　　　　　　　　　　　　　　齢蝕が髄腔まで達し，

　　　　　　　　　　　　　　歯髄の保存は困難と認

　　　　　　　　　　　　　　められるもの。

　　　　　　　　　　　　　←）第4度鵡蝕（C，）は，

　　　　　　　　　　　　　　歯冠の崩壊が著しく，

　　　　　　　　　　　　　　いわゆる残根状態にな

　　　　　　　　　　　　　　ったもの。

　　　　　　　　　　　ロ　「歯搬炎」及び「歯槽膿漏」

　　　　　　　　　　　　の欄　歯齪炎又は歯槽号費漏

　　　　　　　　　　　　のある者については，その

　　　　　　　　　　　　旨を記入する。

　　　　　　　　　　　ハ　「不正咬合」の欄　不正咬

　　　　　　　　　　　　合であって，特に矯正手術，

　　　　　　　　　　　　徒手的矯正，不良習慣の除

　　　　　　　　　　　　去等の処置を要すると認め

　　　　　　　　　　　　られる老については，その

　　　　　　　　　　　　旨を記入する。

　二　「その他の疾病及び異常」の欄　疾病及び異常の

　　病名を記入する。

ホ　「喪失歯数」，「鵬歯数」及び「要抜去乳歯数」の欄

　歯式の欄に記入された該当事項について，上下左

　　右の歯数を集計した数を該当欄に記入する。

へ　「担当学校歯科医所見」の欄　第7条の規定によ

　　って，学校においてとるべき事後措置に関連して

　学校歯科医が必要と認める所見を記入し，押印す

　　る。

　ト　以上のほか，各欄の記入については，第1号様

　式の「（注）」による。

2　転学してきた児童又は生徒については，送付を受

けた歯の検査票を用いる。

3　中学校，高等学校又は大学にあっては，横の区分

欄はそれぞれの修業年限に応じて作製すること。
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　これで学校歯科の検査票はほぼ確立したわけで

あるが，なおこれにはいろいろの問題がある。

　こうしたことをふまえて，日本学校歯科医会

は，その学術委員会に対して，その検討を諮問

し，委員会は昭和44年8月30日，“歯の健康診断

の方法改善についての答申”を出した。

　この中で，「現状における問題点」として次の

ようなことをあげている。

　　（前略）

2．　現状における問題点

　歯の健康診断の実施の現状は大体前節にのべたとお

りであるが実際にはこれについては多くの問題のある

ことが指摘されている。それらの1つ1つについてく

わしく分析しているゆとりがないので，とりあえず主

な問題点をかぞえあげておくにとどめる。

　a）健康診断を何のために行うのかという点につい

ての認識が学校に十分つかまれていないのではないか

と考えられる点がみられる。

　健康診断の実施は学校の運営の中に定着した事業で

はあるが，それについて，学校保健あるいは教育の立

場から十分意義がつかめていないのではないかと考え

られる事例がみられている。そのために，それに費や

される時間や労力を適切に評価できないために診断を

実際に担当する学校歯科医との間にトラブルがみられ

ることがある。

　b）事後措置を行うに当たって，十分に結果が生か

されていない傾向がある。歯科疾患として検出される

量がきわめて多いために，事後措置，とくに治療の指

示（勧告）に際して，適切な順序や，強度などについ

ての考慮が一般に乏しい。このために治療勧告の具体

1的な結果追及がなおざりにされることが多い。

　c）治療の勧告そのものも十分行われていない場合

がかなりみうけられる。

　d）健康診断の結果を学校保健計画立案の具体的な

資料としようとすると，前年度のものしか使えない。

ことに低学年児童の鱈歯のように時を追って状態の変

化するものについての有効対策がたてにくい。現在こ

の点があまりつよく問題になっていないことに，むし

ろ問題の本質があるようにみうけられる。

　e）歯の倹診の実施方法が，歯科医師の日常の臨床

・におけるものとはかなり性格の異なったものであるの

一で，学校歯科医にとって，十分なしめない。

　f）鵬蝕の倹出の基準の統一が非常にむずかしい。

とくに初期鵬蝕の状態のものについてははなはだし

い。とくにC2とC3の区別を視診と触診のみで区別する

ことは理論的にも困難である。実際には，現在普通に

行われている手段によってはCIとC2の区別もまちが

いを導入しやすい。

　9）鵡蝕程度別区分を行って，治療勧告をした場合

主治の歯科医師の見解と検出時の評価との間にギャッ

プが生ずることが多く，それにひきつづいての小さな

トラブルが案外多い。

　h）治療の勧告に際しては，鵬歯の程度別を表示す

ることはいらないのではないか。学校保健における勧

告は「治療」の必要の指示であって「治療」の方法の

指示であってはならないのではないか。

　趣歯の程度別区分や，要抜去歯乳歯などは明らかに

治療の方法を示すものである。予防処置として，学校

内で処置を計画する場合でなけれぽ処置の方法まで区

別する必要がないだけでなく，時間と環境と手段に制

限をうけている学校における検診で，そこまで適確な

指示をすることは，冒険に近いといえる。

　i）鵡歯以外の歯科疾患の検出の基準やその取扱い

にはまだ徹底しないところがたくさんある。またこれ

以外の項目を加える必要も考えられる。

　j）健康診断と，健康相談との関係が十分むすびつ

いていない歯の健康診断の結果，どのような健康相談

を行い，どの方向に向けたらよいかについてあまり適

切な関係が示されていない。これは健康診断の内容が

〔歯〕に着目しすぎて個体に対する疾患の関係を示唆

するものが乏しいからではないかと考えられる。

　k）診断票として第2号様式と第3号様式との関係

は現在のままでよいか。

　1）現行の規定では，大学および教員については歯

の健康診断は行わなくてもよいことになっているが，

それでよいか。

　もし実施する場合に，現在のように踊蝕中心のやり

方をそのまま適用する方法でよいか。

　m）歯の健康診断はその全過程を歯科医師の直接の

診査によって行うことになっているが，それ以前に何

らかの補助的な手段による“ふるいわけ”screening

によって，歯科医師の検診をもっと有効に能率よくす

る手段は考えられないか。

　以上のほかに，事後措置の実施，学校保健における

歯科関係補助員の導入などの問題点はあるが，ここで

は健康診断に直接関連あるもののみにかぎってのべて
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ある。

　これらの問題点をふまえて検討を行った。

　こうした点をあげ，さらに検討して，まとめて

次のようにのべている○

まとめ

　以上の倹討によって学校保建における歯の健康診断

の方法を改善するには当面まず次のように行うことが

適切であると考えられる。

　1）　意義やscreeningという考え方について，この

　認識と知識を至急に徹底するように努力する。

　2）　保建についてのアンケートには歯科保健につい

　ての必要項目を加える。

　3）　歯科については当分の間，第1次と第2次を区

　別しないで第1次の時期に同時に行う。

　4）歯離虫の程度別区分はできれば廃止することがの

ぞましいが，1）の考え方の普及の徹底をまってできる

だけ早期に実現する。

　5）　4～5年の間隔で実態調査を行うようにする。

（後略）

　また，このとき日本学校歯科医会から，保健体

育審議会にあて，「学校保健における歯科健康診

断の方法改善に関する要望書」を出したが，その

骨子となったものはこの答申であったc

　このとき，「歯ぎん炎」および「歯槽膿漏」の

欄を廃止して「歯周疾患」に改めること，および

「要抜去乳歯」を「要注意乳歯」に改めることに

ふれ，その後にこれが採択されて，このように，

「歯の検査票」の項目が改められ，今日にいたっ

ている。

11．歯の検査をめぐる問題点

　学校保健における歯の検査をめぐって，いろい

ろの新しい論議がでている。

　ひとつは，現行の「歯の検査」を簡素化しては

どうか，という意見である。たしかに，現行の歯

の検査はかなり面倒なものである。現在の検査票

が要求しているものを満足しようとすると，児童

1人当りにかなりの時間を要する。
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　これはどうにかならないか，という提言であ

る。これにはいろいろの考え方があるが，まず第

1に，検査で何をどのようにつかみ出したらいい

か，という点を明確にしてからでないと，手がつ

けられない○

　単に「手間がかかるから……」ということであ

れば極限のところでは，検査はやらなくてもいい

のではないか，というところにまで行ってしまう

かもしれない。

　どうしても必要なら，手間がかかってもしなけ

ればならないだろうし，またそうであれば，その

ねらいを果たせるように方法を改善することがで

きるはずである。

　単に，記録を1歯1歯についてするかどうかの

点だけなら，「簡素化」はできるし，それでも目

的は果たし得る。堀内ののべたような「歯牙検査

概評」のような考え方や，1歳6ヵ月児や3歳児

健診における，う蝕罹患型の分類などはその1つ

の例ともいえる。

　しかし，この場合でも，歯単位でなく，個体を

単位として表現されていても，決して，個々の歯

についての観察や検出を大まかにしていい，とい

うことに1よならない。

　いわゆる札幌方式などと呼ばれているやり方の

批判の対象となるポイントは，ここのところにあ

る。

　記述が簡単であることは検査のねらいには少し

も差しつかえがないかもしれないが，検出や観察

が粗雑であるとすると，全く検査の意味がない。

　何か別の方法で，その児童のその時のう蝕罹患

性の方向，つまりう蝕活動性をつかむことができ

れば，表現は，OABCというようなことでもい

いかもしれないo

　今のところ，そういうものがないので，視診と

触診で「歯」をみていくより他はない。

　視診の代りに写真撮影は代用できるが，触診の

代用にはならない。

　この辺のところがこれからの問題点であるし，

新しい手段の開発が緊急にのぞまれるところであ

る。

　もう1つは，こうした「ふるいわけ」をまず明



らかに疾病をもつもの，つまり明瞭にう歯をもつ

もののみを，歯科衛生士などの補助員などの手で

あらかじめふるっておいて，健否の定かでないも

のについて精査して，処置の要否をきめる，とい

う手順も1つのやり方ではある。

　しかしこれは，全国の学校歯科の現場ですぐや

れる方法とはいえない。

　歯科衛生士の分布と，実際の歯科衛生士の平均

的な技能からみて，すぐにはむりなようである。

　こういう点からみると，どうしても，何らかの

方法で，う蝕罹患性の方向を推定できるような手

段がもとめられるr

　現在のう蝕活動性試験法は，このようなねらい

には全くではないが，ほとんど有効には役立たな

いo

　また，単なる歯垢検出法の結果だけでも，それ

にはむすびつかない。

　このようなことをしっかりみつめながら，どう

しても学校歯科の現場での，もうすこし有効な

「検査法」をあみ出さなければならない。

　単なる数値を集めるためだけにしか役立たない

ような手段は，どうしても改善しなければならな

い○

　ちょうど，そういうところにきているように思

われる。

　それをこれから真剣にもとめて行きたい。
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検
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一
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縦
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の
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す
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．
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。
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長
等
ノ

影
響
ヲ
及
ボ
ス
場
合
、
例
ヘ
バ
歯
齪
狼
瘡
結
核
、
結

ト
。

タ
メ
ニ
咬
合
ノ
際
、
上
下
歯
ノ
前
歯
間
二

核
性
潰
瘍
、
口
腔
腫
瘍
、
其
ノ
他
兎
唇
、
口
蓋
破
裂
、

コ

レ

ハ
括
弧
外
ニ
ハ
鵜
歯
ア
ル
老
ノ
数
ヲ
記
入
シ
其

上
下
的
ノ
間
隙
ア
ル
モ
ノ
。

歯
牙
腫
等
ノ
先
天
異
常
ノ
如
キ
場
合
。

ノ
中
デ
処
置
ノ
完
了
シ
タ
者
ノ
数
ハ
括
弧
内
二
記
入
ス

六
、
乱
排
歯
　
歯
牙
ノ
位
置
不
正
ノ
タ
メ
一
定
ノ
歯
列

ル

ノ
デ
ア
ル
。
此
ノ
場
合
特
二
処
置
ノ
完
了
セ
ル
者
ト

ヲ
成
サ
。
・
ル
モ
ノ
。

第
一
号
様
式
身
体
検
査
票
ノ
注
意
事
項

ハ
鵜
歯
ノ
全
部
ニ
ツ
キ
処
置
ヲ
施
シ
タ
モ
ノ
デ
例
ヘ
バ

七
、
捻
転
歯
　
歯
牙
ガ
其
ノ
長
軸
ヲ
軸
ト
シ
テ
廻
転
セ

五
本
ノ
纈
…
歯
ヲ
四
本
ダ
ケ
処
置
シ
テ
モ
、
ソ
レ
ハ
完
了

ル

モ
ノ
。

注
意
事
項
九

輻
歯
ヲ
乳
歯
ト
永
久
歯
二
分
ツ
場
合
ハ
乳

セ

ル

者
ト
ハ
見
敬
サ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
。

八
、
正
中
離
開
　
左
右
両
中
切
歯
間
二
間
隙
ア
ル
モ
ノ
。

歯
二
就
テ
ハ
括
弧
内
二
記
入
ス
ル
コ
ト
。

尚
此
ノ
統
計
表
ニ
ハ
人
数
ヲ
記
入
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル

九
、
交
叉
咬
合
　
上
顎
歯
列
下
顎
歯
列
ト
ノ
対
向
関
係
二

学
校
歯
科
医
ハ
乳
歯
ト
永
久
歯
ト
ニ
区
別
ス
ル
故
括

コ

ト
ハ
言
フ
マ
デ
モ
ナ
イ
。

於
テ
、
右
側
若
シ
ク
ハ
左
側
二
於
テ
反
対

弧

四
二
乳
歯
数
括
弧
ノ
外
二
永
久
歯
数
ヲ
記
入
ス
ル
ノ

注
意
事
項
一
〇
　
本
表
ノ
成
績
二
関
シ
学
校
、
医
学
校
歯

咬
合
ヲ
ナ
シ
前
歯
部
二
於
テ
一
回
ノ
交
叉

デ

ア

ル
。

科
医
二
於
テ
学
校
衛
生
上
意
見
ア
ル
ト
キ

ヲ
ナ
ス
モ
ノ
。

右
ノ
点
二
関
シ
従
来
各
方
面
カ
ラ
多
ク
ノ
質
疑
ガ
出

ハ
之
ヲ
表
末
二
附
記
ス
ル
コ
ト
。

タ
ガ
第
一
号
様
式
注
意
事
項
九
号
ノ
説
明
二
従
ヒ
前
項

学
校
歯
科
医
ハ
統
計
表
二
現
ハ
レ
タ
ル
成
績
二
関
シ

其

ノ
他
ノ
歯
疾

ノ
如
ク
ナ
ス
ベ
キ
デ
ア
ル
。

テ

充
分
ノ
意
見
ヲ
附
記
シ
テ
学
校
衛
生
上
二
資
ス
ベ
キ

学
校
医
ノ
検
査
ハ
単
二
処
置
歯
、
未
処
置
歯
ダ
ケ
デ

デ
ア
ル
。

学
校
身
体
検
査
ノ
際
児
童
二
於
テ
発
見
セ
ラ
ル
・
モ
ノ
概

ア

ル

カ
ラ
其
ノ
数
ヲ
括
弧
ノ
外
二
記
入
ス
ル
。
従
ッ
テ

ネ
左
ノ
如
シ
。

学
校
歯
科
医

ノ
場
合
ノ
括
弧
外
（
即
チ
永
久
歯
）
ト
ハ

記

（
A
）
　
歯
齪
及
口
腔
粘
膜
ノ
炎
症
性
疾
患

　
性意
事
項
一
〇
其
ノ
他
ノ
歯
疾
二
就
キ
検
査
セ
ザ
ル
場

歯

　
列
　
異
常

　歯
齪
…
乳
頭
炎
、
歯
齪
縁
炎
、
歯
齪
肥
大
、
乳
歯
根
裸
出
性
歯
齪
潰
瘍
、
乳
歯
根
裸
出
性
肉
芽
腫
、
乳
歯
根
裸

合
ハ
該
当
欄
二
斜
線
ヲ
引
ク
コ
ト
。

学
校
身
体
検
査
二
於
テ
左
ノ
状
態
ヲ
発
見
シ
タ
ル
時
ハ
之

出
性
口
唇
潰
瘍
、
乳
歯
根
裸
出
性
頬
粘
膜
潰
瘍
、
歯
齪

コ

レ

ハ
学
校
歯
科

医
ニ
ハ
必
要
ノ
ナ
イ
コ
ト
デ
ア

レ

ヲ
歯
列
異
常
ト
ス
。

痩
、
歯
齪
…
狼
瘡
結
核
、
結
核
性
歯
銀
潰
瘍
、
　
エ
プ
ー
リ

ル
、
何
ト
ナ
レ
バ
学
校
歯
科
医
ハ
歯
列
異
常
其
ノ
他
ノ

一
、

反
対
咬
合
　
上
顎
歯
列
ノ
舌
側
転
位
若
シ
ク
ハ
下
顎

ス
、
ア
フ
タ
性
口
内
炎
、
壊
疽
性
口
内
炎
、
耳
下
腺
排

ψ

■

ρ



◆

占

●

　
　
　
　
　
　

リ
テ
ハ
歯
牙
ノ
検
査
ハ
学
校
歯
科
医

　
　
　
　
　
　
　
ヲ
シ
テ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ヘ
シ
。

　
右
ノ
規
程
ニ
ョ
リ
学
校
歯
科
医
ニ
ハ
必
ズ
歯
牙
ノ
倹

　
査
ヲ
行
フ
ベ
キ
義
務
ガ
課
セ
ラ
レ
テ
居
ル
、
従
ッ
テ

　
第
一
号
様
式
ノ
身
体
検
査
票
ノ
検
査
医
印
欄
ニ
ハ
学

　
校
医

ト
共
二
学
校
歯
科
医
ハ
捺
印
シ
テ
其
ノ
責
任
ヲ

　
明
カ
ニ
ス
ベ
キ
デ
ア
ル
。

第
五
条
第
＝
二
号
　
歯
牙
ハ
幽
歯
二
就
キ
検
査
シ
処
置

　
　
　
　
　
　

歯
、
未
処
置
歯
二
分
チ
テ
其
ノ
数
ヲ

　
　
　
　
　
　

記
入
ス

ヘ
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
学
校
歯
科
医
ヲ
置
キ
タ
ル
学
校
二
在

　
　
　
　
　
　
　
リ
テ
ハ
顯
…
歯
ノ
数
ハ
更
二
乳
歯
永
久

　
　
　
　
　
　

歯
二
分
チ
テ
記
入
シ
、
又
歯
列
異
常

　
　
　
　
　
　

其
ノ
他
ノ
歯
疾
二
就
テ
モ
注
意
ス
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
シ
。

従
来
歯
牙
ハ
単
二
翻
歯
二
就
キ
検
査
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
ツ

テ

居

リ
昭
和
六
年
学
校
歯
科
医
令
ノ
公
布
以
後
モ
其
ノ

侭
適
用
サ
レ
テ
居
タ
ガ
、
右
ノ
規
程
ニ
ヨ
リ
学
校
医
ガ

検
査
ス
ル
場
合
二
於
テ
モ
必
ズ
翻
歯
ノ
検
査
ハ
処
置

歯
、
未
処
置
歯
二
区
分
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ニ
ナ
ツ

タ
。
学
校
歯
科
医
ガ
検
査
ス
ル
場
合
ニ
ハ
更
二
之
ヲ
乳
歯
、

永
久
歯
二
区
別
シ
テ
記
入
ス
ル
ト
共
二
歯
列
異
常
其
ノ

他
ノ
歯
忙
オ
ロ
腔
ノ
疾
病
異
常
二
就
テ
モ
特
二
“
圧
音
心
ス
ル

必
要
上
厳
重
ナ

倹
査
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
デ
ア
ル
。

処
置
歯
ト
ハ
齪
蝕
二
罹
患
セ
ル
歯
牙
ニ
シ
テ
充
填
又
ハ

補
綴
一
；
一
リ
其
ノ
機
能
ヲ
恢
復
営
為
シ
得
ル
エ
、
ノ
ト
認

メ
タ
モ
ノ
及
左
ノ
各
項
二
該
当
ス
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
。

　

1
、
架
工
義
歯
ノ
支
台
歯
i
鵬
蝕
タ
ル
コ
ト
明
瞭

　
　
ナ

ル

場
合

　

2
、
継
続
歯
－
齪
蝕
タ
ル
コ
ト
明
暗
聯
ナ
ル
場
合

　
　
3
、
金
冠
ヲ
施
セ
ル
歯
牙
－
単
独
二
金
冠
ヲ
施
セ

　
　
　
ル
歯
牙

　
未
処
置
歯
ト
ハ
放
置
セ
ラ
レ
タ
ル
鵡
歯
及
左
ノ
各
項
二

　
該
当
ス
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
。

　
　
1
、
加
療
中
ノ
歯
牙

　
　
　
加
療
中
ノ
モ
ノ
ハ
総
テ
未
処
置
歯
デ
ア
ル
。

　

　
2
、
ゴ
ム
充
填

　
　
　
ガ
ッ
タ
パ
ー
チ
ヤ
充
填
ハ
材
品
ノ
性
質
上
暫
問
的

　
　
　
ノ
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
未
処
置
山
歯
ト
ス
ル
。

　
　
3
、
鍍
銀
法
ヲ
施
セ
ル
歯
牙

　
　
　
鍍
銀
法
ハ
優
良
ナ
ル
予
防
処
置
ト
シ
テ
推
奨
ス
ベ

　
　
　
キ
方
法
デ
ア
ル
ガ
、
充
填
又
ハ
補
綴
ノ
何
レ
ニ
モ

　
　
　
属
サ
ナ
イ
、
従
ッ
テ
之
ガ
齢
歯
二
施
シ
テ
ア
ッ
テ

　
　
　
モ
処
置
歯
ト
認
メ
ズ
未
処
置
歯
ト
シ
テ
記
入
ス

　
　
　
ル
。

　
　
4
、
充
填
歯
ト
難
モ
鵡
蝕
ヲ
再
発
又
ハ
新
生
シ
タ
場

　
　
　
合

　
　
　
例
ヘ
バ
充
填
物
ト
窩
縁
ト
ノ
間
ヨ
リ
齢
蝕
ヲ
再
発

　
　
　
シ
タ
場
合
或
ハ
同
一
歯
牙
ノ
他
ノ
部
分
二
鵜
蝕
ノ

　
　
　
生
ジ

タ
場
合
等
。

　
左
ノ
各
項
二
該
当
ス
ル
モ
ノ
ハ
処
置
歯
、
未
処
置
歯
ノ

何
レ
ニ
モ
属
サ
ナ
イ
、
之
ヲ
発
見
シ
タ
場
合
ニ
ハ
ロ
腔
診

査
票
ノ
其
ノ
他
ノ
歯
疾
欄
二
其
旨
記
入
サ
レ
タ
イ
。

　

1
、
架
工
義
歯
ノ
支
台
歯
、
支
台
歯
ノ
種
類
ノ
如
何
ヲ

　
　
問
ハ
ズ
該
歯
牙
ガ
編
蝕
タ
ル
コ
ト
明
瞭
ナ
ラ
ザ
ル
場

　
　
合
。

　

2
、
継
続
歯
、
齢
蝕
タ
ル
コ
ト
明
瞭
ナ
ラ
ザ
ル
場
A
口
。

　

3
、
齢
蝕
二
非
ザ
ル
歯
牙
二
鍍
銀
法
ヲ
施
セ
ル
モ
ノ
、

　
　
例
ヘ
バ
小
窩
、
裂
溝
等
二
鍍
銀
法
ヲ
施
セ
ル
コ
ト
明

　
　
瞭
ナ
ル
場
合
。

　
4
、
矯
正
用
帯
錠
ヲ
施
シ
タ
ル
歯
牙
、
鵡
蝕
タ
ル
コ
ト

　
　
明
瞭
ナ
ラ
ザ
ル
場
合
。

其
　
　
他

　
架
工
義
歯
ノ
架
工
歯
、
現
存
歯
ト
認
メ
ナ
イ
、
但
シ
備

　
考
欄
二
其
ノ
旨
記
入
ス
ル
コ
ト
。

　
歯
列
異
常
並
二
其
ノ
他
ノ
歯
疾
二
就
テ
ハ
別
記
ノ
説
明

　

ヲ
参
照
サ
レ
タ
イ
。

　
第
六
条
　
前
条
ノ
検
査
ヲ
終
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
全
身
ノ

　
　
　
　
状
態
ヲ
綜
合
観
察
シ
身
体
虚
弱
又
ハ
疾
病
及
異

　
　
　
　
常
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
学
校
衛
生
上
特
別
養
護

　
　
　
　
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ヲ
「
要
養
護
」
ト

　
　
　
　
シ
然
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
「
可
」
ト
シ
概
評
欄
三
記

　
　
　
　
入
ス

ベ
シ

　
右
ハ
ロ
腔
検
査
ノ
結
果
特
別
養
護
ヲ
必
要
ト
ス
ル
場
合

ハ

［
要
養
護
」
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
勿
論
デ
ア
ル
ガ
、
此
場
合

ニ

ハ
全
身
ノ
状
態
ヲ
綜
合
観
察
ス
ル
上
二
於
テ
学
校
医
ト

協
議
ノ
上
決
定
ス
ル
ノ
ガ
妥
当
デ
ア
ル
。
鵬
歯
ヲ
有
ス
レ

バ

咀
噛
ヲ
害
ス
ル
カ
ラ
養
護
ス
ル
必
要
ガ
ア
ル
コ
ト
ハ
当

然

デ
ア
ル
ガ
、
本
条
二
於
ケ
ル
「
要
養
護
」
ノ
目
的
ハ
次

ノ
文
部
省
ノ
解
釈
ニ
ヨ
ツ
テ
考
察
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
。
即
チ

「
身
体
検
査
ノ
結
果
、
更
二
全
身
的
ノ
状
態
ヲ
綜
合
観
察

シ

発
育
、
健
康
ノ
状
勢
二
応
ジ
【
要
養
護
」
並
二
「
可
」

二

概
評
分
類
シ
タ
、
身
体
検
査
終
了
シ
タ
ト
キ
ハ
、
改
メ

テ

発
育
栄
養
其
ノ
他
健
康
状
態
疾
病
ノ
有
無
等
ヲ
全
身
二

亘

ッ
テ
綜
合
考
察
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
シ
、
而
シ
テ
身
体
虚

弱
、
精
神
薄
弱
、
疾
病
及
異
常
等
ヲ
有
ス
ル
児
童
生
徒
ニ
シ

テ

其
ノ
程
度
ガ
相
当
進
ミ
、
学
校
二
於
テ
一
般
生
徒
児
童

ト
区
別
シ
テ
特
別
要
護
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ハ
之
ヲ

一
要
養
護
一
ト
シ
其
ノ
他
ノ
モ
ノ
ハ
一
般
二
一
可
」
ト
シ

テ

検
査
票
ノ
概
評
欄
二
記
入
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
シ
タ
。
コ

レ

ハ

旧
規
程
二
於
ケ
ル
「
監
察
ノ
要
否
」
二
代
ル
ベ
キ
モ

ノ
デ
、
一
般
ノ
養
護
二
依
リ
テ
健
康
ノ
増
進
ヲ
期
待
シ
得
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（
9
）
歯
銀
部
に
痩
孔
の
存
す
る
場
合
　
そ
の
部
に
O
I

　
印
を
附
し
て
置
く
。

　
以
上
の

他
、
こ
の
図
表
を
利
用
す
れ
ば
如
何
な
る
精
密

な
る
診
査
を
も
記
載
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
3
）
一
般
診
査
事
項
欄

　
す

る
も
の
を
丙
と
し
、
著
し
き
病
的
症
状
を
有
せ
ざ

　
る
も
の
を
乙
、
全
く
健
康
な
る
も
の
を
甲
と
す
。

d
　
清
潔
の
程
度
　
歯
垢
其
他
の
沈
着
物
多
く
、
多
数

　
の

齪
歯
を
有
し
、
歯
齪
状
態
の
不
良
、
口
臭
を
有
す

　
る
も
の
等
を
丙
と
し
極
め
て
清
潔
な
る
も
の
を
甲
と

等
特
に
注
意
を
促
す
べ
き
も
の
あ
ら
ぽ
該
文
の
上
に
○

印
を
附
し
、
家
庭
通
知
票
の
該
欄
に
記
入
す
る
参
考
と

　
な
す
。

　
　
　
二
、
家
庭
の
通
知
票
の
記
載

（
1
）
歯
牙
図
表
　
診
査
原
簿
に
記
入
し
た
る
翻
歯
及
び
抜

27

此
欄
の
項
目
に
は
甲
乙
内
の
評
点
を
以
て
あ
ら
は

す
。

去
を

要
す

る
歯
牙
は
、
こ
の
歯
型
の
上
に
○
印
を
附

す
。
す
べ
て
乙
を
一
般
の
平
均
点
と
見
倣
し
普
通
の
状

e
　
概
評

口
腔
一
般
状
態
の
概
評
を
甲
乙
丙
に
て
示

し
、
治
療
を
要
す
る
歯
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
鵬
歯
の

態

と
す
る
。
記
入
法
は
例
へ
ば
咬
合
状
態
甲
の
時
は
甲

す
の

で

あ
っ
て
、
鵬
歯
の
状
態
を
考
慮
し
、
咬
合
状

程

度
を
記
入
し
、
抜
去
を
要
す
る
×
を
附
け
る
こ
と

の
う
へ
に
○
を
附
す
。

態
及

び

咀
噛
能
力
に
重
き
を
置
き
、
大
体
次
の
如
き

は
、
診
査
医
対
臨
躰
家
の
間
に
問
題
を
起
す
場
合
あ
る

a
　
咬

合
状
態
　
軽
度
の
捻
転
歯
や
転
位
歯
が
あ
っ
て

標
準
で
決
定
す
る
。

を

顧
慮
し
、
単
に
○
印
を
以
て
【
わ
る
い
歯
」
な
る
こ

も
著
し
く
外
観
を
損
せ
ず
且
つ
比
較
的
咀
噌
機
能
を
障
碍
せ
ざ
る
程
度
を
普
通
と
見
敏
し
て
乙
と
し
、
甲
は
普
通
以
上
、
丙
は
普
通
以
下
即
ち
歯
牙
の
排
列
及

咬
合
、

　
　　
全

｛　

　

乙
一
つ
他
は
皆
甲
の
場
合

　
と
を
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
（
2
）
概
評
　
原
簿
の
概
評
を
記
入
す
る
。
必
要
あ
ら
ば
一
　
々
の
状
態
に
評
点
を
附
し
、
其
上
に
概
評
を
加
へ
て
も

咬
合
著
し
く
不
正
な
る
も
の
で
あ
る
。

、

全
部
乙
の

場
合

よ
い
。

b
　
咀
鳴
能
力
　
こ
の
評
点
は
極
め
て
困
難
な
る
も
の
　
が
あ
る
が
、
大
体
　
一
、
主
と
し
て
臼
歯
の
鵬
蝕
状
態
　
二
、
咬
合
の
状
態
　
三
、
歯
牙
の
欠
損
（
交
換
期
の
乳
歯
脱
落
せ
る
も
の
　
　
を
も
含
む
）
　
更
に
前
歯
部
の
鵡
蝕
状
態
を
掛
酌
し
て
決
定
す
る
。

乙
丙

甲
一
つ
乙
三
つ
の
場
合
甲
一
つ
乙
二
つ
の
場
合
（
但
し
齪
歯
の
状
態
　
に
よ
り
甲
と
す
る
場
合
あ
り
）
「
丙
一
つ
他
は
皆
甲
の
場
合
｛
墜
装
題
す

（

甲
乙
丙
の
標
準
は
次
の
如
し
。
　
甲
－
：
両
側
と
も
咀
囎
完
全
な
る
も
の
或
は
完
全

（4
）
備
考
欄
　
　
本
欄
に
は
、

保
護
者
に
注
意
す
べ
き
事
項
、
学
校
当

付
表
3

　
に
近

障
害
を
与
へ
ず
と
認
む
る
も
の
　
　
・
二
、
一
側
不
完
全
な
る
も
、
他
側
に
て
完

へ

局
老
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
、
或
は
学
術
研
究
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
必
要
に
応
じ
て
記
入
す
る
。
例
　
　
　
舷
輝
質
発
育
不
全
、
鴫
形
歯
、
過
剰
歯
、
癒
合
　
　
ハ
ツ
チ
ン
ソ
ン
氏
歯
、
　
フ
ル
ニ
ヱ
氏
歯
、
　
口
芸
皿
披

昭和十
二
年
の
学
校
身
体
検
査
規
程
改
正
に
当
っ
て
日
本
連
合
学
校
歯
科
医
会
か
ら
出
さ
れ
た
注
意

　
全
に
咀
嗜

：
両
側
と
も
咀
囎
不
完
全
な
る
も
の

裂
、
兎
唇
、
疾
病
等
は
、

口
内
炎
、
舌
の
異
常
、
其
他
口
腔
粘
膜
の
必
要
に
応
じ
て
記
入
す
る
。

「　
　
　

学
校
身
体
検
査
規
程
中
歯
牙
二
関
ス
ル
注
意

c
　
歯
齪
状
態
　
著
明
な
る
炎
症
或
は
欝
血
状
態
を
呈

（
5
）
注
意
事
項

学
校
身
体
検
査
規
程

し
て
色
沢
異
常
を
来
し
、
或
は
痩
孔
、
膿
瘍
等
を
有

「
至
急　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

第
二
条
第
三
項
　
学
校
歯
科
医
ヲ
置
キ
タ
ル
学
校
二
在

O　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ



◆

「

む

，

付
表
2

昭

和
四
年
日
本
歯
科
医
師
会
制
定

標
準
口

腔
診
査
表
の

説
明

ロ

腔
診
査
票
使
用
に
就
て

　

口
腔
診
査
票
を
二
つ
に
区
別
し
、
一
は
歯
科
医
の
診
査

原
簿
と
し
、
他
は
家
庭
に
通
告
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
男

子

用
は
青
、
女
子
用
は
桃
色
の
用
紙
を
僅
用
す
る
。
歯
科

医
師
会
名
、
市
区
町
村
名
等
は
欄
外
に
印
刷
す
る
。

　
　
　
一
、
診
査
原
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項

（
1
）
氏
名
及
び
身
体
状
況
欄

　
　
学
校
名
、
学
年
、
組
、
男
女
別
、
児
童
姓
名
、
生
年

　
月
日
、
学
校
医
に
よ
る
身
体
検
査
状
況
（
栄
養
、
発
育

　
概

評
、
疾
病
）
及
び
学
業
成
績
、
家
庭
の
職
業
等
を
予

　
め

学
校
側

に
依
頼

し
て
記
載
し
て
置
く
こ
と
。
但
し
必

　
要
な

き
時
に
は
身
体
状
況
等
を
省
略
し
て
よ
い
。

（
2
）
歯
牙
の
図
表
欄
の
使
用
法

　
　
本
欄
の
図
表
は
歯
牙
の
形
態
を
単
純
化
し
て
表
現
し

　
た

も
の
で
各
歯
面
を
示
し
て
居
る
。
各
歯
面
の
精
密
な

　
る
検
査
を
な
さ
ん
と
す
る
場
合
に
も
利
用
し
得
ら
る
。

　
殊
に
鵜
蝕
の
発
生
部
位
を
知
り
た
い
場
合
に
利
用
す
る

　
事
が
出
来
る
。
六
歳
臼
歯
は
特
に
線
を
太
く
し
て
一
見

　
部
位
を

明
示
し
得
る
や
う
に
し
た
。

　
　
診
査
は
矢
の
方
向
に
従
ひ
、
必
ず
左
上
最
後
の
臼
歯

　
よ
り
始
ま
り
、
右
上
に
及
び
、
つ
ゴ
い
て
右
下
よ
り
左

　
下
に
至
る
。

、
　
診
査
事
項
と
記
入
法
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
（
a
）
歯
牙
の
発
生
　
（
現
存
歯
の
状
況
）
　
乳
歯
永
久
歯

　
の
発
生
数
を
検
査
す
る
こ
と
は
時
に
必
要
を
感
ず
る
。

其
場
合
に
は
各
歯
型
の
上
に
あ
る
数
字
（
永
久
歯
）
及

び
ロ

ー
マ
字
（
乳
歯
）
の
上
に
斜
線
／
を
描
く
、
例
へ

ぽ

6
の
上
に
／
を
描
け
ば
六
歳
臼
歯
の
現
存
せ
る
こ
と

が

分

る
。
但
し
必
要
に
応
じ
茄
出
完
了
せ
ざ
る
も
の
に

対

し
て
は
出
齪
中
ヨ
＝
三
一
夷
の
E
字
を
記
号
と
し
て

歯
型
の
唇
頬
側
に
記
入
す
る
一
、
こ
れ
は
各
歯
牙
の
発
生

時
期
及
順
序
を
知
る
の
に
有
力
な
る
賓
料
と
な
る
。

（
b
）
廟
蝕
の
診
査
　
（
イ
）
題
歯
の
記
号
は
従
来
多
く
使

用
さ
れ
た
C
（
O
巴
①
ω
）
を
使
用
す
る
。

（
ロ

）
齪
蝕
進
行
の
程
度
を
診
査
す
る
こ
と
は
非
常
に
有

意
義
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
な
す
場
合
は
次
の
如
く
行

ふ
。　
爾
蝕
の
程
度
を
五
階
級
に
分
つ

第第第

度度度

第
四
度

第
五
度

磁
榔
質
幽
蝕

象
牙
質
鵬
蝕

破
壊
の
程
度
歯
髄
を
侵

せ

り
と
観
察
す
る
も
の

腐
敗
根
管
と
見
倣
す
べ
き
も
の

歯
冠
崩
壊
し
残
根
状
態
の
も
の

12345

　
　

こ
の
標
準
は
、
勿
論
正
確
を
期
す
る
訳
に
は
ゆ
か

　
ぬ
か

ら
大
体
の
標
準
に
過
ぎ
ぬ
。
馴
れ
る
と
決
し
て

　
面
倒

な
も
の
で
は
な
い
。
記
載
法
は
各
歯
型
の
上
に

　
第
一
度
の
時
は
q
、
第
五
度
の
時
は
ら
と
す
。
但
し

　
一
々
C
を
附
す
る
こ
と
を
省
略
し
て
も
よ
い
。
即
ち

　
歯
型
の

上
に
数
字
が
あ
れ
ぽ
、
そ
れ
は
何
度
の
齪
蝕

　
だ

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
特
に
最
榔
質
の
鵡
蝕
の
検

　
査
は
厳
密
な
る
を
要
す
る
。

（
c
）
抜
去
を
要
す
る
歯
牙
　
之
は
歯
型
の
上
に
×
印
を

記
入
す
る
。
こ
の
診
査
の
結
果
に
就
て
は
、
診
査
医
と

臨
鉢
家
と
の
間
に
見
解
の
相
違
を
生
じ
、
暖
々
児
童
の

保
護
者
を
し
て
迷
は
し
め
、
或
は
診
査
医
臨
林
家
と
も

に
信
を

失
ふ
様
な
問
題
が
起
り
易
い
か
ら
特
に
注
意
を

要
す
る
。
故
に
診
査
に
当
っ
て
は
、
誰
人
が
見
て
も
明

か
に
抜
去

を
要
す
る
も
の
と
認
め
ら
る
＼
左
記
の
如
き

を
標
準

と
す
れ
ば
、
此
憂
ひ
は
比
較
的
免
れ
得
る
と

思
ふ
。

　
（
一
）
継
承
永
久
歯
の
萌
出
を
見
、
或
は
其
徴
候
あ
る

　
　
　
も
の
に
し
て
、
明
か
に
障
碍
と
な
る
交
換
期
の

　
　
　
乳
歯

　
（
二
）
残
根
状
態
に
し
て
甚
だ
し
く
不
潔
の
状
態
を
呈

　
　
　

し
、
骨
植
堅
固
な
ら
ず
、
脱
落
期
を
考
慮
し
保

　
　
　
存
の
価
値
な
し
と
認
む
る
乳
歯

　
（
三
）
脱
落
期
近
く
乳
歯
根
が
歯
齪
上
に
裸
出
せ
る
も

　
　
　
の

　
（
四
）
一
顎
の
永
久
歯
繭
出
完
了
し
た
る
も
、
対
顎
の

　
　
　
乳
歯
残
存
せ
る
も
の
は
特
に
考
慮
し
て
抜
去
の

　
　
　
可
否
を
決
定
す
る

　
（
五
）
永
久
歯
に
し
て
抜
去
を
要
す
る
も
の
は
年
齢
其

　
　
　
他
を

考
慮
し
、
慎
重
な
る
態
度
を
と
る
こ
と

（
d
）
充
填
せ
る
歯
牙
　
記
号
は
△
と
す
る
。
必
要
に
応

じ
て
、
　
「
セ
メ
ン
ト
」
充
填
は
△
に
㎞
、
　
「
ア
マ
ル
ガ

ム

」

は

A
、
金
は
G
、
　
「
ガ
ツ
タ
パ
ー
チ
ヤ
」
ハ
G
P
等

適
当
な
る
記
号
を
附
す
。
充
填
不
完
全
に
し
て
再
治
療

を
要
す
る
も
の
は
△
印
の
他
に
C
印
を
附
し
警
告
を
与

ふ

る
参
考
と
す
る
。

（

e
）
金
冠
継
続
歯
冠
義
歯
矯
正
装
置
等
　
是
等
は
金
冠

継
続
歯
冠

1
1
架
工
義
歯
は
支
台
歯
よ
り
支
台
歯
ま
で
横

線
一
を
引
き
其
の
上
に
B
（
切
「
一
〔
剛
孫
）
の
略
字
を
附
す
。

（
f
）
歯
牙
沈
着
物
　
沈
著
の
部
位
に
横
の
波
線
を
つ
け

る
。
例
へ
ぽ
上
顎
左
側
第
一
大
臼
歯
よ
り
前
方
第
一
乳

臼
歯
ま
で
頬
側
に
歯
石
の
沈
着
せ
る
場
合
に
は
其
部

（歯
型
の
外
側
）
に
横
の
波
線
を
引
い
て
あ
ら
は
す
。

28



付
表
1

大
正
九
年
十

月
、
日
本
連
合
歯
科
医

師
会
が
き
め
た
「
歯
牙
及
口
腔
検
査

の

方
法
」

歯
牙
及
ロ
腔
検
査
ノ
方
法

　
　

　
（
一
）
診
査
用
具

診
査
医
一
人
二
対
シ
テ
左
ノ
器
械
ヲ
備
フ
。

　
歯
鏡
五
本
、
探
針
五
本
、
歯
科
用
錨
子
二
本
、
舌
圧
子

　
一
個
、
　
一
，
コ
ツ
プ
」
二
個
、
綿
紗
容
器
一
個
、
洗
面
器

　
一
個

　
　
　
（
二
）
防
　
腐
　
薬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
°

器
械
ノ
消
毒
ニ
ハ
ニ
％
「
リ
ゾ
ー
ル
」
水
ヲ
用
ヒ
、
手
指

ノ
璃
帽
堂
母
ニ
ハ
○
・
一
％
日
升
工
水
壷
小
ヲ
使
田
川
ス
。

消
毒
方
法
ハ
ニ
個
ノ
「
コ
ツ
プ
」
二
「
リ
ゾ
ー
ル
」
水
ヲ

充
シ
、
其
一
個
二
器
械
ヲ
浸
シ
置
キ
一
度
使
用
セ
ル
モ
ノ

ハ
他
ノ
一
個
ノ
「
コ
ツ
プ
」
中
二
浸
ス
、
助
手
ヲ
シ
テ
此

滅
菌
セ
ル
器
械
ヲ
綿
紗
ニ
テ
拭
掃
シ
テ
滅
＋
困
綿
押
紗
ヲ
〃
敷
キ

タ
ル
机
上
二
順
次
二
併
列
セ
シ
メ
其
一
端
ヨ
リ
使
用
ス
、

二
個
ノ
「
コ
ツ
プ
」
ヲ
使
用
ス
ル
理
由
ハ
器
械
ノ
薬
液
中

二

浸
清
ス
ル
時
間
ヲ
可
及
的
永
カ
ラ
シ
メ
、
以
テ
其
消
毒

ヲ
完
全
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ズ
。

而
シ
テ
一
般
ノ
診
査
ニ
ハ
只
歯
鏡
ト
探
針
ト
ノ
ミ
ニ
テ
施

行
シ
得
ベ
キ
ガ
故
二
此
二
種
ハ
特
二
多
数
ヲ
備
フ
。

　
　

　
（
三
）
診
査
票

二
種
二
区
別
シ
、
第
一
号
式
ヲ
一
般
的
診
査
二
用
ヒ
、
第

二
号
様
式
ハ
特
別
診
査
二
用
フ
、
歯
図
ノ
西
洋
数
字
1
、

2
、
3
ヲ
記
セ
ル
ハ
永
久
歯
、
ロ
ー
マ
字
a
、
b
、
c
ヲ

記
セ
ル
ハ
乳
歯
ヲ
現
ハ
セ
リ
。

第
一
号
診
査
票
ハ
其
一
半
ヲ
保
護
老
二
交
附
シ
、
診
査
ノ

状
況
ヲ
報
告
ス
ル
エ
、
ノ
ト
ス
、
診
査
ノ
際
二
炭
素
紙
ヲ
介

在
シ
テ
一
面
ノ
票
二
記
録
ス
レ
パ
、
他
ノ
一
面
ノ
票
二
同

一
文
字
ヲ
現
ハ
ス
ガ
故
二
保
護
者
二
交
附
ス
ベ
キ
票
二
同

時
二
記
録
シ
得
。

記
録
方
法
ハ
鵡
蝕
症
ト
歯
牙
発
生
ノ
ミ
図
二
記
号
ヲ
以
テ

直
接
記
載
シ
、
其
他
ノ
条
項
ハ
夫
々
相
当
欄
内
二
記
載
ス

ベ

シ
。
幽
蝕
症
ハ
其
進
行
程
度
二
従
ヒ
テ
四
度
二
区
別

ス
、
即
チ

　
第
一
度
鵡
蝕
（
記
号
ハ
O
一
）
球
螂
質
睡
蝕

　

第
二
度
鵬
蝕
（
　
　
9
）
象
牙
質
二
進
行
セ
ル
モ
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ダ
歯
一
髄
二
薯
一
明
ナ
ル
障
空
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ナ

キ

程
度

第
三
度
編
蝕
（

第
四
度
齢
蝕
「

記
号

C
ハ
9
『
弱
ノ
略
字
ナ
リ
、

数
字
ハ
即
チ
蠣
蝕
進
行
程
度
ヲ
示
ス
、
ρ
ト
ア
レ
バ
一
見

シ

テ

所
謂
残
根
ナ
ル
ヲ
知
リ
、
咀
囑
ノ
用
ヲ
ナ
サ
・
ル
コ

ト
ヲ
明
瞭
ニ
ス
。

歯
牙
発
生
ハ
発
生
セ
ル
歯
図
一
二
線
ヲ
引
ク
、
例
ヘ
バ
永

久
中
切
歯
ノ
発
生
モ
ル
モ
ノ
ハ
ー
、
ナ
ル
歯
一
二
線
ヲ
引

ク
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〔学校歯科における斑状歯〕の座談会

についてのいろいろな方がたの意見

前号で，学校歯科医にとって“斑状歯”，あるいは“歯牙フッ素症”というものについて，

正確iな認識をもつことがどんなに大切であるか，しかも，そうであるにもかかわらず，実

際にはこれが実にあやふやなものになっている，というところから，学術委員会のメンバ

ー によって，一応これについての話合いを行い，その速記を基にして，再構成する形でま

とめた。

この座談会の記事だけでほとんど意は尽くしているとも思われたけれども，やはりもう少

し念を入れておく必要もあるし，多くの学校歯科医にとって，本会の学術委員会のメンバ

ー以外の人びとの考え方などもよく知っていてもらって，この“歯牙フッ素症”について，

ゆるぎないしっかりした認識をまとめていただく機会にしたい，ということで，この前回

の座談会の別刷を，歯牙フッ素症の問題や，学校歯科の健康診断の問題などについて，一

家言をもっておられると思う方がたにお送りして御意見をいただき，それをあわせて御紹

介する，ということで一層この問題をはっきりさせようとした。

幸いに多くの方がたから，いろいろな御意見をいただくことができたので，それをここに

掲載する。

ことにこうした問題に対して，古典ともなって，よほどのこの方面の専門家でもちょっ

と，目にすることはないだろう，と思われる貴重な文献までも再録することができた。

ほんとうに予想外の結果を得られて，この企画をしたものとしては，以下の論文をよせて

下さった方がたに深い感謝ど敬意とを表するものである。

はげしい情報化社会の真中に暮らしているため，かえって情報のエッセンスをはずしてし

まいがちなわれわれにとって，このようにして“歯牙フッ素症”についてのエキスをまと

めることができたことをほんとうにうれしく思うものである。（榊原）

弗素と斑状歯，それと鶴歯の予防とのつながりの歴史的背景

正 木 正

■

正木先生は，今さら紹介するまでもなく，系統的に斑状歯について研究された方として有

名である。今回とくに御意見をもとめたところ，“自分は現在この方面の研究はしていな

いので……”ということでありましたが，とくにおねがいをして，昭和27年1月20日に，

日本歯科医師会学術会議基礎学部会が主催して行った“弗素公聴会”のときに正木先生が

演者としてお話しになったもののコピーをいただくことができた。

この“公聴会”はおそらくわが国ではじめて弗素についてのシンポジウム形式のものであ
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ったと思われるし，このときの記録はほとんど，のこされていないので，そのままを掲載

させていただくことにした。

この“公聴会”は当時の日歯大の福島万寿雄教授が司会をして，宮崎吉夫，松宮誠一，米

沢和一，平田美穂，白土寿一，美濃口玄の諸教授と正木先生がそれぞれ演者として話され

たものである。

この正木先生の分は歯科時報6巻5号pp．199～205にのせられたものの再掲である。

b

¶

　　　　　　　　　　（1）

　蘭蝕を抑制する公衆衛生の一方法としての給水

の弗素化は今日では理論期を過ぎて実施期に移っ

ている。1951年10月17日にワシントンで開かれた

アメリカ歯科医師会の第92回年次総会の歯科公衆

衛生部会では，この新しい重要な話題を採り上げ，

シンポジアムとしてF．S．　McKay，　A．　D．　Black，

M．E．　Nicholson，　F．　A．　Bull，　A。0．　Gruebbel

がそれぞれ研究者，化学者，開業医，公衆衛生歯

科医の立場からその見解を明らかにしているが，

A・D．Blackは水の弗素化によって騙蝕を減少さ

すことは今の時代だけでなく，今世紀における公

衆衛生の歴史に一時期を画すべき事柄であること

を約束されていると述べている。

　この公衆衛生の重要な問題として採り上げられ

た弗素を用いて鵬蝕の発生を予防prevention，

あるいは抑制controlしようとする試みは斑状歯

の研究から出発しているのであって，アメリカ合

衆国公衆衛生局のH．Trendley　Deanは1938年

に斑状歯を慢性地方病性歯牙弗素症chronic

endemic　dental　fluorosisと呼び，非特異性の水

によって生じた疾病nonspecific　water－borne

diseaseで，一般に稀れに高度の発生率を示すこ

とを特徴とし，この疾病の外部徴候は歯に存在し

ているけれども，弗素症の問題は医師，特に小児

科医，整形外科医，産業衛生専門家，疫学者，衛

生工学技師，水道化学者，生化学老，獣医，地質

学者などの興味を拡めるものの一つになりつつあ

ると書いているが，斑状歯を中心とした研究は多

くの点において今まで歯科衛生の領域と縁の遠い

と考えられていた色々な専門分科との関係を密接

に結びつけるようになった。

　斑状歯の研究はその原因としての弗素が発見さ

れる前と弗素が発見されてから後の時期に分ける

ことが出来るが，アメリカでの研究は弗素以前で

はMcKay，弗素以後ではDeanを中心とした貢

献がきわめて大きい。

　F．S．　McKayは斑状歯の初期の研究とその原

因を確かめるため彼の決定が鵬蝕の発生を予防す

るための最初の公衆衛生手段である飲料水を弗素

化する発見の端緒となった功績によって1951年の

アメリカ歯科医師会の総会で名誉会員に推薦され

た。

　歯科衛生における弗素化の役割を研究する道を

拓いたMcKayは1897年に今のTufts　College

Dental　Schoo1である当時のBoston　DentaI

Collegeに入学し，その後University　of　Penn－

sylvaniaに移り，1900年に卒業し，51年間，開

業している人である。その間に，およそ50の論文

を発表し，一般の診療に従事すること5年，矯正

専門家として13年，1917年から歯槽膿漏専門家と

なり1940年からColorado温泉に住んでいる。

　そしてDenver　Dental　Schoolの矯正歯科学

の教授をしたこともあり，1938年から合衆国公衆

衛生局の歯牙弗素症に関する顧問をしている。

　私は，これから主として富取，須永，三村，寺

内，神野，坂本の共同研究者とともに行った仕事

を中心として斑状歯の研究歴史を回顧することに

する。

　　　　　　　　　　（2）

　F．S．　McKayによると1906～1907年にG．　V．

BlackがColorado温泉で，その土地で生まれた

住民に歯の発育不全症のあることを注意し1907年

にそれを調べ，それが新しい歯の疾病であること

を唱え，それに斑状王法榔質mottled　enamelと名

づけたということである。その後G．V．　Blackと
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McKayとの共同研究が行われ，　Colorado温泉地

域とArizona地方の調査の結果を1915年の9月

1日にSan　Franciscoで開かれたPanama－Paci－

fic　Dental　Congressで報告し，1916年のDental

Cosmosに発表されてから，このものが学界の注

意を引くようになったので，その初期の研究は

McKayの業績によってその基礎が確立された。

　そして1916年から1931年までの間に行われたア

メリカにおげる斑状歯の地理的分布の調査によっ

てMcKayの研究業績が確認され，　Deanが調べ

た1937年の報告では25の州に斑状歯が存在し，

345ヵ所の地域が調査され，その内の298地域（86

％）はMissipPi川の西部で，94地域（27％）は

Texas州であって，その他Colorado，南Dakota，

Arizonaにも見られ，　Illinois，　Idaho，　Virginia，

Carolinaなどの州では散在性にあるということで

ある。

　わが国では昭和3年（1928年）に富取が岡山県

に存在している歯の発育不全症を斑状歯として発

表したのが集団的に調査した最初の報告である。

次いで昭和5年（1930年）に永峰雄介，正木正，

富取卯太治，須永徳哉が広島県，兵陣県にも本症

が存在していることを発表してから，その後多く

の人々の注意を引き，わが国でも斑状歯の研究が

盛んに行われるようになった。

　私は富取が最初に報告を発表する際に相談を受

け，その歯の発育不全症がMcKay　and　Black

の斑状歯に一致するものであることを診断した関

係から，昭和5年に偶然の機会に兵庫県宝塚温泉

地域に本症が存在しているのを見い出し，このも

のの研究に興味を持ち，その後の調査と研究を始

めた。

　私達が昭和6年（1931年）に発表したわが国に

おける斑状歯の地理的分布の調査では本症は西日

本の全土に亘り広く存在し，特に愛知，兵庫，広

島，愛媛，福岡，佐賀，鹿児島などの各県で見ら

れた結果に基いて，わが国に存在している斑状歯

はMcKay　and　Blackの記載に一致し，（1）限ら

れた地域に見られること，その発現はその土地で

生まれ，その土地で育ったものに限られているこ

と，（2）主に永久歯に現われ，乳歯には見られない
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ことはないが，極めて稀れであること，（3）その症

状は歯の出齪当時に，すでに王法榔質の白濁した不

透明部が存在していること，（4）時には歯に着色を

伴い，その色はいずれの地域のものも同じよう

で，その着色部位が一定していること，（5）歯に着

色がある他に，その症状の強いものは石灰化組織

の階段状，あるいは蜂寛状の実質欠損があること

⑥一般に蠕蝕の罹患性が少ないことなどを確かめ

た○

　斑状歯の症状は歯冠の表面に微細な斑点，ある

いは白濁している線あるいは縞が存在し，甚し

いものは歯冠全体が白濁し，チョーク様になって

いるものもある。

　そして福岡県の遠賀川流域の炭坑地帯と柳川地

方に見られたものは敢郷質に比較的軽度の白線状

のもの，または白点状のものが割合に多く，着色

しているもの，あるいは実質欠損を伴っているも

のは少ない。これに反し，兵庫県の宝塚，良元

村，有馬温泉地方，愛媛県道後温泉，愛知県七宝

村，広島県広村の弥生新開のものは特に着色が強

く，B1ack　and　McKayの褐色着色歯brown

stain　teethを示すものが多い。この着色は外観

に触れ易い上顎切歯から犬歯の唇面に限られてい

る。

　この調査では斑状歯の症状の強弱は必ずしも斑

状歯の分布度を示す百分率とは一致しない。その

症状が軽度の斑状歯であっても，その分布率が極

めて高いことがあるし，また同一地方でもその地

域によっては斑状歯が濃厚に分布しているのにも

かかわらず，その附近にはほとんど全く存在して

いないこともある。

　昭和5年に，兵庫県の六甲山脈を中心とした武

庫，川辺，有馬の三郡にわたる武庫川，逆瀬川，

大多田川，有馬川の流域にある村落の住民3，228

名について調査したが，斑状歯のあるものが1，073

名で，33．2％の斑状歯の罹患率を示していた。

　その内でも，武庫郡良元村字小林では成人210

名（δ124人，♀86人）中，斑状歯をもっている

ものが138名（6　94人，♀44人）で，65％（6　75

％，♀58％）児童286名中，斑状歯をもっている

もの174名（61％）であって，字伊子志では86名

’



b

（6　34人，♀52人）中，斑状歯罹患者は57名（6

30人，♀27人）で，66％（δ　88％，♀51％）を示

し，児童102名中，斑状歯のあるものが60％であ

った。

　そしてその症状の発現程度は強く，また分布度

が濃厚であるが，これに反し，同じ地域でも武庫

川をへだてた対岸の高地にある川辺郡小浜村の児

童では406名中，斑状歯をもっているものが22名

で，僅かに5．4％に過ぎなかった。さらに，この

地域では斑状歯の多い良元村（小林，伊子志）で

は繭蝕の罹患率が少ないのに，斑状歯が極めて少

ない小浜村では蘭蝕の罹患率が多かった。

　　　　　　　　　　（3）

　斑状歯の本態についての病理学的の研究は1916

年にBlack　and　McKay，1923年にLeon　Will－

iams，1933年にAinsworthなどがそれぞれ断片

的に記載しているが，その研究材料を集めること

が困難である関係から系統的に多数の材料に基い

て観察したものはそれまでなかった。

　私は1932年（昭和7年）に斑状歯の組織学的所

見を記載したが，その後1943年（昭和18年）に富

取が多くの材料（総数24例の斑状歯，前歯が189

本，臼歯が65本）を研磨標本として調べたものと

を綜合し，斑状歯の本態についての見解を述べる

と，次のようである。

　斑状歯に見られる班榔質の特異な変化は石灰化

の障碍で，砿螂小柱と小柱間質の石灰化が，ある

部分では完全に，またある部分では不完全に行わ

れるために，肉眼的に正常な透明の色沢と不透明

な白線，縞模様，点状の白濁部として現われる。

　さらに砿榔質の石灰化障碍が著しい場合は固有

の透明性を失い，班獅質全体が白濁し，球王郎小柱

が穎粒状，または棍棒状に見えるけれども，小柱

間質の欠如は見られない。そして厳螂小柱が不規

則な結晶構造を示すために，光線の屈折率の変化

によって白濁する。

　象牙質では球間象牙質が特異な状態で現われ，

それが発現する範囲が広く，歯冠だけでなく，歯

根部にも球間象牙質が排列し，歯髄腔の壁，特に

根管壁象牙質に球間象牙質が歯の長軸に一致して

排列している。

　それで，斑状歯の本態は歯の石灰化組織に生じ

た部分的の石灰化障碍であって，このものは班榔

質にも，象牙質にも見られ，石灰化障碍の程度か

らすると歯の形成と発育時に極めてゆるやかに生

じた比較的軽度の石灰沈着不全症と見るべきもの

で，その石灰化障碍は低石灰化hypocalcification

によるものと考えられる。

　斑状歯の成立ちについては，古くから局所的原

因に基くという考え方と，全身的原因によるとい

う説とがあったが，これらの組織学的所見を基礎

にして考えると斑状歯は砿螂質の部分的石灰化障

碍だけでなく，象牙質障碍にも石灰塩の沈着が見

られ，歯の石灰化組織全体の低石灰化を示してい

る石灰化不全症である。そして特に象牙質には球

間象牙質の特異な分布と排列が存在し，根管壁の

象牙質に球間象牙質が多数に見られることは局所

的原因説ではこれを説明することが出来ない。

　これらのことからアメリカで主として用いられ

ている斑状班珀噴mottled　enamelという学語は

適当でなく，むしろ斑状歯mottled　teethと呼ぶ

方が正しい。そしてこのものの発病は，おそらく

内因として歯の形成と，発育時に石灰塩の沈着を

妨げるなにか特殊な原因が働くことによって生じ

たものであると推定される。

　　　　　　　　　（4）

　1916年にMcKay　and　Blackはすでに斑状歯

の発生は飲料水（給水）に原因することを推定して

いた。それは斑状歯をもっているものがColorado

州のある地域で生まれたものに限られているこ

と。歯が石灰化する時期に他の地域で生まれたも

のとの間に差異があること。またある村ではそこ

で生まれた子どもの100％は斑状歯をもっている

のに，そこから4マイルほど離れた他の村では斑

状歯が全くなく，この2つの村に供給される水の

源が違っていること，などからその原因が家庭で

使用する飲料水にあることを推定していた。

　McKayによると，1916年に南Dakota州の
Brittonでは家庭で用いる飲料水の給源を浅い井

戸から深い掘抜井戸に変えた。ところが，この飲
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料水の給源を取り換えてから，それまでになかっ

た斑状歯が，この新しい深い井戸水を絶えず用い

た，その後に生まれたすべての子どもに見られる

ようになった。1929年にMcKayは，斑状歯の原

因を疫学的に研究する道を拓き，斑状歯が水によ

って生じたただ一つの疾病awater　borne　dis－

easeであることを決定的に証明し，飲料水の水源

を変えることによって斑状歯をなくすることが出

来ることを実際に証明した。

　それはIdaho州のOakleyの町での実験で，

1925年以前にはこの町で生まれたすべての子ども

は斑状歯（白斑から暗色の着色，小窩など種々な

程度の）をもっていたが，1925年に過去10年間，

使用していた泉springを廃止し，水道の水源を

新しく変え，給水を変えた8年後の1933年に，再

び調査した結果は1925年以後に生まれた子どもで

は，その永久歯が出敵し始めた時には斑状歯が全

くなくなっているのを見た。

　またArkansas州のBauxiteで1よ1928年に給

水を調べた時には他のBrittonとOakleyと同じ

ような状態で，1928年以前に用いていた浅い井戸

水を衛生的の理由で止め，3ヵ所の深い掘抜井戸

からの水道に代えた。すると水を変えた後に生ま

れた住民に斑状歯が現われたので，他の水源から

パイプで水を供給し，深い井戸を閉鎖した。そし

てこのBauxiteでの研究が家庭で用いる水に含ま

れている予期しなかった成分である弗化物を発見

する端緒になったといわれている。

　それは1931年までは飲料水の中に含まれている

どんな成分が斑状歯の原因であるかを普通の化学

分析ではこれを証明することが出来なかったが，

1931年に米国アルミニウム会社の主任技師で，工

業化学者であるH．V．　Churchillが斑状歯地帯の

Bauxiteの深い井戸水を分析し，その中に14ppm

の弗化物が含まれていることを証明し，合衆国の

30ヵ所の都市から試料の水を集めて分析した結果

は，斑状歯地域からの水にはすべて弗化物（2ppm

～ 13．7ppm）が存在しているのに，斑状歯のない

地域では水の中に弗素の痕跡すらも見られないの

で，検査した水に含まれている弗化物の含有と斑

状歯との間には一定の関係があることを指摘し
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た。

　このChurchillの報告とほとんど同時にArizo－

na大学の農業化学者であるMargaret　Cam－

mack　Smith女史とその共同研究者（Edith　M．

Lantz　and　H．　V．　Smith）もArizona州にある

斑状歯地域の水には，弗化物の含有量が多い（3．8

ppm～7．1ppmの弗化ナトリウム）のに反し，斑

状歯のない地域の水には弗化ナトリウムが0～0．3

ppmであって，弗化物の含有量が少ないという

Churchillの所見を確かめるとともに動物実験を

行い，白ネズミに斑状歯の罹患地から得た水を濃

縮したものを飲料水として与え，あるいは食餌に

弗化ナトリウムを加えて実験的に斑状歯を発生さ

せたと報告した。

　その後Oakleyの温泉から得た水には8．　OPPm

の弗化物が証明され，10力年の後にBauxiteを再

び調査した結果では水を変えてから後はもはや斑

状歯の発生が見られなくなったといわれている。

　このBritton，　Oakley，　Bauxiteは飲料水を変

えた最初の町でこれらのことは斑状歯の本質を理

解する基礎として役立つもので，Brittonは元の

浅い井戸水を用いている間に石灰化した歯は浅い

井戸水を飲むようになっても斑状歯にならない

し，OakleyとBauxiteでは元の温泉と深い井戸

水で斑状歯になったものは，それぞれ弗化物を含

まない水を8力年，あるいは10力年間，用いた後

も，なおそのまま存在していることである。

　それで重要な点は斑状歯は歯の形成期間だけに

生じるものであること，一たび斑状歯になったも

のは弗化物が存在している地方，あるいは弗化物

のない地域に移動しても生涯それがそのままの状

態に存続するということを示している。

　そしてこれらのことが基礎になって飲料水の中

に含まれている微量の弗素が斑状－歯を発生する原

因の一つと考えられるようになり，公衆衛生局の

Deanが斑状歯と水に含まれている弗素との因果

関係を取り上げて，共同研究者とともに広汎な研

究と調査を行い，1936年に斑状歯を慢性地方病性

歯牙中毒症（弗素症）chronic　endemic　dental

fluorosisと名づけ，1937年にElvoveとともに水

に含まれている弗素とその水が供給されている都

◎
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市に見られる斑状歯の症状の強弱と分布（蔓延）

率との問に量的の関係があること，自然の水に含

まれている斑状歯を発生する弗素の最低濃度（量）

は1ppmであって，これが安全性の最低の限界量

であるとした。

　　　　　　　　　　（5）

　わが国では1938年（昭和13年）に須川豊が飲料

水の中に弗化物の含有量が多いことを定量分析に

よって証明し，それと斑状歯の罹患率との関係を

指摘し，さらに斑状歯地域の温泉を濃縮して白ネ

ズミに飲ませ，その切歯の表面に縞模様が現れる

ことを報告したが，これが斑状歯の原因としての

弗素説に賛意を表した最初のものである。

　私達は1940年（昭和15年）以来，斑状歯地域の

水に含まれている弗素の定量に関する研究を行っ

た。その定量法は初めElvoveが用いたzircon－

ium－alizarin試薬を用いる方法，次いで奥野の

haematoxylin－alminium法により弗素の定量を

試みたが，その後医化学教室の協力を得て石沢助

教授の指導の下にpurpurin－zirconium　oxychlo－

rideを試薬としたアルカリ固定，硅弗化ナトリウ

ム法を案出し，これを石沢一神野氏法と名づけ，

この方法によって弗素を定量した。

　石沢一神野氏法は第2次世界大戦中に完成した

が，戦時中でこれを発表する機関がなく，終戦後

の昭和21年12月に公表し，慶応医学第25巻復刊第

1号昭和23年1月（1948年）に一つの新しい弗素

定量法として記載した。

　その方法は固体（骨歯），流動体（卵），液体（水）

などに含まれている極めて微量の弗素を，蒸留法

により硅弗化水素として反応させ，最後に滴定比

色法により，その含有量（ppm，またはmg％）

を知る方法である。

　この方法による測定法は（1）前準備として検体（a）

が固体の場合には重量を測定した後に十分にアル

カリ性にして電気炉で灰化する。（b）流動体の場合

にはその重量を測り十分にアルカリ性にし，重湯

煎上で蒸発乾燥した後に，電気炉で灰化する。（・）

液体の場合は一定量の可検液を磁皿に入れ，アル

カリ性にして蒸発乾燥させる。

　（2＞装置は蒸留部と冷却装置とからなり，蒸留部

は硬質枝付コルベンで，その中に硅石末を0．29．

煮沸した硫酸を10cc，蒸留水10ccと前準備を終え

た検体を入れて，突出防止のガラス管で密栓し，

流動パラフィン浴で145°Cに加熱する。そして流

水を用いて冷却し，加熱の始めに塩素のために，

一時滴下して来る硅弗化水素水が酸性になること

があるので，これを見るために枝付硬質試験管に

1％フェノールフタレインと0．2N－NaOHを入れ

て反応を調べる。そして枝管から滴下する冷却し

た液は常に紅色を呈し，これを直ちに磁皿に受け，

蒸発乾燥させる。この場合の蒸留時間は145°Cで

90分間行う。

　（3）比色法は磁皿中の乾燥物にピンク色の0．1～

0．3％purpurin　zirconium　oxychloride　6N塩酸

溶液を10cc加え，試験管に移す。

　その結果は弗素の含有量の濃度の差によってピ

ンク色から黄色に順次変色する。他方では試験管

にこのpurpurin－zirconium　oxychloride塩酸溶

液だけを入れ，これに標準弗素溶液（1cc中にF

が1mgになるようにNaFで調成したもの）を滴

下して，その色調が同一になるまで比色し，この

標準弗素溶液の消費量を検体の弗素含有量とす

る。

　1941年（昭和16年）に坂本が和歌山県勝浦町で

斑状歯を調査し，その水を神野が定量分析したが，

その結果は次のようであった。

　勝浦国民学校の児童の斑状歯の罹患率は男女総

計870名中，斑状歯のあるものが529名であって，

斑状歯罹患率は60．8％であった。

　その罹患者の地域的分布状態は築地方面が77．9

％で，最高を示し，水に含まれている弗素の量は

2．　5　ppm，神明町，中ノ町，脇ノ谷方面は76．2％

で，水の弗素量は3ppm，吹屋，小坂方面が53．2

％でこれに次ぎ，その水の弗素量12　1．5ppm，大

勝浦方面は29．4％で，最も低く，水の弗素含有量

は1ppmである。

　今この関係を表記すると表のようになる。

　これによると斑状歯と飲料水に含まれている弗

素の量との関係は斑状歯の罹患率と水の弗素含有

量がほぼ平行しているのが見られる。
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地 域 鷲舞糠水の弗素量

A）築地方面　168名131名・Z9斌鶴8講

B）諺嬰論ノ町282名215撫・％鷺衆、瀦

C）蝿小坂方面25・名133名・3・・％聰2溜

D）大勝浦緬　17・名5・名29・4が観13鍔

　そして斑状歯で鵬蝕にかかっているもの23．5％

に対し，斑状歯でないものの編蝕の罹患率は76．4

％で，斑状歯は斑状歯でない歯よりも齪蝕になる

ことが少ないことが見られた。

　さらに1943年（昭和18年）に京都府岩滝町で国

民学校児童832名と同町の浜町とその附近の在住

者152名について斑状歯を調査したが，この調査

では特に浜町という地域に主として本症が認めら

れることと，その地域の飲料に用いられている井

戸水と湧き水が斑状歯の原因として重要な意味が

あると考えられたので，斑状歯を井戸水，あるい

は湧き水の使用者，水道水の使用者，これらの併

用者に分けて，その水の弗素の含有量との関係を

調査した。

　その結果は岩滝国民学校の児童832名では斑状

歯をもっているものが103名で，12．1％の罹患率

を示し，その内，浜町で生まれ浜町に現住してい

るもので斑状歯のあるものは98名中，32名であっ

て，32％の罹患率となっている。そして浜町で，

井戸水または湧き水を使用しているものが最もそ

の罹患率が高く60％（45名中，27名）であった。

また水道水を使用しているもの36名中，斑状歯の

あるものが8名で併用者は16名で，その内で斑状

歯のあるものは7名であった。

　そして男山，弓木，東町，薮後，立町，石田，

その他の部落で生まれ，それらの部落に現住して

いるものでは斑状歯の発現程度は極めて散発性

で，地域的の特異性が見られなかった。

　また浜町を中心とする年齢16歳以上の男女153

名の調査ではその症状が中等度以上の斑状歯を有

するものは18名（11．7％），その内で，浜町で生

まれ，浜町に現住しているものは44名で，斑状歯

36

のあるものが12名（27．　2％）で最高を示し，出生

地が浜町以外で現在浜町に住んでいるものの罹患

率は極めて低い。

　そして湧き水，または井戸水を使用しているも

の125名の内で中等度以上の症状を示す斑状歯を

もっているものは18名（14．4％）であるのに水道

水の使用者（28名）では斑状歯が見られなかった。

その飲料水の弗素含有量は浜町では湧き水2～4

ppm（平均3ppm）井戸水1～3ppm（平均2
ppm）水道水は0であるのに，男山では湧き水0

～ 1ppm（平均0．75ppm）立町では湧き水の中に

1～2ppm（平均1．5ppm）井戸水0～2ppm（平

均1．5ppm）水道水0となっている。

　それで岩滝町全体としては斑状歯の罹患率は低

いけれども，特に浜町を中心とする地域に限定し

て斑状歯が著明に発現し（27％～32％），湧き水，

または井戸水の使用者には斑状歯が60％の割合に

見られ，その湧き水の弗素量は3ppm井戸水の弗

素量は2ppmであって，斑状歯の発現と飲料水の

弗素量とは関係があるが，しかし斑状歯の罹患率

とその症状の強弱と，飲料水の弗素量とは必ずし

も平行していない。

　なおまた，特に注目すべきことは岩滝町の海岸

から採集した海水を定量したが，その中に2～4

ppm（平均3ppm）の弗素を含んでいることが見

られた事実である。

　　　　　　　　　　（6）

　私は1930年（昭和5年）に斑状歯の発生は少な

くとも，その土地の状況と一定の関係が見られ，

主として山脈地帯の谷川の流域にある村落，炭

坑，温泉および鉱泉などが存在している地方に多

く，花崩岩，石灰岩のある山谷の間にある村落に

斑状歯が多いことはその地質状態に特に重要な意

義があり斑状歯の発生地帯をこれらの地理的条件

からおよそ推定することが出来ると報告した。

　このことは今日の斑状歯の原因としての弗素説

から見ると，これらの土壌には弗素が可溶性のナ

トリウム，カリウム，カルシウム塩として存在し

ているのであって，また1932年（昭和7年）に斑

状歯が南洋群島のパラオ本島，アンガウル，ペリ

9
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リュー，メク・一一・ル，トコベイの島民に存在してい

ることを発表したが，これらの島々は弗素を含ん

でいる燐鉱石を産出することからも，斑状歯の原

因を弗素説で説明する裏づけになるQ

　また，海水にはおよそ1ppmの弗素を含んで

いる。そして特に斑状歯地域の岩滝町の海水に3

ppmの弗素が含まれていることは永峰（昭和6

年），松本（昭和8年）が岡山県，広島県，鹿児

島県の桜島などの海岸地帯の斑状歯の原因として

飲料水中のクロ・一ルの含有量を重要視したが，弗

素もクロールも同じハロゲン属であるので，これ

らの両者の間にはある何かのつながりがあるので

はないかと推定される。

　なお，また大橋（昭和12年）は兵庫県の斑状歯

地域の飲料水のpHを測定し，一般にそれが酸性

であることを指摘したが，このことも飲料水に含

まれている弗素が水の酸性によって弗化水素酸

hydrofluosic　acidを生じ，弗素の働きを増強す

るのではないとも考えられる。

　そして斑状歯の分布率とその症状の強弱とさら

に飲料水の弗素の濃度とが時として必ずしも，平

行していないことが見られるのは斑状歯の原因が

弗素以外のあるなにかxが存在しているのではな

’L・かと思われる○

　それはおそらく飲料水以外の食物の成分が関係

しているのではないかと推定されるのであって，

日本人の食餌には一般的に燐が比較的多く，カル

シウムが少ないことから，これと弗素との結びつ

きが考えられ，カルシウムの不足が弗化物の中毒

症状の重さ（強さ）を増強させることがすでに動

物試験で，証明されているからである。

　1944年にRanganathanが白ネズミを用いた実

験では弗化物を含んだ食餌でカルシウムが不足し

ていると弗化物の中毒の影響を増加させ，その結

果として動物の死亡率を著しく高めるのを見たと

いい，Massler　and　Schour（1952年）によると

イタリアでは全般に，しかし特にQuartoではカ

ルシウムの摂取が不足していてQuartoの斑状歯

の蔓延と症状の重さをCampagnano　di　Romaの

それと比較すると増加を示しているのであって，

これはQuartoにおけるカルシウムの摂取が低い

ということに基づいて説明することが出来るとし

ている。

　また弗化物の影響に対するカルシウムの保護作

用もRanganathan，　Shourie（1948年），　Irving

（1946年）によって報告されているが，Greenwood

（1946年）その他は弗化ナトリウムとして毎日体

重1キロにつき弗素を5mgの割合に子犬に与え

ると，その永久歯に斑状歯を起こすけれども，骨

粉として同じ濃度の弗化物と脱弗素燐酸塩を与え

たものは健康な正常の歯を生じたといい，骨粉に

カルシウムを附加すると明らかに斑状歯に対する

保護作用があるといわれている。

　そしてHoffman，　Schuck　and　Furata（1942

年）はネズミに弗化物を牛乳に混ぜて飲ませたが

水に弗化物を入れたものとの影響を比較すると，

歯の変化は少ないという結果を得ているのであっ

て，これらのことから弗化物の物質代謝とカルシ

ウムと燐の物質代謝とには密接な相互依存の関係

があることがわかり，カルシウムに富んだ適当な

食餌は斑状歯の重い症状に対し保護作用があると

されているっ

　なおその他に，弗化物を投与した動物の歯の変

化と斑状歯との異同についても論じられている

が，これはあたかも動物試験におけるビタミンB

と脚気，ビタミンCとメルレル・バーロー氏病，

ビタミンDとくる病との関係のようなもので斑状

歯の原因は弗素ブラスxを考えねばならないが，

しかし微量ではあるが，ある一定量以上の弗素が

飲料水に存在していることは斑状歯の原因の一つ

の大きな因子としてこれを無視することは出来な

いと思う。

　　　　　　　　　　（7）

　1929年にMcKayは斑状歯が石灰不全の構造で

あるにもかかわらず，正常に石灰化された歯より

も踊蝕にかかりにくいことを注意したが，次い

で1931年に日本で正木が，1933年にイギリスの

Ainsworthが，1935年にアルゼンチン（Buenos

Aires）のErausquinが、1937年にインドのAsin－

inとその共同研究者が，いずれも斑状歯が鑛蝕に

かかりにくいことを報告したが，これが基礎にな
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って今日の弗素による』謙虫の予防にまで発展し

た。

　そして特にこの問題に合衆国公衆衛生局のH．

T．Deanが興味をもち，1939年から斑状歯と鯖

蝕，それと弗素との関係について広汎な調査を行

った。

　この関係を決定するための最初の調査はBull，

Dean，　Arnoldその他の人によりWisconsin州

と中西部の州で行われたが，その結果を1943年に

弗素の含有量が1ppm以下の水を家庭で連続的

に使用している者はその鯖蝕の蔓延（罹患）率が

極めて低く，この濃度の弗素では審美的の意味の

歯の外観を害わない程度のもっとも軽度の斑状歯

が散在性に生じるだけで，飲料水に含まれている

弗素が踊蝕の発生率を低下させることを報告し，

同時にアメリカの多くの人々が比較的高濃度の弗

素を含んでいる水を40年以上の長い間，飲んでい

るのにもかかわらず，歯に変化を現わすだけで，

身体の他の部分には病変を示さないという事実を

報告してから，鵬蝕を予防，または抑制するため

に弗素が水道水の中に入れられたり，あるいは歯

の表面に塗擦されるようになった。

　また1931年に正木が，1933年にAinsworthが

斑状歯地域の子どもの永久歯の出齪時期がややお

そい傾向のあることを報告したが，このことは

1934年に，M．　C．　Smithがネズミの食餌に弗化ナ

トリウムを加え，慢性弗素症を起こさせて出齪の

速度がおそくなることを実験的に証明し，その出

躍速度の遅滞は食餌に含まれている弗素の百分率

に比例するといっている。

　　　　　　　　　　（8）

　私が今日までに行った日本における斑状歯の地

理的分布，斑状歯に醜蝕が少ないこと，斑状歯地

域の子どもの永久歯の出鎌がおそい傾向のあるこ

と，この3つの仕事はアメリカで認められ，1937

年にDeanがこれを記載している。しかも私のこ

れからの仕事は斑状歯と弗素との関係が発見され

る前に行われたもので，もちろん，時の流れに従

ってその解釈と説明の仕方が変わるけれども，こ

れらの弗素以前の仕事は今日でも，なお事実は事
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実として生きているのであって，弗素説と一致

し，それによって説明することが出来る。

　今，私が行った過去の研究をふりかえると斑状

歯の研究は昭和5年の兵庫県における調査から出

発したのであるが，その当時の状態は一般にこの

種の調査研究に対する理解に乏しく，種々な困難

に会いその地方の土地会社などの政治的圧迫によ

り十分な調査を完了せずに中絶しなければならな

くなったり，あるいは戦時中に行った成績は戦災

によりその資料の大部分を焼失したり，極めて多

難なイバラの道を歩んで来た。そして焼失による

研究所の再建も出来ず，現在も研究するなんの設

備も，器械もない状態である。

　私は昭和21年のまだ戦後の混乱のさなかに戦時

中にアメリカで行われた斑状歯と弗素の研究の発

展，弗素による鯖蝕の予防法としての水道水の弗

素化と弗化ナトリウムの塗擦法を歯界展望に書

き，これを初めてわが国に紹介した。このことが

戦後のわが国の多くの人々の興味を引き，再び戦

前と同様に弗素に関する研究が盛大に行われるよ

うになった。

　　　　　　　　　　（9）

　弗化物の抗蘭蝕作用anticaries　effectは年齢

的に考えなければならない。それは歯の出齪前

か，出齪後かによって弗化物の適用法が違うから

で，歯の形成中に，血流を経て弗化物を吸収させ

るのが水道水の弗化による方法で，出敵後の歯に

対しては歯の表面に弗化物を局所的に適用する方

法である、

　私ぱ弗化物を水道水に入れることを最初はflu－

orinationという学語が用いられたので，水にクロ

ー ルを入れることをchlorinationといい，これ

をクロール投入法とされていることから，fluori－

nationを弗素投入法と訳した。しかし化学用語で

fluorinationというのは弗素置換とされている。

　ところが近頃ではfluorinationの代りに，ある

いはfluoridizationまたはfluoridationが用い

られるようになった。これは弗（素）化と訳され

ているが，その意味はクロールを水に入れるのは

その元素とこの塩素chlorineを付加するのである

，
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からchlorinatonであるけれども，弗素の場合は

弗素fluorineそのものを入れるのではなく，弗

素の化合物のあるかたちのものを水に付加するこ

とでfluorideを入れるのでfluoridationの方が

よいとされている。いいかえると‘‘the　addition

of　a　fluorine　compound　to　water”でなく
“ the　addition　of　fluoride　compounds　to

water”であるという。

　また弗化物のtopical　applicationを塗布法と

したが，これも弗化物を歯の表面に単に塗るので

なく，こすりつけるのであるから塗擦法とする方

が正しいと思う。

　水道水を弗化する弗化物の最適濃度は1933年に

Deanが水道水に弗化物が存在する濃度は斑状歯

が発生する立場からは1．0～1．5ppmを越えては

ならないと報告したが，それに従って弗化ナトリ

ウムの予防的効果を発揮させるにはその用量は

1．0～1．5ppmが用いられている。

　このDeamの“fluoride－low　caries　hypothe－

sis”は基づく水に含まれている可溶性弗化物の臨

界濃度は1ppmであるとされているが，弗化物の

効果の機構はまだハッキリしたことはわからな

い○

　しかし，弗素の作用機構を説明するいくつかの

仮説がある。

　それには（1）弗化物が歯の組織の溶解性を低下さ

せること，②弗化物が細菌，あるいは酵素の過程

を抑制すること，c3）弗化物が口腔の細菌叢を変化

させること，などの説が挙げられている。

　試験管内では弗化物で処理した砿榔質は処理し

ないものよりも有機酸に溶かされることが少な

く，1ppm以下の濃度の弗化物が口腔の連鎖状球

菌と乳酸桿菌による酸の産生acidogenesisを妨

げるけれども，自然の水に存在している弗化物の

濃度では十分に直接の抗菌効果antibacterial

effectを現わさない。かような効果を得るには

250ppm以上の弗化物の濃度が必要であるとい
う。

　1949年にアメリカ水道協会の特別委員会が指i摘

したところによると，この水の弗化は，気候状態

が重要な関係をもっているのであって，それによ

って，水の摂取量が支配されるから，年間の平均

温度の低い地域では弗化ナトリウムを1ppmあ

るいはそれ以上，平均温度の高い地域では0．5～

0．6ppmで十分であるとしている。

　それで年間平均温度70°F以上の地域ではおそ

らく0．7ppm弗化ナトリウムの量で十分であろう

とされている。

　　　　　　　　　　（10）

　この水道水の弗化はアメリカでは過去数力年の

間，試験的に実施され，飲料水の弗化が鵬蝕の発

生を減少させることを証明しているが，今日では

実験期を過ぎて，実施期に入り，もはや一般化さ

れようとする傾向にある。しかしこの方法に反対

している人もある。

　これに対してアメリカ医師会では1951年の11月

に，この飲料水の弗化は無害であるという声明書

を発表した。

　それによるとアメリカでは140以上の都市にお

いて飲料水に1ppmの弗化物が付加されている

が，しかしこの1ppmの濃度では骨の構造の変

化，あるいは骨折の発生率が増加することは見ら

れない。ただ今では斑状歯が増加する可能性を明

らかにすることが困難で，数千人の観察を基礎に

すると，1ppmの濃度の弗化物を含んでいる飲料

水を飲んでいる子どもの斑状歯の発生は最小限で

注意深い口腔診査によって，わずかに見出される

に過ぎない。そしてその子どもの斑状歯の発生率

は極めて少なく，外観的には問題にならぬほど軽

度であって，この濃度では敢榔質に影響がある以

外には毒性が説明されないということである。そ

れで1ppmの弗化物を含んでいる飲料水を使用

しても安全であるといっている。

　しかし，骨粉錠のような自然に弗化物の含有量

が高い製品，または弗化物を付加した含糖錠剤，

歯磨剤，チューインガムを用いることは弗化され

た飲料水のある所では避けるべきで，また暖い気

温の場所に住んでいる子どもは，その結果として

大量の水を飲むので，斑状歯を防ぐために弗化物

の濃度を低くすることが必要であるとされてい

る。　　　　　　　　　（医博慶応大学病院歯科）
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斑状歯の定義について

徳島大学医学部講師

　　　月1　原 春 幸 ρ

川原春幸先生は，大阪歯科大学の歯科理工学の教授であるが，徳島大学におられたとき，

昭和25年ごろから昭和33年ごろにかけて，阿蘇火山地帯における斑状歯について精力的な

現地調査をされたことで知られており，これについてのレポートや基礎的研究がたくさん

出されている。

川原先生も“最近はこの問題についてあまりやっていないので……”ということで，昭和

29年の口本歯科医師会粧誌の7巻3号（7月号）113ベーシにのせられたものを送って下

さったので，そのまま掲載する。

　ある事象を定義するということはぱなはだ困難

なことである。定義に幅をもたせると特異性が消

失し，狭めると異議が出る。かような矛盾の調和

点が最も普遍妥当性のある定義として受けいれら

れるのではなかろうか。

　1952年7月，斑状歯の分類と定義に関して厚生

省（笹本厚生技官の名で）から筆者に対して質問

の通信が送られてきた。これに対して筆者は分類

法については「弗素量を基準とした斑状歯の新分

類法」を送付して置いたが，定義については書信

でもって「斑状歯とは弗素が主因で惹起される歯

牙，ことにエナメル質の化灰異常を主体とする歯

牙の変化をいう」とお答えしておいた（1952，7）。

その後第4回弗素綜合委員会（委員長美濃口玄教

授，於京都府立医大，1952，10）での斑状歯の定

i義と分類に関する討議会の席上で筆者は前述の意

見を強調した（第4回弗素委員会記事参照）。

　この同じ席上で配布された厚生省印刷のプリン

トをみると，「斑状歯とは特定の地域に集団的に

現れ，歯冠の表面にあらわれる白濁した模様を主

体とした歯牙の異常をいう」と記載されている。

かような定義の仕方では斑状歯変化の特異性は全

く抹殺されているばかりではなく，弗素以外の原

因で惹起され，かつ集団的発現の可能な歯牙変化

との区別が全く等閑視されているように思われ

る。歯牙化灰不全すなわち斑状歯とも考えられる

恐れが多分にある。しかしながら同じ弗素委員会

の席上で厚生省の大西課長は一斑状歯とは弗素が

主働的に作用して発生する歯牙組織発育不全症を

いう」と述べ，言葉の使用法に多少の相違はある

が，筆者の定義とほぼ同様の見解を発言してい

る。

　かように厚生省印刷のフリントニおける記載と

厚生省歯科衛生課長の口述とが内容的に全く異な

っているということは，斑状歯変化を定義づける

ことがいかに困難なことでttるかを裏書きしてい

るものと解される。

　その後大西課長は第5回弗素委員会（於岡山大

学，1953，2）において一斑状歯とは弗素等によ

る……」と述べ，先に口述した「主働的」の言葉

を削除し，代りに「等」の言辞を付加した。この

「等」という言葉ははなはだ意味深淵であり，い

ちじるしく弾力的な反面，斑状歯D定義として多

少とも漠然たるところがないでもない。

　すなわち一面では「斑状歯は弗素以外の原因に

よっても惹起され得る」という斑状歯の成因に関

する多元説を支持している、また他面では「斑状

歯が成立するには弗素の存在も必要であるが，そ

の他の因子もまた同時に存在しな：÷れば発現し得

ない」という意味にも解釈される。

　後者の場合は筆老の定義の範購に属するもので

あるが，前者の場合は筆老はこれを否定するもの
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亀

である（公衆衛生学的見地から）。その理由は次の

とおりである。

　1．　斑状歯の発現と飲料水中含弗素量との間に

は顕著な相関関係が認められる。

　2．　弗素投与による動物実験（犬）によって人

工的に斑状歯を惹起せしめることができる。

　3．　無弗素地区における歯牙化灰異常と弗素地

区における歯牙化灰異常とでは軽症な変化ではと

もかく，重症例では顕著な相違が認められる。従

って弗素分析を行うことなく，その歯牙変化を観

察するだけでその地区の大約の弗素量を推測する

ことが出来るほどである。すなわち弗素による歯

牙変化は他の原因で惹起されるものとは異なった

変化であることが認められる。

　弗素による歯牙の化灰異常を斑状歯，mottled

teethという特別の名称で呼ぶ以上は，それがた

とえかりに原因論的に多次元的性格を示すもので

あったとしても，一応は一元的な概念の基盤に立

脚して研究を進めていくことが最も妥当な方法で

はなかろうか。筆者は叙上のような基盤に立っ

て，種々な機会において斑状歯が成因的にも（公

衆衛生学的には）一元的であることを認め，その

変化の特異性を統計的事実から強調してきた。

　ここに斑状歯鑑別の限界について種々の問題が

起きるであろうが，かような鑑別の限界は，観察

者および観察方法の相違によって異なり，またそ

れらの進歩発達によっても次第に軽微な変化をも

鑑別し得るように変遷していくことは当然のこと

であろう。しかし公衆衛生学的には肉眼的観察に

よって鑑別可能の範囲を斑状歯として採用すべき

であろう。かかる肉眼的観察においては一定の規

準を定めて適当な「申し合せ」をしない限り，斑

状歯に対する見解の相違からただに不確実な調査

成績の累積が残るばかりで，なんらの意義もなく

なるであろう。実際，厚生省が各県衛生部に依頼

し調査された斑状歯に関する報告書には全く信頼

がもてないことを，厚生省自身が強く感じている

ことからしても明らかなところである。

　弗素中毒症の全国的調査にあたってば，学校歯

科医の斑状歯に対する正確な理解が必須で，ここ

に記載したささやかな見解がその一助ともなれば

筆者の幸甚とするところである。（May　1953）

歯牙フツ素症の概念を確実につかもう

神奈川歯科大学教授

　　　飯　　塚　　喜　　一

飯塚喜一（よしかず）先生は，神奈川歯科大学の教授であり，フッ素についてはひろく博

報をあつめておられ，歯牙フッ素症については，どうしても御意見をきいておかなけS，zitf

ならない方である。

　DeanおよびDean＆McKayによってすでに
明らかにされている“歯牙フッ素症の概念と出現

条件”　（1933，1939）を，充分に念頭に入れてお

けば，少なくとも歯科界での混乱はなかったはず

である。一般の人たちと同じような混乱が歯科界

にも見られたということは，この基本的な点がし

っかりと教育されていなかったか，あるいは理解

されていなかったかのどちらかであろう。

　そこで，もう一度上記の基本的概念を述べてみ

ることにしたい…………。

①歯牙フッ素症が出現するのは，歯の発育およ

　び石灰化期間中（エナメル質の），“不変的に”

　過剰量のフッ素にさらされた場合だけである。

②歯牙フッ素症の原因は，原則として，多量の

　フッ素を含む“飲料水”を摂取することによ

　る○

③過剰量のフッ素を含む飲料水をやめて，フッ

　素含有量の少ない飲料水に変更すると，それ以
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　後に出生した子どもには歯牙フッ素症が見られ

　なくなる。

愚　歯牙フッ素症は，過剰なフッ素摂取による障

　害の最も初期の徴候である。生体のあらゆる種

　類の細胞のなかでエナメル芽細胞が最もフッ素

　に敏感であり，他の組織や器官あるいは機能は，

　かなりのフッ素濃度にさらされない限り影響を

　受けない．つまり，よほど重症の歯牙フッ素症

　でない限り，影響されているのはエナメル質だ

　けであって，まして，歯以外の組織・器官がお

　かされることは，かなり高濃度のフッ素にさら

　されない限りは，全くない。

　上記のような条件・概念がすでに1930年代に確

立されていたのである。この点さえ充分に理解さ

れていれば，混乱は生じえなかったはずである。

　ここで，私なりに多少の補足説明を加えておく

こととする。なんらかの参考になればさいわいで

ある。

　歯牙フッ素症とは“エナメル質の形成不全歯”

であり，軽症・中等症のものぱ石灰化不全を示し，

重症になると，これに減形成が加わるものである。

したがって，類似の症候を示す歯がかなりある。

その鑑別は相当程度の経験を積めばある程度可能

であろう。しかし，かなり経験を積んでも，おそ

らく10～20％は鑑別不可能である。結局，過去の

飲水歴（フッ素濃度を含めて），病歴，乳歯列時

代のう蝕経験，遺伝性の有無などの調査が必要と

いうことになるe

　また，歯牙フッ素症の原因は，“エナメル質形

成期における過剰量のフッ素”であり，診断は萌

出後に初めて可能になる。したがって，“歯牙フ

ッ素症”と診断された歯の原因になった飲料水

（フッ素を含む）は“過去の水”である。つま

り，現在の飲料水中のフッ素濃度を測定しても，

それによって過去の飲料水中フッ素濃度を類推し

ているだけということになる。現在，岩手医大歯

学部の高江洲教授たちが継続的に研究をすすめて

おり，このほか，岡山県笠岡市，沖縄などの調査

結果も出ているが，少なくとも，0．4～0．5ppmと

いうフッ素濃度で，中等症以上の歯牙フッ素症が

出現するというような結果は出そうにない。

●

学校歯科における斑状歯問題

岐阜歯科大学教授

　　可　　児　　瑞 夫

可児瑞天先生は岐阜歯税天学の教授で，とくにフッ素症についてはフィールドに，また，

その基礎的研究に精力的に仕事をしておられる方であり，その面の第一線のホープであ

る。

　最近，　「学校歯科検診のときに斑状歯が検出さ

れる」ということを聞く。しかしながら，ここで

いわれる「斑状歯」は「エナメル質白斑」のこと

である場合が多い。というのは「斑状歯とは，特

定の地域に集団的に発現し，歯冠の表面に現われ

る白濁した模様を主体とする歯の異常で，歯の形

成される期間中に過量のフッ素化合物を含む飲料

水を，過剰に摂取したことによって生ずる歯の石

灰化不全の病変である」と定義されているからで

ある。

　学校歯科検診のときに斑状を有する歯が検出さ

れた場合，斑状歯と診断するためには，その原因

について調査することが必要である。すなわち，

その斑状の歯を有する児童の歯の形成された期間

中の常用飲料水中のフッ素濃度など生活環境を詳

細に調査することが重要と思われる。そして，現

在の「斑状歯の定義」により斑状歯すなわち歯牙

フッ素症であるか，あるいはフッ素によらない単
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なるエナメル質白斑であるかを診断（原因は別に

考えられる）する必要がある。

　私どもの行っている数校の学校歯科検診で検出

されるエナメル質白斑＊は斑状歯の分類に当ては

めてみると，厚生省分類のM1程度，　Deanの分類

ではquestionable，　very　mild，　mild程度までの

ものがほとんどである。

　（＊エナメル質白斑の検出のために学校歯科検診

を特別に実施した。飲料水中フッ素濃度は0．1ppm

以下の地域である。）

　学校歯科検診において，斑状歯の検診を行うに

あたっては，肉眼的検診だけでなく，客観的に写

真撮影を併用して診査すること，さらに可能な場

合にはenamel　biopsyによるエナメル質表層の

化学分析を併用する必要がある。

　斑状歯，すなわち歯牙フッ素症の地域では，う

蝕発生の抑制がみられることは疫学的に知られて

いるところであるが，エナメル質白斑の出現とう

蝕発生抑制との関連性については明らかではな

いo

　児童，生徒の保健管理のためには，エナメル質

白斑と児童の健康との関連性を明らかにすること

が大切である。

　そのために，全国的なエナメル質白斑の疫学的

調査を実施することが必要でぱないだろうか。

斑状歯の程度判定について

大阪菌科大学教授

　　小　　西 浩

小西浩二先生は大阪歯科大学教授で，宝塚の斑状歯問題のときには，学識側の立場からい

ろいろの発言をされ，現場との調整などについても苦労を重ねられた方である。

今日はそんな点からとくに御意見をいただいた。

　斑状歯を評価する方法には，厚生省の分類と

Deanの分類がよく知られており，広く利用され

ている。また，両者の判定基準には本質的に大き

な差がなく，一歯ずつの程度判定をするには有効

な方法といえる。

　しかし，歯面に現われる白斑の形態や左右対称

性といった特徴から，肉眼的に「斑状歯」と診断

することは可能であっても，厳密な意味では飲料

水歴，居住歴などの環境調査やバイオブシーによ

る裏付け検査も必要になってくる。とくに，集団

としてその地域の斑状歯の出現程度を評価する場

合には，個人の程度判定が重要になってくる。

　一般に，斑状歯の判定基準として多用されてい

るのは，

Mo：ノーマルな半透明のエナメル質に少量の小

　白点や白濁部が散在し，斑状歯としてよいのか

　どうか疑わしい程度のもの。

M，：白濁部が歯面の25％以下のもの、

M1’：白濁部が歯面の25～75％（50％前後）のも

　のO

M2：歯面のほとんど全部が白濁のもの（微小な

　pittingが2～3みられても，これに含めるQ）

M3：白濁部に数個以上の微小なpittingがみら

　れたり，pittingが融合して明らかな凹陥部を

　形成したり，明らかなエナメル質の実質欠損の

　認められるもの。着色のある場合は，Bを付す

　る。

　このように，厚生省の分類基準のM1をM1とM1’

に区分した判定基準を使用しているのは，歯面の

白濁部の範囲を25％と50％前後に限定し，さらに

欠損の度合および着色の有無を付け加えている。

いずれにしろ，肉眼的診査では，どうしても主観

が入りやすいことも事実である。

　そこで，前年，宝塚斑状歯専門調査会で実施し
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た斑状歯検診を行った時の経験から1，2の事柄

について考察してみる。

　このモデル検診では，検診医間でダブルチェッ

クと写真による判定を併用して行っている。

　結果は，Mo，　M1およびM2の判定にバラッキが

あり，とくにM1以下では，中学生よりも小学生

の検診での一致率が低くなっている。これは，少

なくとも小学4年生以上でないと，ある程度の数

の永久歯が完全萌出していないためと，軽症度の

判定の困難さが正確i度を欠けさせたものと考えら

れる。

　なお，個人の斑状歯の程度の判定は，1歯列に

ほぼ左右対称に存在する最も高度の2歯として行

われている。

　他方，斑状歯を集団で評価する方法には，その

集団での有病率で表わす方法と個人に斑状歯の程

度を付けて表現する方法（CFI）とがあるが，

これらに関与する因子についても，現在のように

複雑な生活環境下での因子分析となると，今後さ

らに検討を加えていかなけれぽならない問題もい

くつか残されている。

学校歯科における斑状歯

高江洲 義 矩

高江洲義矩先生は，つい先日まで岩手歯科大学歯学部の教授として第一線で活動しておら

れたが，一身上の都合で，故郷の沖縄に帰られることとなった。

斑状歯，歯牙フツ素症については一家言をもち，常に学界をリードして来られた方である。

こんどは，どうしても意見をいただく必要があった。

　「学校歯科における斑状歯」についての私の見

解をのべるようにとのことですが，原稿の記載方

法についての説明がございませんので，以下に箇

条書で要点のみをのべます。

　1．　「斑状歯」についての「無用の混乱を防ぐ

ため」と「情報の整理を行うこと」であれば，斑

状歯の定義を現時点でもう一度，再確認して固定

させる必要があります。

　斑状歯＝mottled　enamel（teeth）として，定

義の骨子を，①歯の石灰化の時期に，②過剰のフ

ッ素を継続的に摂取，曾飲料水由来，（4歯のエナ

メル質の石灰化不全の一型，：旦食品由来，大気由

来（汚染）についての報告もあるが，いまだに定

説としては確認されていない，とする。

　私ば自分で食品，大気汚染由来をここ数年調査

した結果，現在のところ認めることはできない。

ただし，この調査は現在も続行中であるので，結

論は近い将来に報告する。

　2．　「斑状歯」の用語を，語義：こ忠実に解釈し

たとして，歯の表面の斑状症状をさすのであれば，

今後の討論課題ならびに研究課題にすべきであ

り，その結果によって，その解釈を決着させなけ

ればならない。用語の解釈を漠然とさせたままで

は，この場では，私は何も申し上げられません。

　3．　「いわゆる斑状歯」表現は過去から現在に

いたるまでしばしば用いられていますが，専門家

の間で，この用語の解釈が混乱していることを指

摘したい。

　解釈1二歯牙フッ素症と原因不明のあるいは明

らかなエナメル質の白斑・着色症状をいっしょに

含めて「いわゆる斑状歯」と呼称しているもの。

解釈2：歯牙フッ素症を除いた原因不明あるいは

明らかなエナメル質の白斑・着色症状を「いわゆ

る斑状歯」と呼称しているもの。

　私は，斑状歯を歯牙フッ素症の症状名と解釈し

ています。したがって，「いわゆる斑状歯」とは

9

●
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「

歴史的な命名のmottled　ename1をさした「いわ

ゆる」と解釈しています。

　4．前提が長くなりましたが，さて，学校歯科

における斑状歯は「その他の疾病および異常」の

欄に記入されるもので，明らかなフッ素地区（飲

料水高フッ素地区）では記入の必要がある。これ

が，従来，意外に記入されていないことがしばし

ばあった。明らかなフッ素地区でないときは，専

門家に診断を依頼すればよい（大学とか開業医で

経験のあるもの）。そのような例はそう多発する

ものではない。問題は，斑状歯の解釈が混乱して

いるから，単なるエナメル質の白斑をみて，斑状

歯（歯牙フッ素症）ではないかと疑っている例が

多々ある。

　5．たとえていうならば，私は，斑状歯を一種

のあざのようなものだと考えている。すなわち，

母斑nevusの分類ならびに解釈に共通のところ

が多い。母斑は組織奇形に属するが，例をあげる

と色素性母斑pigmented　mole（nevus），尋常

性白斑nevus　vulgaris，あるいは，血管腫he－

mangiOmaまたは血管性母斑nevuS　vaSCulOSus

など斑状歯の解釈に参考となる。

　6．紙数の制限があるので，今後の問題を簡潔

にのべる。

　①斑状歯の名称と定義の統一あるいは変更を

専門家間で早急に決めてもらいたい。

　②明らかな斑状歯（歯牙フッ素症）を誤診す

ることはきわめて少ない。Dean分類でいうなら

ば，moderateとsevereのタイプ。斑状歯の軽

度型が地域集団で多発しているならば，斑状歯

（歯牙フッ素症）の疑いとして再調査をすれぽよ

い。出生地，居住歴，飲水歴，既住歴，家族歴，

そして飲料水中のフッ素濃度と。

　③ただし，歯の石灰化時期の影響であるので，

現在のフッ素濃度のみでは断定できないことがあ

る。飲料水フッ素濃度の測定結果による判定の際

は考察を忘れないように。

　④飲料水フッ素濃度の測定をむずかしく考え

ている方が多いが，現在の歯科医学のレベルから

みてそれはおかしい。測定はきわめて容易であ

り，簡便である。歯科医師は自らのレベルを落と

すことなく，反省すべきである。タービンエンジ

ンを駆使している現代の歯科医師が，飲料水のフ

ッ素の判定量ぐらい簡易すぎるほどのテクニック

である。医科の分野の臨床検査の複雑さを少しは

眺めてみたいと思う。

　⑤　斑状歯は，歯科領域で唯一の風土病（？）

みたいなものである。医科領域の複雑さを考えれ

ば，「唯一」の項目ぐらいマスターできない現状

をふしぎに思う。

　⑥　重複するが，「斑状歯の判定はむずかしい」

ということによく話題が集中するが，斑状歯をよ

くみないで，あるいは未経験であってもよく調べ

ないで言っているような印象が多い。単なるエナ

メル質白斑あるいは乳歯による永久歯の石灰化障

害性のエナメル質形成不全を混同していることが

多い。それほどむずかしいものではない。私が

「斑状歯の判定がむずかしい」と思うのは，とく

に軽度型斑状歯の分類をていねいにやろうとする

ときである。現時点でそのむずかしさを解説する

ならば，それは研究上のことであって，公衆衛生

的には問題でない。もし，軽度型斑状歯が公衆衛

生的に問題となれぽ，一大発見であり，’歯科界の

緊急問題である。

　⑦　「斑状歯は古くて新しい問題である」とは

私の自論。なぜならぽ，わが国では地下水脈に水

源を求める傾向は今後も起きるであろうし，水脈

の変動，フッ素濃度の変動は日本国の地質学的性

状から避けることはできないだろう。エネルギー

問題と同等に水資源問題は大きな課題となろう。

　⑧最後に，フッ素によるむし歯予防効果は明

らかであり，国民のために，さらに推進していか

なくてはならない時期に，斑状歯についての無理

解，軽視が原因で，しぽしぼ混乱あるいは停滞し

ている現象がいまだみられることは，きわめて残

念である。その意味においても，もっと斑状歯問

題の研究が予防の推進の一つの役目になるような

team　approachが必要である。
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定期健診で斑状歯の診査ができるだろうか

東北大学歯学部教授

　　　島　　田　　義　　弘

島田義弘先生は東北大学歯学部の教授で，とくにう蝕の検出については，きわめてユニー

クな立場から研究をすすめられておられ，斑状歯の検出の問題をとりあげなければならな

い，学校歯科の立場ではどうしても，先生のお考えをおききする必要があった。

　今春の5月末から6月にかけて4日間，私は仙

台電波高等専門学校の歯の定期健康診断に従事し

た。その学生のなかから，厚生省分類のM2B，

Dean分類のmoderateに相当する歯牙フッ素症

2名を検出した。病変の程度から考えて，健診で

見逃すことはありえないような症例だったが，前

年度に記載がない。

　前年から健診は私が行っており，その際に斑状

歯を判定した記憶もないことから，前年に見逃し

て今年の健診ではじめて検出したものであること

が確実である。

　つねつね私は教室員に，研究資料の蓄積のため

に健診に従事しているのであるから，確実に判定

することが大切で，そのためには時間も充分に使

うべきであると説いている立場上，いささか困っ

て，昨年と今年の診査条件の相違について急ぎ思

いをめぐらした。

　ともに1人当り所要時間2分強の視診型検診，

記録専従者あり，使用した歯鏡と探針は同一規格

品である。違った点と言えば，昨年の健診場の採

光条件はわるく，加えて曇と雨の日が多かったた

めに，人工照明を毎日使用して判定に苦労したが，

今年はそれにこりて，予め要望したこともあって，

健診場が変更され，採光条件はよく，しかも晴天

に恵まれたために用意した人工照明を使用せずに

済んだことであるQ

　このことから，照明がわるかったために昨年は

見落としてしまったとして，私自身は一応納得し

たのであるが，歯科健診の経験はかなり積んだと

自負している私にとって，自信をぐらつかせる出

来事であったと同時に，特定の疾病あるいは異常

を検出するためには，そのための検診態勢を用意

しないと，当然見逃すものであることを思い知ら

されたのである。

　定期健診が公衆衛生活動であることを前提と

し，学校における歯の検査票の記入要領を読んで

歯科健診における斑状歯の検出について考えてみ

ると，特別な場合を除いての斑状歯は，う蝕や歯

周疾患，さらに不正咬合より優先して検出される

理由はなさそうである。私たちのように研究のた

めに健診に従事しているとか，あるいは定期健診

は精査でなけれぽならないと考える一部の熱心な

学校歯科医でもないかぎり，その他の疾病・異常の

一種として位置付けられる斑状歯までも，健診で

検出することはかなりむりなのではなかろうか。

　よく聞く話であるが，診療に忙しい開業歯科医

である学校歯科医にとって，学校健診に充分な日

数をさくことは不可能で，在校生500名程度の健

診は1日で終わらせるという。であるとすると，

学童の在校時間から推定して，1人当り30秒程度

で診査することになるから，う蝕についての診査

のみで精いっぱいというのが大多数の実状ではな

いだろうか。

　今回「学校歯科における斑状歯」に関連する意

見を求められた。私の的外れかもしれないが，こ

れは数年前に2，3の地域で勃発した斑状歯問題

を経験して，もしも学校健診によって早くから斑

状歯の正確な有病状況が知られ，それを通じて地

域住民ならびに行政当局にも情報が流されていた

ならば，あれほどの大騒動にはなり得なかったの

ではないかという判断があっての話題と思う。

　しかし私には，う触や歯周疾患，さらに不正咬

’
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合より優先して斑状歯診査を実行すべきだと思え

ないこと，また斑状歯を検出できるほどに，健診

条件が整備されていると考えられないことのため

に，定期健診において斑状歯も診査すべきだと主

張することができない。

　まず，よい診査環箋で充分に時間を使って健診

できるようにすることが必要である。診査対象は

う蝕，ついで歯周疾患，不正咬合の順で，余力があ

れぽ斑状歯も診査されるのであろう。もしも斑状

歯の情報が早急に必要ならば，私もその情報が必

要と痛感している1人ではあるが，それは別途に

調査態勢を作って実施せねばならないであろう。

　以上のことは一度は考えねぽならない論点と思

うので，あえて述べた。皆さまのご賢察を乞う。

まとめ 学校歯科における“健康診断”で“歯牙フッ素症”で

あることをつきとめるためにはどうしたらよいか

　学校歯科医が，日常の活動として，肉眼的検査

の方法で多数の児童を検査していくやり方の中

で，“歯牙フッ素症”であることを，すぐみつけ

出し，確言できることは大変むずかしい。これは

島田先生も指摘しておられるとおりである。

　また，座談会の中でもふれているように，だれ

がみても一目でわかるような程度のひどい“歯牙

フッ素症”をみつけることは，今日では，ほとん

どない，といってもいいくらいである。

　とくに一般の学校歯科医についてはそういうこ

とはいえるQ

　しかし，もし“歯牙フッ素症”の存在がつきと

められたとすれば，これは少なくとも，その児童

の生活履歴の中にフッ素の過剰摂取があったか，

また現にあるかすることであるから，この面での

注意を払う必要がある。

　このような二律背反ともみえる要求について，

こんな風にとりあつかってはどうか，というのが，

われわれの考えである。

　1．検査のとき，とくに永久歯列の上顎前歯部

　　唇面について，白斑，白線，白濁などに注意

　　しながら検査する。

　2．このとき，白斑白濁の程度がひどく，左右

　　の同名歯にそれが同じようにみられた場合に

　　は，一応チェックをしておく。

　3．また程度はひどくなくても，少なくとも左

　　右上顎中切歯に，同じような形の白斑，白濁

　　などがあった場合には，その子どもについて

　　印をつけてチェックしておく。

4．一応全体の検査がおわったあとで，こうし

　てチェックされた者をかぞえてあげてみる。

5．もしそれが全体の5～6％以下の子どもに

　しかない場合には，大体は歯牙フッ素症は考

　えなくてもいいようである。

6．このとき，たとえ例数は少なくても，左右

　対称歯にみられる程度のひどい白濁歯，実質

　欠損歯などをみとめたときは，その子どもに

　ついて，生活履歴の調査をすぐ行う。

7．とくに乳幼児期につきくわしく調査する。

8．乳幼児期からずっと現在地にいたことがわ

　かった者については，常用飲料水のフッ素濃

　度を測定する必要がある。

9．乳幼児期の居住地と異なっているときはで

　きれぽ，それをくわしくきいて，そのころ居

　住していた地区の学校歯科医会か，日本学校

　歯科医会に連絡してほしい。

10．この場合，公共の上水道水が供給されてい

　るような地区であれぽ，もう一度全員の精査

　の必要がある。

11．程度はさほどでなくても，3，4の手つづ

　きで5％以上の子どもにそれが認められたよ

　うな場合は，やはり現在の居住地の常用飲料

　水のフッ素濃度を測定しなけれぽならないっ

12．これと同様に，こんどは全員について上顎

　前歯部だけについて，より精密に“左右対称

　の白斑歯”の検診を行う。

13．11と12の結果によって再検討する。

大体以上のような手順が大切であると思う。
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昭和54年度学校歯科保健研究協議会

と　き・昭和54年9月20・21日

ところ・松山市民会館大ホール

　広報「日学歯」No．8で概略お知らせしましたが，講演・講義・シンポジウムの要点を

資料およびテープによる記録から抜粋しました。なお，19日はむし歯予防推進指定校の協

議会が愛媛県口腔保健センターで行われました。文部省学校保健課から挨拶・講話があり，

小規模校5，大規模校5の研究発表がありましたが省略させていただきます。

講　演

子どもの健康とこれからの学校教育を考える

甲南女子大学長　鰺　　坂 夫

　歯のことは全くのしろうとです。ごいっしょに

子どもの健康教育を考えてみたいと思います。私

は2月に70歳になりましたが，むし歯は1本もあ

りません。病気で寝たこともありません。むし歯

があれば東大・京大に入れないとなったら，どう

でしょう。勉強さえできれぽ，健康はどうでもい

いというのですね。教育とは人間に生きる力を与

え，子どもを幸せにすることであると私は思って

います。

　その国の教育はその国のおかれた歴史的・社会

的な事情によって当然かわります。昭和22年にう

すい学習指導要領一般編ができた。33年には改定

され，科学技術振興がうちだされた。ソビエトが

人工衛星を上げ，アメリカがそれを追い越そうと

月に人間を送る。近代化を早く早くということで

日本でも一億総数学者というくらいのもので，私

は教育とは人間を作ることではないかと教育課程

審議会で主張しました。昔の軍隊では支給された

靴に足を合わせうと言われました。そんなむちゃ

な話はありません、教育の場では子どもにその内

容を合わせるべきであると思います。

　ヨーロッパの中世では「肉体があるから欲望が

ある。欲望の故に悪を犯す。肉体は悪の根源であ

る」と価値が低かった。しかし肉体があるからわ

れわれは善も行い，愛のことぽもでてくる。人間

を動かすガソリンは強い肉体，：豊かな感情です。

　こんどの学習指導要領はほんとうに生かしてい

きたい。現場のわれわれが守るべき鉄則でありま

しょう。

　子どもの教育は結婚と同時に始まる。妊娠中に

何を食べたか。タバコを吸うと子どもに悪影響が

ある。夫婦げんかもいけない。母親の心臓はいつ

も一定のリズムで，ドッドッドッと音がしていな

ければいけない。それが妊娠中の子守歌である。

生まれてから存分にけんかすれぽいい。私は弟が

生まれてからも母の乳がたくさん出たので，いっ

しょに学校に行くまで吸っていた。家内が長男を

生んだ時，その母が出てきて，「なるべくおっば

いをやりなさいよ。こんな便利で，すぼらしい栄

養物はない。ミルクはあなたが飲みなさい」私に

向かっては「鹿児島じゃ男がいぼっているが，さ

しみはお前が一一皿，女房は赤んぼうの分とで二

皿，一番いいところを母親に食べさせなさい」と

言った。

　ガラスのミルクびんに愛情はない。人工栄養に

するなら，必ず抱きながら飲ませなさい。それで
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1

愛情が伝わり，子どもの精神衛生に影響が大きい

ものです。

　母乳は出ないと思えば出ないものだと母は言い

ます。出そうと思えぼ必ずでる。昔はいつまで母

乳をのませているとむし歯になるといったが，現

に，私は1本もむし歯がない。チョコレートは中

学生になってからだった。メリケン粉に重曹と黒

砂糖を入れて，蒸して作ったまんじ　・・iうを食べて

いた。

　しかし，偏食がひどくて，みそ汁，ネギの白い

ところがダメで，松山では正岡子規や夏目漱石が

引合いにだされるが，鹿児島では西郷隆盛です。

「西郷さんはみそ汁が好きだった。ネギの白いと

ころをよう食べられた。それであんなに偉くなっ

た」と母が言い涙こぼしながら食べました。今ぱ

何でも食べます。

　この協議会の資料拝見しますと，地域社会，家

庭，学校が密接に連絡をとって子どもの歯の問題

を解決しようという発表ですね。母親に偏食をな

くすようよく言っていただきたい。

　私は女子大にいますので，よく結婚式によばれ

ます。私はこの母乳の話をよくします。形がわる

くなるとか，顔にシワがよるとか言いますが，30

年たてばだれでもバアさんだと言いますと，みん

な笑いますが，それは精神的な，母と肌をふれた

ということで精神的なでき，歯もよくなると思い

ます。

　アメリカのウィスコンシン大学のハーローとい

う心理学老が愛情について，人間の子ではできな

いのでサルの子を使って実験した。子どもだから

お母さんがほしいだろうと親からはなして一匹は

ビロードで適当に暖かい，しかしお乳は出さない

お母さん。もう一匹は針金ギリギリ巻いた冷た

い，固い，しかしお乳を出すお母さんです。いっ

しょに入れておくと，多くの場合，子どもはぬく

もりのあるビロードのほうに抱かれている，しか

し，ひもじくなると針金のお母さんの所へ行き，

腹がいっぱいになると，もとのビロードのお母さ

んに抱かれに行く。

　子ザルがぎらいなドンドンとタイコをたたくク

マのおもちゃをいれてやると，こわがって，ビロ

一一一・ ドのお母さんの所へ行く。それをかくすと針金

のお母さんの所へ行き，両方ともかくすと泣き悲

しみます。バーP・一一は愛情とは肌のふれ合いだと

結論を出しました。

　人間でも母のおっぽいを吸うことは母と子が一

体であるということで，愛も道徳も物心つかない

ころからここで出発します。

　京大におりましたころ，生理衛生の教官が「京

大の学生が手の洗い方も歯のみがき方も知らん，

教育学がわるい，あんたの責任だ」と怒ってきま

した。たしかに教育学の本に歯をみがけとは書い

てない。

　歯がたたない，あの手この手で，歯に衣をきせ

ない，目に入れても痛くない，など肉体を言語の

表現に使っています。

　その生理衛生の教官がいうには「手の洗い方を

きいたら，ニヤニヤ笑うだけだ。手は必ず爪の

先，親指をよく洗えと言って試験に出したら1割

しか書かない。歯はいつみがくときいたら，これ

もニヤニヤ笑いで，やっと朝みがくという。なか

で3人夜もみがくといった。歯は食べた直後にみ

がけと言って，これも試験に出したら1割しか書

けない」というのです。

　こと命にもかかわる手の洗い方や歯のみがき方

を，母親がどう教えたか。

　母親は子どもが帰ると，きょうは何を勉強した

か，宿題はときく。そうじゃなくて，お帰りなさ

い，さあおやつですよ。手を洗いなさい一では

ない，手を洗いましょうと，せっけんつけて，き

ちんと洗って，よくふいてといっしよになぜ洗わ

ないか。

　昔，ワシントンで幼稚園を見学しました。子ど

もたちがお盆にパンやミルクを入れて持ってき

て，なかよく食べている。保母が，5，6人，ここ

の基本的なしつけは何かときいたら食事と便所が

できることだという。なかよく食事ができて，便

所が使えれば，どこでもいつでも連れていけると

いうのです。便所にはだれかがついて行って，や

り方と手の洗い方を完全にできるまで教える。

　京大で身体検査を受けないと試験を受けさせな
ダ9

いことにしたら，学生はそんなムチャなと言った
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が，滝川総長は「そのとおりだ。用があって行け

なかったら学部長の許可をもらって試験のあとで

保健所へ行くことにしろ」と言われた。

　肉体の問題はみな軽く考える。歯をみがけとい

う項目も入れればよかった。

　西条の近くのある先生が，子どもたちに歯みが

きの用具を買ってきて与えた。しかし子どもたち

は「なぜみがくの？　うちの親たちは歯なんかみ

がかなくてもむし歯はないよ」という。山奥だか

ら甘いものが少ないのが原因らしい。しかし，今

はテレビで甘いものの宣伝，それに四六時中，殺

人事件を放映します。見るな，食うなとは言いま

せん。全人教育の立場から，観念じゃなしに，健

康と感情の実践指導のためには意志を強くする鍛

練が必要です。

　大学紛争で，団交団交で夜よくねむれなくなり

ました。そこでウィスキーをすこしずつのんでね

むれるようになりました。タバコは百害あって一

利なしという。私はやりません。タバコの好きな

方，もう一服という前にやめる。酒をもういっぽ

いという前にやめる。むずかしいことです。

　歯をみがくのも毎日，2，3分，これだけとっ

ておくのはむずかしいことです。学校の先生は，

まねさせたらできたと思うけれど，それだけでは

身セこつカ・なし・o

　私は年に2回，歯石をとってもらいます。いい

歯だとほめられる。よい歯を子孫に残さなくては

ならない，生涯教育のひとつに，ぜひこれを入れ

ておきたい。

　文部省も，このあいだの中教審で生涯教育とい

う問題をだしています。あの中にこうしたきわめ

て具体的なこまかいことを出してもらいたい。

　土台が肉体と感情，その上に知性と意志のハン

ドルがある。どうして意志を強くするか？　教育

の最後は感化であろうと私は思います。親や教師

の感化　　特に教師の感化ば絶大です。

　感化はどういう場合に起きるか？　まず最初は

出会いです。出会わなければ影響はないわけで，

母，父，兄弟，学校に入って友だちや先生とあ

う。どういう先生に出会ったかということで，そ

の子の運命がきまる。
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　人間は表面的な浅い明るい　　知識の世界，話

せば分かる，本を読めば納得できる世界がある。

しょっちゅう変わる世界です、戦中と戦後，ガラ

リと思想を変えた人がいる。

　もうひとつ，まっ暗な，知識では解決できな

い，仏教なら煩悩という，情動の世界がありま

す。この2つの世界のバランスがよくとれれば，

りっぱです。

　もともとの素質もありましょうが，あまりに多

くの荷物を背負わされている小さな子どもが案

外，たくさんいます。これをぶち破るには肉体の

力を強くし，精神力でぶち当たらなければならな

い。近代の生理学でもよく分からないそうです

が，実際には肉体の強さが精神の強さに影響があ

るのじゃないかという，健康の土台になる栄養，

そのための歯が考えられます。

　感化は外から作れない。外からの力でできるな

ら，世の中にわるいことをする子はいない。感化

とは子ども自身が自分で変わるのだ，自己革命で

あろうと思います。ドイッの哲学者のデイルタ

イ，実存哲学者の一方の旗頭です。

「われわれが他人に対して与える感化とはいかに

われわれが自己を他人のために犠牲にするか，そ

の犠牲の程度できまる」と書いています。ドイツ

語では犠牲はヒンガーベと書いてある。ピンとは

あなたに，ガーベはゲーベン与えるという動詞が

名詞になったもの，あなたに与える，何を与える

か，この肉体をも，命をも与えるということで

す。親や教師がいかに子どものために自分を犠牲

にしているか。その程度によって子どもが変わ

る。教育の秘密はこういったところでしょうか。

　女子大学ですと，結婚と母親が気になります。

妻である前に女性である，その前に人間であると

いいますが，人間て存在がありますか。あるのは

うめ子，もも子，はる代です。十ばひとからげ，

女性全般なんていうのは概念です、教育が具体的

なひとりひとりの子どもに関与するのは，太郎の

ために，はな子のために，そこに切実に密着して

くるのです。

　私はいまだに母の夢をみて，なつかしく感じ，

もっとみていたかったと思います。腹の中で動い

，



た，命をかけてうんだ，ひざに抱いて乳をのませ

た，その時に愛情を感じたと母は言いました。

　歯みがぎを教える教師にも，背後に大きな愛の

力がなければ，真一文字に斬りこんでいく教師の

姿勢がなくてはならない。受けて立つ子どもにも

斬りこませる。それが感化です。

　私は文学少年で身体が弱く鍛えようとはしなか

った。鹿児島から中学生の時，東京にでてきた。

私が入った学園の体操の先生は日本人ではじめて

デンマーク帰りで，しかし私は体操の教師なんて

軽べつしていた。30分ほど生理学の講義してか

ら，「諸君もつかれただろう。これから外に出て

武蔵野のフレッシュなエアを吸おう」英語を使っ

たので，ここで中学生なんて簡単なもので，いっ

ぺんに尊敬した。それでこの先生の下で，走って

みたら速かった。ラグビーの選手になりました。

体操の三橋先生に出会って大きな感化と恵みを受

けました。会っていなかったら，いまごろは国体

亡国論やっていたでしょう，金ばかり使って何だ
と。

　私の郷里の鹿児島で，西郷隆盛が征韓論に敗れ

て帰った頃，私学校の校長に任命された人が隆盛

に「校則ぱどうします」ときいた。「おはんが校

則になりやれ」と言われた。それは重いことぽで

す。校長自身が校則になれば，子どもも納得し，

先生方の感化の力もこれに呼応してでてきましょ

う。

　私の母はやさしい人でした。召集令状がきて電

話しましたら，父母がとんできました。家内に

「お前は私をうらむだろう」というのです。　「元

気な身体にうんだために，国のためか何かしらん

が戦さに行かなくてはならない」私に向かっては

「母さんが元気なうちはお前に弾は当てない，絶

対に　　，安心して突撃せよ」非科学的な無茶な

話です。母親てのはそんなものだと思います。

　私の恩師の小西先生は京大の総長もされた方で

「小さな貧乏国の日本が1世紀で大きくなった原

因は小学校教育で，学校教育に対する教師の情熱

である，また家庭における婦人の貞操である」と

言われた。

　むし歯1本もない男がここにまいりまして，ご

参考になったことは少なかったと思いますが，日

本の子どものために，先生方のこ奮闘をお祈りし

て終わります。

講義1

学校保健，安全について

文部省体育局

学校保健課課長補佐下宮 進

　現在置かれている子どもの健康上の現状，文部

省の体育局としては，どういった形の行政を進め

ようとしているか。学校保健，学校安全の現状，

来年度の政策についてお話ししたいと思います。

　最近の子どもの体格体位はずいぶん成長して，

小学校6年生で44年と52年を比較しますと，身長

1，02，体重が1．06，男女ほぼ同様です。こういう

ふうに，体格体位というのは伸びてまいっており

ます。14歳の中学校3年生の男子で，44年と52年

，比較して身長が1．02，体重が1．04，女子が身長が

1．01，体重が1．02となって，いずれも，向上して

きています。

　一方，体力，運動能力は過去8年間の比較では

特に背筋力0．97，体前屈0．91で運動能力について

若干問題が出てるんじゃないかと思います。最近

健康問題を取り扱う学者のあいだで，背筋力が落

ちてるのは非常に問題で，大脳の発達にも影響が

あると言ってる人もあります。必ずしも研究が進

んでるわけじゃなくても，体格の伸びに運動能力

とか体力がともなわないということはたしかでし
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よう。全国的にある程度数字をまとめてみない

と，流れはわからないのでしょうが。

　むし歯につきましてば，戦前，非常に罹患率が

低く，30年代から徐々に上ってきて最近では幼稚

園で87。53％，小学校で94．13％。

　乳歯から永久歯に生え変わるということで学校

での指導は非常に役に立つだろうし，今後進めな

ければいけないということです。う歯と並び近視

がまた53年度で小学校段階で9．18，中学校が

26．82，高等学校が43．05です。大人をみますと私

もですが，眼鏡使用者が非常に多く，近視予防が

今後の課題となります。

　病気としては結核とか寄生虫病とかの病気は

0．0いくつと千分のひと桁。腎臓・心臓疾患が最

近の注目すべき病気で，健康診断の方法を改正し

て早期発見と事後管理の適切な遂行に努めるよう

私ども努力しているわけです。

　だいたい子どもを取り巻く病気の問題で，当面

する重要問題は，う歯と近視ではないかと認識し

ます。

　心臓も腎臓も直接命にかかわる問題で，とりわ

け心臓疾患は安全会の調査で，災害共済給付の例

で申しますと，年間，学校の管理下で70～80人ぐ

らい突然死というような形でパッタリ倒れてなく

なっている。突然死の予防という観点で，心臓疾

患の早期発見，適切な指導が重要になるだろうと

考えているわ：ナです。

　子どもの健康状態と直接関連があるのか十分検

討したわけでありませんが学校における子どもの

負傷事故で，安全会の災害共済給付のデータがあ

ります。義務教育段階では，35年制度発足当時で

100人のうちで1．77人が給付を受けたということ

です。53年度では小学校で4．15，中学校で7．52，

という給付率です。件数的には昭和35年50万件ぐ

らいでしたのが，100万件を越しています。給付

率2倍以上に増えています。安全会の発足当初は

制度の趣旨の不徹底がありましたので10年ぐらい

たったあとで53年度と比較しますと45年頃に小学

校で3．05，中学1交で5．27という給付率の状況で相

当増えておる。10年以上も経ちますと，制度も相

当安定して来ましょうから，申請洩れとかそうい
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ったことは多分ないだろうと思います。ただ給付h

率が増えたということが，そのまま事故がふえた

というふうには断定できない。学校ではできるだ

け，けがを受けた場合，学校の救急処置ですませ

たものを病院へ連れて行くということになれば当

然，率は増えるわけですが，傾向としては，最近

の子どもの生活環境の変化によって，多少そうい

う傾向があるんではなかろうかという認識を私ど

も持っているわけです。

　こういうことを踏まえて，たくましい青少年育

成，国民スポーツの振興，これは体育局長のキャ

ッチフレーズで，子どもは風の子太陽の子という

ことで来年度，体育局としては，体育スポーツの

振興に力を入れたいということで，いろいろ政策

を進めているところです。体育施設の関係では，

1，200m2程度の小規模の広場を全国に50ヵ所ぐら

い作ることも考えております。体力づくり推進校

というのを全国で329校ありますが，来年度も前

年度同様の規模で進めたい。来年モスクワナリン

ピックを控え，国際競技力の向上という観点から

選手強化等の経費についても大幅な要求をしてお

ります。

　個々の国民の体力を向上させるとともにその頂

点に立つ選手の養成が国民の一つの目標，シンボ

ルでもあります。頂点をさらにのばすということ

によって底辺もあがるでしょうし，国民の健康づ

くり，体位体力の向上に力を入れていきたいと思

っているわけです。

　学校給食では米飯給食の普及推進を考えていま

す。体育局としましては体育スポーツの振興に大

いに力を入れ，家庭，学校，地域を一体として，

青少年の基礎体力づくりに大いに取り組む。選手

の強化という面にも力を入れるということです。

　文部省では，昨年度歯科保健指導の手引を全国

の小学校に配り，また刊行しました。むし歯予防

については推進指定校を設けましたし，歯科保健

指導車に補助金を出し，教育委員会と歯科医の先

生方との協力のもとに早期の予防的な治療，ある

いは歯みがき指導というものを重視するという観

点で補助制度を設けて各県1台，5年計画で進め

ているわけです。各県1台で，むし歯予防ができ
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るわけではなく，これはシンボル的な役割といい

ますか，教育委員会，学校，歯科医の先生方の三

者，もちろん家庭も含めて協力態勢を作るわけで

す。むし歯予防推進指定校では，これも学校，地

域，家庭という，からまりの中で推進していただ

くわけで，歯科保健指導車の運用は別の観点で大

いにむし歯予防の啓発を図りたいということで

す。

　来年度の私ども考えている政策は，現在各県1

校ずつ指定都市を含み現在58校お願いしています

が，私どもは地域を指定して児童生徒の健康づく

り推進モデル地区をとりあえず来年度は全国に12

ヵ所ほどに指定して，子どもの健康状態の把握，

保健調査，子どもの基礎的な健康状態を十分把握

して，むし歯・近視の問題，肥満・やせ，喘息・

心臓・腎臓とかいろんな課題があるわけですが，

小学校6校，中学校3校ぐらいをひとつの地域と

して標準的にとらえて各学校が協力して，ひとつ

の学校で全部はいきませんので，うちの学校はむ

し歯，うちは健康な生活の健康指導に取り組む，

あるいぱ近視の問題に取り組む，肥満の問題にと

り組む，など創意工夫していただき，地域全体

で，もちろんその場合は学校医の先生方，歯科医

の先生方，薬剤師の先生方も含めて地域ぐるみで

健康づくりに励もうではないかという趣旨で，児

童生徒の健康づくり推進モデル地区の指定という

のを来年度やってみたいと考えています。

　本日，お集りの先生方の所属する学校では，非

常に熱心にやられているわけですが，隣りも同じ

ようかというと，どうもそうでない。なかなかど

うも人に仕事がくっついて回ってるようなことも

あるんで，先生が代ったり校長が代ったりする

と，健康の問題は，しぼんでいくということもあ

ります。点を対象とした学校じゃなくて，面とい

いますか地域ぐるみで健康づくり，もちろん病気

だけの話じやなくて，体を動かす面も含めて，そ

の一定の地域の中で盛り上げていただきたい。こ

ういう予算要求を今，いたしておるわけです。ご

理解いただければありがたいと思います。

　その他来年度の問題としては，中堅の養護教諭

の先生を対象に救急処置，あるいはカウンセリン

グとか，そういった実務面での技術，知識の向上

のために養護教諭の実務講習会をブロックでやる

予算を予定しています。

　グリーンスクールは，主として公害地域や都市

部の小中学校の子どもを一定期間「少年自然の

家」などの自然環境のめぐまれた地域に移して，

学習活動を展胴しています。文部省の頭初の考え

方は5泊6日を予定したのですが，学校の運営の

問題等もあり，2泊3日とか3泊4日のケースが

非常に多いんです。往復にほとんど費やされて疲

れて帰って来るとか，雨にあって室内で3日程過

ごして疲れただけだという話もよく聞くわけで，

もう少し長期の，10日から2週間ぐらいのものを

試験的に50校ほど，これは主として中学校の生徒

を対象にして長期のグリーンスクールを打ち出し

ていこうと考えています。文部省では46年から移

動教室の授業を始め，現在2，000校を越える学校

に移動教室を開設していますが，国土庁の方で，

セカンドスクールという構想を3～4年前から地

方定住をねらいに打ち上げています。内容は，文

部省の移動教室とほとんど変りないのです。それ

と張り合うわけではありませんが，従来の移動教

室を別の観点から，健康づくり体力づくりも含め

て鍛えようと考えているわけです。

　来年度は児童生徒の健康づくり推進モデル地

区，養護教諭さんの実技講習，グリーンスクール

の拡充という面について力を入れたいと思ってい

ます。

　財団法人日本学校保健会というのが東京にあり

ますが，各都道府県の学校保健会を加盟団体とし

た歴史のある団体です。今年度は，5，500万円程

度補助金出して仕事を進めていただいているわけ

で特に注目すべき病気については，専門家の先生

方のご協力で心臓，腎臓，むし歯の問題など検討

を重ねていただき，学校の現場で直接使用できる

ような指導のための手引を刊行し，その他，情緒

障害，近視も検討をお願いしています。

　近視の問題は非常に議論があり，いったん近視

になれぽ，目に合っためがねをかければいいでは

ないか，一方では凝視訓練とか何か方法をとれぽ

近視はもう少し治るんじやないかという主張もあ
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る。これは学術的なサイドでの専門的な意見の対

立で，私ども行政の立場として専門家のご意見を

入れて，学校の現場で直接，使用にたえる手引を

作製してもらえないかと，現在日本学校保健会で

検討を進めているところです。もちろん姿勢を直

すとか本を読む場合に背筋をシャンと伸ばす，30

cm以上離すとか，20～30分勉強したら遠くを見

る，テレビを寝ころがって見てはいけないとかと

いう日常の生活指導については，学校でいろいろ

おやりになっている事例を聞いています。私ども

もひまをかけて十分検討した上で政策を考えたい

と思っています。

　昨年度日本学校安全会の制度を改革して給付金

の大幅な増額をはかりました。学校で，のびのび

と積極的な教育活動を展開すると同時に，事故が

起きた場合でも，ちゃんとした給付金がおりると

いう観点で制度改善したわけです。もちろん給付

金を引き上げれば済むということじゃなくて，ご

く通常の常識で判断してやっていれば，かりに事

故が起きた場合でも責任関係はないわけです。非

常に極端に責任問題を考えますと，教育活動が萎

縮して，課外指導も適当に切り上げようとか，も

うよけいなことはさせないという風潮も聞くわけ

です。大いにのびのびと，活力のある教育活動を

展開していただきたい，そのためにも事故が起き

た場合の災害の救済という面には今後とも力を入

れたいと思っているわけです。現在の安全会の制

度は，年間で小学校の場合は，現在で300円の半

分程度を保護者が負担しているわけで国も国庫補

助金を昨年度入れました。どこにも持って行き場

のないそういう事故については，互助共済の精神

にのっとって救済するのが，現時点では一番よろ

しいんじゃないか。将来ものの考え方が変ってく

れば，再検討しなきゃいかんと思いますが，現段

階では学校の事故の救済は，日本学校安全会の制

度を見直しながら徐々に改善したいと思います。

　最後に，直接は関係ないんですが，文部省で生

涯教育の一環といいますか，高等教育の拡充とい

う観点で，放送大学学園設立を提案し，国会での

審議はのびのびになっております。その放送大学

学園の設立に絡みまして，文部省関係の法人の整

理という問題で，日本学校安全会と日本学校給食

会を統合するということを決めたわけです。来年

度当初から，発足統合が実現するかどうかわかり

ませんが，現在文部省では，学校給食会と学校安

全会を統合して日本学校健康会という新たな特殊

法人を作るということで，現在作業を進めていま

す。

　学校安全それから学校給食いずれも子どもの健

康と密接な関係がある。従来の安全会の仕事，給

食会の仕事の中にさらに学童，児童生徒の健康の

問題も含めた仕事をすることによって，児童生徒

の健康づくりに役立つことをねらいとして日本学

校健康会を作ろうとしているわけです。とりあえ

ずの仕事としては子どもの安全と健康，栄養と健

康のからまりを追求するような研究事業を手始め

にやろうと思っています。いずれ国会に法案提出

され審議されてのことですが，ご理解いただけれ

ばありがたいわけです。

　文部省は非常に前向きに健康問題に取り組んで

おります。先生方におかれましても，いろんな観

点で国はこういう点が欠けてるじゃないかという

ご意見などあると思います。今日，明日はむし歯

が中心ですが，積極的なご提言，ご意見を拝聴で

きれば参考にさせていただきますので，よろしく

お願いいたしたいと思います。

じ

●

講義2 噂

むし歯予防指導の評価の視点について
，

文部省体育局学校保健課教科調査官吉田螢一・郎

　文部省では，昨年度から「むし歯予防推進指定

校」　（58校，以下「指定校」と略す）を設け，学

校におけるむし歯予防のための保健指導を推進し．

ているところである。
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響

　むし歯予防のための保健指導の評価に関する問

題は，指定校の研究内容の一つとなっているもの

であり，このたび（昭和54年3月）の「評価の視

点」はそのための資料として作成したものであ

る。

　1．　評価のねらい

　教育における評価は，小学校学習指導要領の総

則（8の（4））に「指導の成果を絶えず評価し，指

導の改善に努めること」とされているように，指

導によって児童生徒が目標にどれだけ近づいてい

るかを確かめ，その結果を次の指導計画や指導法

の改善に役立てるために絶えず行おなければなら

ないものである。

　一方，むし歯予防のための保健指導は，一定の

ねらいのもとに学校における教育活動として特別

活動の学級指導や学校行事を中心に計画的，組織

的に行われるものであるから，当然，以上のよう

な考え方に立って絶えず評価を行い，指導計画や

指導法の改善に役立てるようにするものでなけれ

ばならない。

　2．　評価の内容

　評価の視点は，指定校のために作成されたもの

であるから，工推進体制，②指導の成果，⑤指導

計画と指導法，㊧家庭，地域社会との連携，の4

つの分野について行うこととし，評価の観点を例

示することとした。

　1．　推進体制

　研究活動をよ1）よく進めるためには，おおむね

次のような推進体制が整えられていることが必要

である。

　（1）むし歯予防の保健指導を推進するための組

　　織が確立きれているか。

　（2）研究内容についての校内と共通理解が図ら

　　れているか、

　（3）歯に関する保健指導の場面が教育活動に位

　　置付けられているか。

　（4）家庭や地域社会との連携を密にした活動を

　　進めるための学校保健委員会を組織し，適切

　　に運営されているか．

　（5）校内研修の計画が適切に立てられている

　か。

（6）教材・教具の整備が図られているか。

（7）活動の評価の計画が立てられているか。

　2．指導の成果

　「小学校歯の保健指導の手引」第1章，第3節

の目標および内容を基本として，指導の成果の評

価の観点を挙げるとおよそ次のような事柄が考え

られる。

1．　自分の歯，口の健康状態の理解に関する事項

　①歯・口腔の健康診断とその受け方

　②　自分の歯・口腔の病気や異常の有無と程度

　　および事後措置

2．　歯や口の清潔と食生活

　正しい歯のみがき方

　①歯の汚れの理解

　②歯ブラシの使い方

　　汚れるところを少なくすることを工夫でき，

　　きれいにすることができるか。

　⑧歯ブラシ使用の習慣

　④正しいうがいの仕方

　⑤歯の清潔の状態

　C6Lおやつの食べ方

　3．　指導計画と指導法

　指定校としての研究内容の（1）にかかわる事項で

あるので，特別活動の学級指導，学校行事および

児童活動，日常の学校生活での指導，個別指導に

ついてとり上げ，おおよその観点を挙げると次の

ような事柄が考えられる。

　1．　学級指導

　　〔指導計画〕

　　①指導のねらいと内容は，手引を参考に児童

　　の実態に即して適切であるか。②学年ごとに

　　設定されているか。⑧指導は，学期ごとに計

　　画的であるか。④歯の保健指導事項が保健指

　　導の年間計画に位置付けられているか。⑤主

　　題ごとの指導計画は，学級で活用しやすいよ

　　うに工夫されているか。⑥主題ごとの指導計

　　画は，授業研究や学級での実践を経て改善さ

　　れているか。⑦理科，家庭，体育，特別活動
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の学校行事などとの関連が図られているか。

　指導方法

①指導のねらいが，具体的になっているか。

②内容によって工夫され，学習活動が行われ

ているか。③歯の清潔状態，正しいうがいや

みがき方などを理解させるために実習的な取

り扱いをしているか。④指導の効果を高める

ために，教材，教具の工夫と活用がされてい

るか。⑤児童の自己評価や相互評価が適切に

取り入れられているか。⑥児童一人一人の歯

や口の健康状態やむし歯の予防に必要な生活

の実践状況を把握し，個人差に応じた指導が

なされているか，葱朝や帰りの時間などでの

日常の指導との密接な関連が図られるように

工夫されているか。

2．学校行事

　　歯・口腔の健康診断

　①学校における健康診断の一環として集中的

　に行われ，歯の健康に対する意識が高められ

　るように計画されているか。②健康診断の前

　に，学校歯科医，養護i教諭が指導している

　か。③健康診断後に，歯や口の健康状態，日

　常生活について学校歯科医が指導している

　か。④健康診断後に，教師と学校歯科医とが

　話し合う機会があるか。5健康診断の事前，

　事後の指導や事後措置が適切であるか。

　　全校的に意識を高めるための行事（歯の衛

　生週間等）　　　’

　①全校的に歯の健康についての意識を高めた

　り，むし歯予防について理解を深めるような

　活動を学期に1回以上計画しているか。②学

　校歯科医や養護教諭が行う講話は，児童にと

　って理解しやすく，しかも楽しく行われ，む

　し歯予防に必要な実践意欲が高められたか。

　③歯みがき，うがい，食生活，むし歯の治療

　などについての児童の実践を通した意見発表

　や作文の発表などが行われ，実践意欲が高め

　られたか。④学年単位以上の全校的な集団で

　行う歯みがき指導は，その内容が児童によく

　理解され，実践意欲の高揚に役立てられてい
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るか．β指導の効果を高めるために必要な映

画，スライド，OHPなどの教材・教具が活

用されているか。

3．　児童会活動

　工歯の健康に関する問題が代表委員会で取り

　上げられ，各委員会が協力して問題解決のた

　めの活動が行われるようになっているか。②

　保健委員会では，歯みがきの励行，むし歯の

　治療など歯の健康に対して意識を高めるため

　の調査や広報活動が自発的，自治的に行われ

　ているか一3放送委員会，新聞委員会などと

　保健委員会との連携による活動が円滑に行わ

　れているか。

4．　日常の学校生活での指導

　①朝や帰りの時間では，学級指導の時間や体

　育の保健領域で指導したことが実践されるよ

　う月や週の重点にそって継続的な指導がなさ

　れているか。②学校給食の後には，うがいや

　歯みがきが励行されているか、（ぎ洗口は正し

　い方法でなされているかを観察し，随時必要

　な指導がなされているか。④洗口場は，清潔

　に使われているとともに，洗口用具が清潔に

　保管されているか。5むし歯などの治療状況

　がたえず把握できるようになっているか。

5．　f固別指導

　ユ個別指導が必要な児童が把握されている

　か。2’だれがいつ指導するかが明確になって

　いるか。⑧保護者との連携が密接に保たれて

　いるか。④歯科の専門家による指導が必要な

　児童に対しては，学校歯科医による健康相談

　が行われているか。’5指導の記録は保存さ

　れ，活用できるようになっているか。

　4，　家庭，地域社会との連携

　指定校としての研究内容（2）にかかわる事項であ

るので，学校保健委員会も含めて，おおよその観

点を挙げると次のような事柄が考えられる。

　①学校で指導していることが保護者によく理解

「



●

されるような手だてを講じているか。2）・PTA

活動として歯の健康に関する問題を取ウ上げ保

護者の理解を深めているか。⑧家庭での歯みが

きやおやつの与え方などの活動例をまとめて配

布したり，意見発表の機会を設けるなどの試み

がなされているか。璽地域の歯科医療機関や関

係団体などとの連携が図られているか。⑤学校

保健委員会が歯の保健指導をよく進めるのに役

立てられているか。

　歯みがきの励行，おやつの与え方，むし歯の

治療などの歯の健康に関する問題の解決に役立

つように組織されているか。

　上記の趣旨にそって組織は，深護者（特に母

親）の代表を多くしているか⊃

　運営は，家庭での望ましい習慣の育成が図ら

れていくように配慮されるとともに，むし歯の

治療が円滑に促進されるために，地域の歯科医

療機関との連携が図られるように配慮されてい

るか○

　議題は，「家庭での歯みがき」　「おやつ」な

どのように具体的なものになっているか。

　協議された事柄は，各家庭に連絡されるとと

もに，各学年の指導に役立てているか。

講義3

むし歯予防指導の成果の評価について

愛知学院大学歯学部教授　榊原　　悠紀田郎

，

　1．評価について考えること

　どんな活動であろうと，必ず目的や目漂をもっ

ているはずであるから，その目的が果たせたか，

あるいは目標にどれだけ近づき得たかを考えなけ

れぽならない。

　これが活動の評価というものである。“むし歯

予防”の指導を実際に行うとすれば，やはりその

ねらいがどれだけ果たされたかはよく知っていな

ければならない。

　この意味からいうと，“むし歯予防指導”とい

うような抽象的なスローガンのようなものだけで

は“評価”のしようがない。

　①評価をするためには，計画や活動の目標が

　　必ず具体的でなければならない。

　　“むし歯予防”とか“習慣の徹底”とかいう

　　抽象的なものではなく，“どんなことを，ど

　　のくらい”というように具体的でなけれぽ

　　“評価”に値いしない。

　　　逆にいうと，“評価”のできる計画をたて

　　なけれぽならない。

　　　これに「手引」が役立つのである。

②評価をするには，具体的に観察したり，測

　ったりすることのできる，何かの指標（目や

　す）がなければならない。

　　効果を評価しようとするとき，検査や観察

　で直接はかることのできる項目もあるが，知

　識の向上とか，習慣形成とか態度とか，いう

　ようなものは，何か具体的な目安をつくって

　それで測るより仕方がない。そしてできれば

　これに客観性のあるものがほしい。

　　このとき，目安になるものを目標という

　“間食指漂”の効果などぱ，指標を工夫する

　必要がある。　（例　嗜好調査結果の変化，間

　食調査結果の比較など）

③指標となったものは，必ず数量として表現

　できるようにしなければならない。

　“全体として向上したようだ”というような

　抽象的なことではなく，“あり”“なし”に

　わけたときの数値とか，程度別にあらわされ

　た数値とかいうようなものが必要である。

　（例　歯ブラシをもっている者の数，歯ブラ

　シ使用回数，歯のきたない者の人数，という
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　ようなものである）

⑤　測るのに便利な指漂でなければならない。

　　学校保健の現場，とくに学級指導のような

　活動の評価のときには，いくら“いいと思わ

　れるもの”でも，特別な器械や面倒な手段が

　必要な場合二は，応用しにくくなる。

　　その状況に応じて便利さが必要である。

　2．　評価はいつも次の活動に生かされる必要がある

　ある活動をして，その効果がどうであったかを

知ることは，それなりに意味があるけれども，学

校保健の場合には，必ず，その評価が，次の計画

や活動に反映しなければならない。

　評価のフィードバックの必要性である。

　学校保健の活動ではこういうことがなければ，

活動そのものの意味がない。

3．　“むし歯”予防指導の直接の目標は何か

　“評価”のために直接の達成したい目標をはっ

きりさせておく必要がある。

　“むし歯予防指導”では何か。

①歯口清掃（歯のよごれ）の自己理解を深め

　　ること。

②“歯のよごれ”をとる具体的な方法を知っ

　　ていること一

⑧　その方法が自分でできること。

9　それが習慣化していること。

⑤　むし歯予防のために，食生活で注意する必

要のあることを知っていること一

⑥これを実践するような態度でつくられるこ

　とQ

⑦これらの結果として歯口の健康についての

　理解が深まり，よい態度がつくられること，

　などのことがあげられる。

　4．　“むし歯予防指導”の効果の評価の項目（個人）

　発達段階に応じて異なるが，およそ次のことが

いえる。

　①自分のよごれている部位をしらべることが

　　できることっ　（自己理解）

　　（低学年では自分でみるだけでもいいが，す
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　こし進んできたら，それを図にかけるように

　する）

　（はじめは上下の前歯の外側だけでいいが，

　なるべく早く下の大臼歯の咬合面のよごれも

　わかるようにする）

②　“歯のよごれ”がとれるかどうかをしらべ

　る○

　（江でしらべられたよごれが，ほんとうにと

　れているかどうかをしらべる）

　（そめ出しを2回やってみる）

　（指導がすすんだら，学級指導のときなど

　に，そめ出しをして，自分で記入させ，前の

　ときと比べる）　（習慣化）

⑧　歯口清掃の習慣化のできること。

　歯みがき日誌をつける

　家庭連絡

　学級指導の機会に実施させてみる

C4　食生活を改善する。

　間食調査の結果による

　簡単な質問によって状態を知る

　　前回の食事調査，1週間の調査

　　嗜好の調査

　　選択調査

⑤　歯ロへの関心の向上をはかる。

　　う歯の処置勧告に応ずる老の割合の増加

　　処置完了歯の増加

　このようなことばかなりの時間を必要とす

　る。

（6．　う歯の減少状況

　　高度う蝕歯の減少

　　健全歯の増加

　5．学級全体としての評価

　個人についてのいろいろな項目について目標に

達したと思われる者の数によって評価できる。

　その数値は項目と発達段階で異なる。

　一般には，50～60％ぐらいになるようにする。

6．　計画の評価

①目標が適切にきめられているか。

②　その学校の条件に合っているか。

○

サ



③必要な時間数の認定にむりはないか。

④指導のための準備体制はどうか。

⑤　協力体制はどうか。

◎　フィードバックのために，

　えられるか。

どんなことが考

亀 講義4

むし歯予防と間食指導について

日本大学歯学部講師　山 田 茂

N

や

　子ども自身と家庭，学校でできるむし歯予防法

の1つに間食指導がある。間食は家庭生活によっ

て左右される。したがって間食指導は，子どもを

通し行う家庭への指導，母親へのいろいろな機会

を捕えて行う直接的な指導が考えられる。児童に

対しては，学校給食に関連しての指導の機会があ

り，学級指導ではむし歯になりやすい間食の理解

や，間食の摂り方などの指導の機会がある。これ

らの指導を通して，甘いものの食べ過ぎを控える

こと，きまった時にきまった回数だけ摂ることな

資料1　市販菓子の糖質分析結果

ど，態度を養うことが主となるであろう。

　①家庭での食事中に含まれる砂糖分より，間食

中の砂糖の量と，歯や口の中に残っている性質，

いわゆる停滞性のあるものの害が大きい。食物の

嗜好性は，就学前の乳幼児の時からきまるといわ

れているので，この期間の家庭でのしつけが大切

である。ただし，その後も変り得るものといわれ

ている。

　②間食は子どもにとって，カロリーの補給源と

して，また楽しみの1つとして必要とされてい

菓子名

ショ糖含有

量％
歯垢形成｛能に深く関与する

単糖・二糖

類含有量％
酸魔生能｛に深く関与する

1菓子名

2

ショ糖含有
1産％

歯垢形成｛能に深く関与する

単糖・二糖
類含有聴％1

酸産生能｛に深く関与する

1菓子名 ㌧ヨ糖含有
量％

歯垢形成｛能に深く関与する

単糖・二糖
類含有量％

｛騨｝

金平糖 87 87
1サブ・一 33い3 医ズンサ i13 29

チョコレー
ト〔塘衣）

71 72 1蔭邑桝 33　　　　35 甘　　栗
1　　11
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ミルクチョ

コレート
52 56 トフィー 33 60

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

7 10

バターあめ 52 61
マロングラ

ッセ
32 44

あげせんべ

い i　5 5

：y　羊かん 50 51
1パ　　　イ 31 31

1　　　　　　　　　　　　　1
1ピーナツ1　51　　　　　　　　　　　1

5

落　　雁 49 50
1ソフトキャ

1ラメル
30 40

区
び
せ
ん
1

1 1

みすず飴 49 57
バームクー
：ヘン

26 31
ビスケノト

（砂糖なの
1 8

きんつば 44 45
IIマドレーヌ

25 26 じゃがいも 0．1 1

カステラ 38 41
…チョコクッ

1キー
23 23

1
南
部
せ
ん
べ
い

0．1 1

ぬれ甘納豆 38 38 1津りん糖 19 21
1サツポロボ
1テト

0．1 0．1

ど　ら焼 37 38
ロシアケー
キ

18 24

1
チ
ー
ズ
カ
ー
ル

0．1 0．1

ミルクキャ

ラメル
36 59

1
ビ
。
ケ
。
ト
1 17 20

t李テトチッ
0．1 0．1

最　　中 34　　ト 41

1
カ
ル
ケ
。
卜
1 17 20

1
食
パ
ン
1 0．1 1

いちごヌガ

ー
33　　　　52

汐ルーツケ
1一キ

14 24
1ホノブコー
し 0．1 0．1

（備考）単糖・二糖類とは，ブドウ糖，果糖，ショ糖，乳糖，麦芽糖のこと　（竹内ら）
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る。強制的な中止は心理的にも好ましくない。

　Lr砂糖の過食はむし歯の原因となるばかりでな

く，偏食を招き肥満の原因となるQ

　④同じ種類の間食でも摂り方によって，むし歯

になる割合が大きい。1日に摂る回数が多く，い

つも口の中に砂糖があるような状態は最も悪い状

態である。

　④間食は1日に1・2回，きまった時に摂るよ

うに指導し，家庭の協力を求めることが必要であ

る。また，間食前の手洗い，間食後のうがい（ま

たは歯みがき）は食事に関するしつけとして必要

である。

　⑥学級での間食指導は低学年が望ましい。その

内容には次の4つが含まれている。

　甘みの強い，てい滞性間食はむし歯を作る。
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　歯のためによい間食と悪い間食。

　きまった時に摂る。

　間食後はすぐうがいをする。

　②間食についてだけ述べたが，食物全体として

の立場から，バランスのとれた栄養を考える必要

がある。バランスのとれた栄養素の摂取，（2）ビタ

ミン特にA・Dを十分とる。・3ノ傭質特に砂糖の過

食をさける。（4）無機質，特にリン酸の欠乏や過食

をさける。

　．8J間食指導によるむし歯予防成績

　間食指導によって，むし歯の発生をかなり抑制

できると考えられたが，それを確実に証明した成

績は少ない。しかしながら全くむし歯のない児童

には砂糖分の少ないおやつやくだものを間食に摂

っているものが多いようである，

資料2　ビペホルム・スタディー　Vipeholm　Study

区　　分　障別 砂糖総量　1間食砂糖賦 追加回数 年間う蝕発病面数

第1群 30gI　－9 一回 0．1面
対　　　　　　　照

第2群 110
一 一

0．5

砂　　　　　　　糖 第3群 330 一 4　（食桝り 0．7

パ　　　　　　　　　　ン
第4群 80

一
1　（食事中） 0．4

第5群 160
一 4　（食事中） 1．5

チ　ョ　コ　レ　ー　ト 第6群 140 30 4　（間　食） 1．4

キャラメル【22個）
第7群 300 70 2　（食　後） 2．2

第8群 170 70 4　（間　食） 3．6

第9群 320 40 2　（食　後） 3．3

トフィー（8個）
第10群 180 40 4　（間　食） 3．6

トフィー〔22個） 第11群 300 120 放　　　　任 4．4

（注）ビペホルム・スタディーとは，スウェーデンのビペホルムにある病院でグスタフソン等によって

　　う蝕と砂糖摂取の各種の条件とに関して行なわれた研究である。

資料3　Vipeholmう蝕研究
　　　（（；u　g．　taf．：　son）
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数14

資料4　小学校入学前の子どもの間食
　　　の回数とう蝕との関係
　　　（、Veiss　＆　Trithart）
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研究発表（1♪　むし歯予防を効果的に進めるための家庭と

地域社会との連携はどうあればよいか

福島市立福島第三小学校養護教諭本田光子

　1．　はじめに

　本校は児童数967名，26学級の大規模校である。

　福島市の東北部にあり，学校周辺は住宅地が多

くおちついた環境にめぐまれている。

　学区内には県文化センター・児童文化センター・

市民プール・県営総合グランドなど文化文教的施

設も多く地区体育協会の活動も盛んでスポーツ愛

好者が多い。保護者の約86％を給与所得者で占め

年間の出入りが多い。したがって転出入児童が多

いため，むし歯の完全治療や，むし歯予防指導で

成果があがったと思われる頃，ふたたび未処置歯

をもった児童が転入するという現状で「むし歯予

防推進」上大きな問題点となっている。

　保護者は子弟の知育については熱心であるが健

康についての配慮は不充分で，特にむし歯に対す

る関心は低いものがあった。

　2．　保護者の啓蒙と地域社会の協力体制について

　文部省から「むし歯予防推進校」の指定をうけ

たが，むし歯予防の実践とその成果をあげるため

には学校の努力だけでは困難である。家庭の保護

者の意識・関心の度合が重要で実践の場の多くは

家庭にあるので，学校と家庭の連携はきわめて大

切である。

　そこで，本校研究活動の重点事項の中に「保護i

者の啓蒙と地域社会の協力体制づくり」をかか

げ，活動内容として次の4点をあげた。

　（1）PTA活動組織の中に「むし歯予防推進」

　　の協力活動・内容を設け保護者の予防活動を

　　活発にする。

　②　保護者に対して「むし歯予防」の意識高揚

　　の機会を多くする。

　（3）学区内歯科医院に対して積極的な協力を求

　　める。

　（4）福島市歯科医師会との連携を密にする。

　3．　重点実施事項の具体的活動について

　①PTA活動の中に「むし歯予防推進」に協

力する活動内容を設け，保護者の協力活動を活発

にする。

　PTA活動組織のうち厚生部の活動内容のひと

つに，「むし歯予防推進のため協力する」項目を

設けた。

　厚生部は，各学級1名ずつ選出され構成され，

そのはたらきかけは全クラスに浸透することがで

きる。

　厚生会のたびに，むし歯の治療状況を報告し，

保護者に対し早期治療を進め各学級の治療率を高

めている。

　厚生部主催による，むし歯予防講演会・講習会

を開催して一層その推進を助けた、6月には社会

的強調週間である「歯の衛生週間」にちなんで，

中央から秋原博氏を講師としてまねき，ユーモア

をまじえた理解のしやすい講演会をもった。厚生

部委員は各クラスの保護者に対し広くよびかけ予

想外の参加人数であった。ここで「むし歯も病気

である，むし歯をもっている子どもは，健康児と

はいえない」という講師の言葉に，むし歯のない

ことも健康児の条件であることが理解され，親た

ちは，子どもたちの「むし歯予防」に対しての認

識をいっそう深めたようである。

　例年，春の運動会に特設されるPTAの売店に

は「むし歯になりやすいチョコレートやガム・キ

ャラメル類など除いた商品にする」などを出して

厚生部が活躍している。

　②保護者に対して広報紙などを活用し「むし

歯予防」の意識を高める機会を多くしている。

　（1）ほけんだより

　毎月発行されるほけんだよりには，必ず「むし

歯予防」に関するらんを設け，本校のむし歯保有

の実態，前年度との比較，毎月クラス別のむし歯
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治療状況や治療完了学級などを書く。ほけんだよ

りの視読率は非常によく心待ちにされている。

　（2）給食だより

　「ほけんだより」と同じく毎月発行している。

じょうぶな歯をつくるための食事指導，むし歯に

なりやすい食物にどのようなものがあるか等，食

事や食物の摂取の仕方や栄養面からのむし歯予防

についての内容を主として扱っている。また，「お

やつとむし歯発生の関係」から，本校児童の間食

の調査をおこない，本校児童の間食（おやつ）の

傾向，むし歯の多い子と間食の関係，むし歯のな

い子と間食の関係などを保護者に知らせ，食生活

の改善をはかるようにはたらきかける。

　（3）　「むし歯予防のしおり」を全家庭に配布

　本校が文部省から「むし歯予防推進校」として

指定をうけたことを知らせるとともに，学校とし

ての歯科保健指導の基本的方針や内容の周知をは

かり，全家庭に文書をもって協力依頼を行った。

あわせて「むし歯予防のしおり」を作成し，歯の

しくみ，むし歯にかかりやすいところ，むし歯に

なるわけ，むし歯の進み方，むし歯を予防するに

は，①糖質の調整①歯の清掃③栄養指導
④歯の健康診断，をだれにでも理解できるよう

に図解入りとし，保護者啓蒙のスタートとして行

った。

　（4）　「学級だより」　「学年だより」による啓蒙

　これらは，「ほけんだより」　「給食だより」で

の内容を学級や学年向けにより具体的に，たとえ

ば学年のむし歯治療状況，家庭での歯みがき状

況，むし歯予防講演会参加のよびかけなど学級，

学年に密着した内容をとりあげ，継続的に保護者

の啓蒙をはかっている。長期間の休みには，休み

中の歯みがき励行と間食後のうがい奨励の記事を

のせ，「事故ない，病気ない，なまけない，もひ

とつ，歯みがき忘れない」のキャッチフレーズ

で「むし歯予防」をよびかけている。

　（5）　PTA広報紙「しのぶ草」による啓蒙

　特に保護者がしなければならないこと，むし歯

予防のため家庭のもつ役割を期待するなどの記事

をのせるQ

　（6）歯みがきカレンダーの活用

　家庭での歯みがきの実践と習慣化をねらいとす

る歯みがきカレンダーは，毎月保護者に配布する

が，カレンダーには必ず1ヵ月の歯みがき状況を

評価するらんを設け，家庭での状況を反省するよ

う工夫している。

　相談事項に対する応答は主として養護教諭がこ

れにあたり，霞話・連絡帳・手紙・健康相談を通

じて指導するため，最近では学校の意図もよく理

解され，指導された事項を実践した結果などにつ

いて家庭から学校に知らされるようになってい

る。

　各種会合を活用しての啓蒙

　学校懇談会には継続的に，治療の状況や未治療

者の勧告，学校での歯みがき状況の変容など話題

をとりあげることにしている。学年の集会におい

ては，体育館や教室機器室を利用して，スライド

などを使用し，むし歯と間食の関係，砂糖消費量

とむし歯発生状況，これにともなう糖質の調整，

正しい歯のみがき方，むし歯の進み方，じょうぶ

な歯にするための食生活など視覚に訴えての啓蒙

を行った。

　PTA総会・PTA教養講座などにも学校長が

積極的にはたらきかけ，むし歯予防の推進状況や

「家庭の協力依頼」を行い，歯の健康に関心をも

たせるよう努めている。

　学校保健委員会の活用もまた効果をあげてい

る。従来の保健委員会は一般に校長の諮問に応じ

て，児童の健康安全についての審議機関といった

傾向にあったが，本校ではこの学校保健委員会を

「歯の保健活動」の推進に十分活用し，その成果

をあげるために組織を強化し，委員会委員長をP

TA厚生部長とし，　PTA学年部長（各学年）も

メンバーに加え，学校関係の医師と薬剤師のほか

に，市役所衛生課，市歯科医師会，保健所からも

招いて協力を要請している。

　定期健康診断の結果を報告することはもちろん

であるが，歯みがきの状況，むし歯治療の状況，

その他諸調査の結果や統計など具体的な資料を委

員会開催のたびに報告提示し，「むし歯予防」の

ための実践上の諸問題を協議するなど，活発な話
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合いが行われている．

　（7）地域の歯科診療機関に対し協力依頼をす

　　る。

　定期健康診断の事後措置，特に「むし歯の早期

治療」については歯科医院の適切な協力を得るこ

とが必要である．

　本校の児童でも1週間程度で完全に治療が終わ

るのがある反面，1ヵ月以上もの長期間もある。

　多くの歯科医院は予約制である。学校での授業

終了後では2時間～3時間という待ち時間があ

る。高学年は特二児童活動や他の活動により，受

付け時間にまにあわない。永久歯の治療が優先

し，乳歯の治療ぱ敬遠されがちであること。

　このようなことからむし歯の完全治療，早期治

療を実現するために，関係歯科診療機関に対して

は本校の事情を説明し協力依頼をした。

　その結果，むし歯の早期治療に対しては非常に

協力的となり，予約制の歯科医院においても，す

みやかに治療してくれるようになり，児童に対し

ては正しい歯みがき，歯列の矯正，個別指導まで

してくれる歯科医が多くなってきた。

　最近は歯科医から電話連絡や，児童を通じての

連絡もあるようになった。

　（8）福島市歯科医師会との連携をはかった。

　昨年にひき続き1年生とその保護者に対して

は，正しい歯の清掃法について基本的な指導を行

ってきたが，実施の際は市歯科医師会および歯科

衛生士会の協力を得て行った。6月，歯の衛生強

調運動の行事として「親子歯みがき訓練」を計

画，歯科医師会から5名，歯科衛生士会から5名

（計10名）の来校を得て学級ごとに行われた。

　親子歯みがき訓練終了後，保護者に「じょうぶ

な永久歯が生えるために」のテーマで指導が行わ

れ，スライドやOHP，模型など，豊富な資料を

活用して，歯科医や歯科衛生士が理解しやすく指

導された。また歯科医師会から1年生全員に対し

て歯ブラシの寄贈があった。

　4．　まとめ

　以上記述したようにあらゆる機会を利用して，

保護i者に対し「むし歯予防」の啓蒙をし，地域社

会に対する継続的なはたらきかけにより，地域社

会の協力体制が整い，次のような成果をあげるこ

とができた。

　①53年度のむし歯治療率100％の達成。

　②永久歯の治療とともに乳歯にも関心がもた

　　れるようになってきた。

　⑧新しいむし歯の発生が少なくなり，むし歯

　　保有率が少なくなった。

　④むし歯の治療勧告老が非常に減少した。

　⑤　歯痛を訴える児童が絶無に近くなった。

　⑥　児童の朝・夜2回歯みがきの習慣化。

　⑦本年度の永久歯のむし歯治療は8月末100

　　％達成の予定。

　研究にとりくんで2年目であるが，児童の意識

が実践から習慣化へと移りつつあるので，今後も

一層，家庭との連携を強化しながら地域社会の協

力を得て，むし歯予防の成果をあげたい。

研究発表（2）　むし歯予防を効果的に進めるための家庭，

地域社会との連携はどうあればよいか

愛知県佐屋町立市江小学校　校長　山　田 昭

　はじめに

　むし歯予防のり患率は，全国平均で94％と高

く，学校保健指導の大きな課題である。しかしむ

し歯は生活環境や食生活とのかかわりが大きく，

学校の教育活動の中だけでは，とうてい解決でき

る問題ではない。そこでむし歯予防実践の推進に

あたっては，学校，地域社会の三者の密接な連携

が必要である。本校ではこの三者が一体となって

活動を円滑にすすめている。さらにPTAがこれ

ら三者の媒体となって，学校から家庭へ，地域社
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会へと働きかける中心的推進機関としての役割を

果たすようにしている。

　1．　ねらい

　児童・家庭・地域のむし歯予防に対する実態を

は握し，歯の保健指導の年間計画をたて，むし歯

予防を推進する。学校・家庭・地域の連携を深

め，家庭・地域ぐるみのむし歯予防運動をすすめ

る。

2．実態調査

（1）むし歯り患率
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　51，52年度学校保健活動を重視して研究をすす

めてきたので，むし歯のり患率は全国平均と比べ

ると割合低くなっている。53年度からむし歯予防

実践をすすめてきたので，今年度は全校平均で父

母よりも低い62％になっている。

　（2）意識調査

　定期的に歯の検診をする，いつも子どもの口の

中を調べている家庭が今年は昨年よりふえ，歯に

対する関心度が高まってきている。むし歯の処置

も，すぐ歯医者へ行く（予約も含む）家庭が64％

である。これは保健だよりや広報紙「ほほえみ」

などを通して歯に対する関心が深まり，むし歯の

おそろしさ，歯の大切さが家庭へよく浸透してき

たためと思われる。

　（3）歯みがき調査

　歯みがきを3回している児童は61％に増加した

が，まだ2回の児童もいる。夕食後みがき，さら

に寝る前にみがく児童もいる。つまり1日3回以

上みがく児童がふえてきている。お母さんは家に

いるから3回みがくという家庭が多いが，お父さ

んは1日1回か2回しかみがかない人が多い。父

母が忘れると子どもが注意をして，親子歯みがき

を実行している家庭もふえてきている。

　（4）食生活状況調査

　歯のことを考えて食事を作っている家庭は前年

度に比べ大幅にふえてきた。

　間食については歯のことを考えて与えている家

庭は，53年度ぱ1割以下であったが，54年度は7

割以上の家庭が，甘い物をひかえる，分量，時間

を決めるなど，むし歯との関連を考えて与えるよ

うになり，歯みがき，ぶくぶくうがいの励行とと

もにむし歯減少の要因となったと思う。

　3．活動状況

　（1）学校保健委員会

　学校保健委員会は，1年に3回開いて歯の保健

指導がよりよく進められ，家庭での望ましい習慣

の育成が図られるように配慮している。

　（2）PTA

　PTA保健委員会
　毎月1回家庭での保健指導のあり方，児童の健

康，家族ぐるみの体力づくりについて研究討議を

行い会員の啓蒙指導にあたっている。むし歯予防

関係については，標語とその活用，親子歯みがき

運動などを通して「家族ぐるみの歯みがき」運動

の推進をしている。また学校保健委員会にはPT

Aの代表として積極的に参画している。町の学校

給食委員会にも出席して，地域家庭での食生活の

改善を推進している。

　広報「いちえ」

　PTA広報委員会では，広報誌「いちえ」を隔

月に発行している。父母の日常生活から生まれた

体験談，PTA活動のPR，家庭でのむし歯予防

や，学校保健委員会の活動内容等を掲載して，学

校と家庭の連携をはかっている。むし歯予防につ

いては，　「家族ぐるみの歯みがき」を提唱し，啓

蒙をすすめている。

　字別懇談会
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　毎年6月下旬～7月上旬の夏休み前に，各地域

の集会所で児童の健康・保健・地域の問題（遊び

場・交通安全等）および家庭の学習・躾等の諸問

題について話し合い，学校と地域・家庭間の連携

をはかっている。特に歯のたいせつさ，歯みがき

の仕方について話し合い，むし歯予防について啓

蒙をはかっている。

　料理講習会

　年2回「子どもの健康・栄養を考えた食事」「手

作りおやつ」の料理講習会を開き，実習しなが

ら，家庭の食生活改善について研修を深めてい

る。

　講演会

　毎年3回講師を招いて家庭教育における種々の

問題について講演会を開いている。特にむし歯予

防についての理解を深めるために，学校歯科医，

保健所長等，関係者を招き，講演会を開き，研修

を深めている。

　親子歯みがき

　親が正しい歯みがきの仕方を身につけ，家族ぐ

るみの歯みがきを推進するために，PTA授業参

観，学級懇談会のときに，親子ともに歯みがきの

実践訓練を行っている。

　（3）地域への結びつき1ほほえみ」

　学校から学区内の全世帯へ，毎月むし歯予防シ

リーズとして広報紙「ほほえみ」を配布し，家族

ぐるみのむし歯予防を中心に働きかけている。そ

れにはむし歯のできるわけ，正しい歯のみがき

方，歯によい間食と食事等をわかりやすく掲載し

たり，父母の体験談や子どもの作文などをのせた

りして，より親しみ深いものにしている。また，

家庭への配布物は，色を分けて印刷をし，各家庭

に表紙を配布して，活用度を高めるようにしてい

る。

　おわりに

　むし歯予防推進については，児童の意識や行動

の変容・家庭・地域社会の連携のもとに，かなり

の成果をあげることができた。しかし，妊娠時の

歯質形成や乳幼児期における乳歯の健康管理が，

将来の歯の健康に大きなかかわりがあり，そのた

め，保健所，母子センター，医療機関などの母親

への指導を期待している。今後はそれらの機関や

保育園などと密接な連携をもち，歯の健康に対す

る実践が，地域社会全体にまで浸透し地域ぐるみ

のむし歯予防の成果があがることを願っている。

研究発表（3）　むし歯予防を効果的に進めるための家庭・

地域社会との連携について

滋賀県長浜市立長浜北小学校教諭林 寿　彦

　1．本校のプロフィル

　滋賀県の北東部，姉川の扇状地に開けた長浜

は，人口55，000の歴史ある町である。

　父母の教育に対する熱意，関心もきわめて強く

PTAの研修活動，地域活動も活発である。最近

校舎の老朽化がめだち，昭和55年4月，現在地の

すぐ北に目下建設中である。現在児童；Xl，　275名，

学級数34，教職員41名である。

2．　歯科保健の重要性とその取りくみについて

最近の子どもの三大健康障害として，　「肥満」

「近視」　「う歯」の三つがあげられているが，日

本では3歳児で85％がむし歯にかかっている。こ

れをイギリスや西ドイツの50％，オーストラリア

の43％，さらにアメリカの38％に比べると，いか

にわが国のう歯罹患率が高いかがわかる。また昭

和53年度の厚生省の発表によると，わが国の6歳

以上では，実に98％の者がむし歯をもっている。

　しかし，歯の保健に関しては，学校でいかに十

分知的理解をえさせても，それが家庭生活を主と

する実践活動に結びつかなくては意味がない。砂

糖分の多い粘着性の間食をとる回数を少なくす

，
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る，正しいうがい歯みがきを励行しなくては，い

かに学校でむし歯予防に力をいれても効果は薄

い。本校では，学校における保健指導の方針や内

容を父兄によく理解していただき，協力をえなが

ら，むし歯予防のため，計画的，継続的な指導を

積み重ねてきた結果，最近ようやく，「自分の歯

は自分で守る」　「自分の健康は自分で守る」とい

う自覚がひとりひとりの子に根づき始め，実効も

あがりつつある。

　3．研究テーマ

　「むし歯を防ぎ，健康な体を作る」むし歯を防

ぎ，健康な生活習慣の基礎を育てるために，家

庭，地域社会との協力をどのようにしたらよい

か○

　4．　テーマ設定の理由

　①健康を保持増進するためには積極的な体育

と，調和のとれた栄養の摂取が必要である。この

ことについては知的理解にとどまらず，実践的な

態度，習慣を養うことが大切である。

　②　むし歯予防は，事後処置である他律的管理

に重点が置かれがちであり，罹患率は年々増加の

傾向をたどっている。自主的，積極的にむし歯を

予防するよう，知的理解と，態度，習慣を育てる

ことは，健康教育推進上の急務である。

　③児童の健康教育は，家庭はもとより，地域

社会にまで働きかけるものでなくては，真の成果

を期待することはできない。

　5．地域活動研究部を中心とした研究実践

　アンケートを中心に，歯科保健に対する父兄の

意識の実態調査を行い，これに考察を加え学習参

観時，町別懇談会の席等で話しあい，また広報活

動を通し，指導，啓蒙に努めている。

　①歯科保健の学習参観と歯科校医による指導

講話

　②町別懇談会時における歯科保健活動

　6月，ブロック，9会場にわかれて町別懇談会

を開いた。歯科保健に関する映画上映，家庭にお

けるおやつの与え方や，正しい歯みがきを励行す

ることの大切さの話，図表を用い，むし歯の成

立，むし歯の原因について説明，むし歯の予防に

ついては，栄養指導，歯口清掃，早期治療，また

間食の条件についても説明を加えた。

　③親子ブラッシングと歯科保健教室の開催

　学習参観の後，親と子が歯ブラシを持ち，正し

い歯のみがき方を習得する機会をもった。その

後，各担任がクラスの児童の歯科保健の実態につ

いて説明し，歯の大切さを再認識していただい

た。

　④　学校独自の歯みがきカレンダーの作成

　昨年は児童だけのもので，それも3ヵ月単位の

ものを使用していたが，その期間や記入の方法，

判定や点検の仕方についてもいろいろ問題があっ

たので，本年度は根本的にあらためた。10日単位

（1～10くじゃく・11～ぞう・21～31らいおん）

1日に3回記入（朝・昼・夜），自分と親。

　このようにした結果，児童も興味をもち，親の

歯みがき状態もよくなった。

　⑤好ましいおやつと，おやつなしデーの設定

　小学校の児童から，彼らが一番楽しみにしてい

るおやつを取りあげることはできないので，同じ

食べるなら，回数を少なくし，むし歯予防の点か

らいいものを指導している。なお，おやつ「なし」

にちなみ，毎月7と4のつく日をおやつなしデー

とさだめ，少しでもむし歯にかからないための方

途も講じている。

　⑥歯科保健に対する父兄の意識と実態調査

　父兄の歯科保健に対する意識と，子どものおや

つ等についての実態調査をした。まず5月上旬調

査用紙を各家庭に配布，3日後に回収，直ちに集

計し，それに考察を加え，その結果については家

庭訪問や歯科保健教室，各懇談会の席等でとりあ

げ，また学校新聞「白壁」やPTA新聞「道」等

に掲載した。

　⑦歯科保健を中心とした家族会議の開催と概

　要の報告

　学級指導の歯科保健の学習参観，歯科校医の指

導講話，町別懇談会時における映画や話しあい，

親子ブラッシングや歯科保健教室，各自の歯みが

きカレンダー一一一の結果やおやつのとり方，各広報に
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よるアンケートの結果やその考察等々をもとに，

歯科保健について家族が話しあい，その概要につ

いて各家庭から報告していただくようにしてい

る。

　6．歯科保健のアンケートの結果とその考察

　（1）歯みがきの状態について

　歯みがきの実践状態は，一般に児童がすぐれて

よく，次に母親，ぐっとおちて父親という結果が

出ている。児童が特によいのは学校での力のいれ

ようの反映とみているが，父母の歯みがき状態

と，児童のそれに相関関係がよみとれる。ここを

手がかりに指導の手を加えている。特に親は朝食

前に歯をみがくというのが一番多いが，1回しか

みがかないのなら，食後の方が望ましいし，夕食

後の方がずっと効果的である。

　②　おやつの与え方について

　①1日に1回与える（43％）②ほしいと言った

　時に与える（57％）

　①が相当多いが，おやつは毎日与える時刻をき

め，しかもできるだけ回数をへらすようにした

い。こうすることがむし歯を防ぐ第一歩であり，

ひいては健康な子を育てることにつながるからで

ある。

　（3）　おやつの質について

　①ホットヶ一キ・サンドイッチ・プリン・ドー

ナツなど手づくりのもの（64％）②あられ・せん

べい・ポテトチップなど塩けのあるもの（63％）

③くだもの類（53％）④飲みもの（50％）⑤キャ

ラメル・チョコレートなど甘いもの（37％）⑥パ

ン・カステラなど（31％）

　手づくりのものや塩げのものがぐんとふえ，く

だもの類が多くなり，砂糖分の多い，粘着性のも

のが少なくなってきたのは，歯科校医さんの指導

のもと，学級指導や町別懇談会での話しあいが児

童や父兄の間に浸透し，効を奏したものと考え，

まことに喜びにたえない。

　（4）偏食とその矯正について

　①少しきらいなものがある（57％）②何でも食

べる（32％）③きらいなものが多い（11％）

　③は一見少ないようであるが，子どものしこう
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に片寄った調理が多いと予想されるので，食品名

による好悪の調査をしなければ，はっきりつかめ

ないのではないかと思っている。

　「子どものきらいな食物を食べさせるようにく

ふうしているか」との問いには，している（80％）

していない（20％）という答えがかえってきた。

　近頃は食生活の洋風化で，ハンバーグステーキ

やミートソースなどで肉や卵の動物性たんぱく質

のとり方がふえてきた。これらの不足から結核の

多かった時代に比べると大へん結構なことであ

る。しかし反面，小魚・大豆製品・海草・野菜類

をあまりとらないため，血中のコレステP一ル値

が高く，児童でありながら成人病の気配がみえた

り，カルシウム不足で血液が酸性になり，歯や骨

の弱い子がふえているのも事実である。特に野菜

ぎらいや，固い食物をきらう子は，バリバリかみ

砕く刺激が口腔に加えられず，その結果，歯の象

牙質の新陳代謝や，あごの骨と，それにかかわる

筋肉の発達にも好ましくない影響があらわれる。

以上のようなこともあり，特に成長期にある子ど

もに食物のうえで甘やかすと，歯の弱い子にな

り，禍根を後々までも残すことになるので，特に

母親の認識と自覚を要望している。

　（5）子どもの歯の健康について

　常に考えている（69％）言われた時だけ（28％〉

頭にない（3％）

　（6）むし歯の治療について

　①治療の勧めがでたらすぐにやらせる（86％）

②ほうっておく（14タ6）

　（7）洗面所について

　①屋内にある（92％）②屋外にしかない（8％〉

②と答えた者のうち，電灯設備の有無について

は，ある（90）　ない（10％）。洗面所が屋外で，

しかも電灯設備がなければ，自然夜の歯みがきは

しにくいだろう。考えてくると，ここらにも問題

がありそうである。

　8．おわりに

　以上のことを通じ，41名の教職員が一丸とな

り，家庭地域社会との連携を密にしながら計画

的・継続的に指導してきた結果，児童の自覚も徐



徐に高まり，実践に結びつきつつあるというもの

の，決して満足すべき状態ではない。諸賢のこ指

導，ご助言を切にお願いする次第である。

研究発表（4） むし歯予防を効果的に進めるための家庭・

　　　　　地域社会との連携はどうあればよいか

香川県多度津町立四箇小学校教諭宮武富江

　1．　はじめに

　児童i数455名，14学級（内特殊1），職員数20

名。

　児童数増加に伴う第3期増築工事が8月末に完
成。

　農村地帯ではあるが専業農家は少なく，母親も

勤めている家庭が多い。

　多度津港埋めたて（昭和49年）に伴う工場誘致

により，急にベッドタウン化し，各地に住宅団地

　　　　　　　53年度定期検査の結果（・k久歯）

児童の歯の実態

　1年～3年　う歯数が急増。

　学年が進むにつれて健全歯者数が減少。1年～

3年歯止めの手だてを。

　②　実践の目標

　到達目標・処置率を100％にする。新生う歯罹

患歯率を1．5％以下に抑える。永久歯う歯罹患を

10％以下に抑える。

　行動目標・むし歯予防に対する認識を高め内面

　　　　　　　学年
項目

処置歯数（本）
未処置歯数（本）

う　歯　数（本）

健在陶数（本）

罹患歯率（％）

調査人員（人）

　健全歯者数と割合

1

　7
19

26

384

6．3

80

2

　46

　37

　83

6461

11．4

　75

3　　　　4

　511　　791
　55　　　　33

106　　　112

835　　　900

11．3　　 11．1

　77　　　　66

一
〇 6 1二一

ロ

　93　　　100

　34　　　　24

　127　　　124

1，052　　　　　989

10．8　　　11。1

　60　　　50

　376

　202

　578

4，806

10．7

　408

S54．5現在

1

83

4

　

翫

年
薮
率

学

者
者
歯
菌

全

全

健
健

が建設され，児童数も毎年増加している。

2．実践の主題

2

F

O
g
J

ρ

0
　
°
　
1
　
8

3　　　　4　　　　5　　　　6

　28　　　　　　25　　　　　　17　　　　　　12

35．9　　　　35．9　　　　26．2　　　　20．0

計

2SO人

61．5％

1年次・主体的なう歯予防の生活習慣を身につ

　　　　けさせるためにはどうすればよいか。

2年次・う歯予防を効果的に進めるために，家

　　　　庭との連携をどうすればよいか。

（1）主題設定の理由

化をはかる。正しい歯みがき技術の習熟と習慣化

をはかる。食生活の改善と間食のとり方を工夫す

る。地域ぐるみう歯予防を推進強化する。

3．実践の内容

（1）むし歯予防の主体化は，

とから

　①　現実を見つめて

まず実態を知るこ

69

∠



②

⑧

早く治療しなければ………。

むし歯の数がふえている………。

目標を

甘いおやつを減らそう。

小魚類をうんと食べよう。

食物の好ききらいをなくしよう。

ていねいに歯みがきをしよう。

反省を

やったかいがあった。これからもつづけよ

　　う。

　　　努力したのにまたむし歯が………。なぜだ

　　ろう。

（2）正しい歯みがきの技術習得をめざして（カ

ラーテストによる個別指導）

給食後のいっせい歯みがき

　毎月曜日の業間時の歯みがき体操

（3）知識理解を深めるために（校内放送の活用）

給食時・歯垢のでき方とその手だて，ブラッシ

　　　　　ングの方法とその効果，食生活の改善

　　　　　と歯の健康。

業問時・甘いおやつとむし歯発生

（4）歯みがきの習慣形成をめざして

家族ぐるみ歯みがきの実践（父の声・母の声）

歯ぐきの色がピンク色になった。

歯みがき後，子どもと口の中を見せ合う。

会社へ歯ブラシを持って行くことにした。

家族と話し合って，ボルタデントFを買った。

遊びに行く時は自転車に歯ブラシをつけて行

　く。

　　　　親と子の歯みがき調べ

　歯みがきをしないで寝ていると子どもに起こさ

　れる。

　（5）　口の中の状態をたしかにつかむために歯の

検査票作成

　記入の仕方

　・むし歯は赤色でぬりつぶす。

　・未処置歯は下に×印をつける。

　・健在歯は青色でぬりつぶす。

　・健在歯がう歯になったら赤色で○印をつげ

　　る○

　・今から生える歯は空白。

　活用の仕方

　・家庭の洗面所にはって意識の持続．に役立て

　　る○

　・むし歯をふやさない努力Q

　・強い歯が生えるよう十分な栄養。

　・生えたての歯は特にていねいなブラッシン

　　グ○

　・未処置歯は早く治す。

　（6）歯の通知表作成

　・学業成績ばかり気にする親に歯の健康の大切

　　さを

　・毎日・毎回つづ：ナることのむずかしさと尊さ

　　を

　・過去をふりかえり，これからの口標をたてる

　　目安として

　・努力の足あとを成績通知表とともに大切に保

　　存

　の　地域ぐるみむし歯予防の推進

　　　　　　　　　　昭和54年6月末現在

項目

対象

　　人数（人）父
　　百分率（％）

　　人　数（人）母

　　百分率（％）

　　人数（人）子
　　百分率（％）

みがき方　回

ロン　横き　2回
1グ　み　　　・

リ法　が　　3

223　　　　54　　　199

81　　19　　71

279　　　　18　　　251

94　　　6　　99

384　　　7　　339

98　　　2　　95

70

数　　食後のみがき方　　ていねいさ
一T l「－1すが「すが力すがいてい粗
　　　ぐく　ぐく　ぐか　 い

回みみ努みな一ぢ　雑一
80　　　　91　　　101　　　　85　　　181　　　　93

29　　　　33　1　　36　　　　31　　　　66　　　　34

食　
が
く

朝
す
ぐ
み

32

1
一
1
6
5

119　　　136　　　34　　　240　　　 50

41　　　　47　　　　12　　　　83　　　　17

528　　　126　　　　44　　　323　　　　56

76　　　　18　　　　　6　　　　85　　　　15

183

67

223

79

338

89

　後

みな
がい
カと一

　92

　33

　58

　21

　42

　11

（PTAだより第2号より）
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・父親の歯みがき状態に問題。

・ どの項目でも子の歯みがき状態良好。

むし歯予防は子の背中をみて親が……。

②　罹患歯率10％以下の目標

年次別う歯罹患率の推移（永久歯）

家族ぐるみむし歯予防の推進・地域別部落懇

談会開催，

・ 父親がきいてよかったから母親も。

・ 大学生の下宿にすぐ電話を。

・ 未処置は早速治療を，

4．

（1）

実践の成果

新生う歯罹患率1．5％以下の目標（達成）

新生う歯罹患歯率の推移 （96）
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　　　学年
　　　　　1年次

53年5月

　〃　9月

54年1月

　〃5月　　5．0

5。　今後の課題

籍一5月・．　7・・5・・1…　　6

計

2．2

0．7

0．7

2　　3　　4　　5

5．4　11．3　10．9　10．5　10．8

6．1　10．8　10．6　10．0　11．9

6．4　10．9　10．6　10．3　12．1

5．9　11．5　10．9　　9．4　12．3

　計（1年6
　除く）

10．4

10．2

10．4

10．3

　実践の内容と成果を隣接学校や地域へ広め，協

力してう歯予防を推進しなければならない。学級

担任の理解と実践力がなければ，う歯予防を息長

くつづけることはできない。

研究発表（5）　むし歯予防を効果的に進めるための家庭・

地域礼会との連携はどうあればよいか

松山市立久米小学校養護教諭森田敏子

　1．　はじめに

　「保健学習は，生命の尊重を基盤として，児童

の自主的な実践能力をはかる教育活動である」こ

の新指導要領の趣旨に沿いながら，本校では健康

教育を重点に一むし歯予防活動を核にして健康生

活への実践力をたしかめる」という主題を設定

し，次の具体的方策をたて努力している。

　①う歯予防の習慣化を学級指導ではかる。

　②う歯予防：こついて家庭への啓蒙をはかる。

　このねらいを達成する効果的な指導法，教育内

容を検討し，充実改善を進めている。

　本校は，昭和48年ごろから，学校歯科医の定期

検診の結果，児童の永久歯のう蝕がひどい，この

う蝕を防ぐには，食後の歯のブラッシングをしな

ければならないと指摘された。学校歯科医は給食

終了時刻になると，雨の日も風の日も毎日来校さ

れ，4年生7組を巡回して指導にあたられた。

　各学級担任は，学校歯科医の熱意に共感，う歯

予防の切実さを自覚し，50年度から，う歯予防を

核に健康管理の徹底をばかることにした。

　2．地域の実情

　本校区は，昔から栄えた穀倉地帯であった。昭

和36年ごろから，新しい温泉が開発され，人口増

加はいちじるしく，交通事情，新旧住民の融和，

学校のマンモス化，施設設備，遊び場等の問題が

でてくる。

3．運営計画

①全職員に歯科検診要領のプリントを配布

　し，学年会で話し合う。

②学級担任は歯科検診の事前指導をする。
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　　家庭での日常の歯の健康状態の把握。　（事

　前調査，家庭訪問記録）

　　家庭での観察の記録と統計の活用Q　（歯の

　健康手帳，リンゴの木の印刷物）

③検診は，学校歯科医師1名，歯科衛生士2

　名，学校長，学級担任，養護教諭（記録をす

　る）

④事後指導は，歯の健康手帳（わたしの歯）

　に記入する。学級指導の時間に各白の記録を

　確認。

⑤　児童は，歯の健康手帳を持って歯科医の治

　療を受けるようにしている。

⑥学校保健委員会を開催する。議題・久米小

　のう歯予防対策について。

　4．　歯科健康診断

　（1）学校歯科医は，学校保健法に基づき不正咬

合，矯正可能の有無，歯口清掃指導および今後の

処置まで指導する。

　（2）歯科検診は，年2回実施する。5月と1月Q

　（3）　1学級の検診時間は，40分から45分間かけ

る。

　（4）方法

　①歯の健康状態だけでなく，ひとりひとりの

　　歯みがきによる清掃状態をA，B，　Cに判定

　　する。

　②Aと判定きれた児童は，特に賞揚する。

　　B，C判定児童は歯科衛生士が，歯みがき方

　　法を個別に指導する。

　③学校長は検診に立ち合い，各学級の歯の清

　　掃状態を知り，学校歯科医とともにA児童に

　　は，賞揚の言葉を与え，B，　C児童には毎日

　　の努力の大切さを説明するっ

　④また，学校長は新採用の若い教師には，ど

　　のように児童を指導していけば効果があがる

　　か，個別指導をする。

　⑤　学校医は，1学級毎，テレビカメラを使用

　　し歯のう蝕状態を投撮しながら，なぜ「食べ

　　たらみがかなければならないか」ということ

　　を児童に理解させる。また，むし歯の少ない

　　子の食べ物の状態を聞き，甘い物とむし歯の
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　関係について説明する。

恩　歯の清掃状態A判定の児童には，学級担任

　からAバッジが与えられるっ

畠　歯の検診状態を父兄に参観してもらい，児

　童の歯のどの部分がみがけていないか，どの

　歯がう歯にかかりやすいか，その予防はどう

　したらよいか等を検診現場で説明する。

　5．　フッ素塗布

　11）1年から3年までの乳歯から永久歯にはえ

かわる希望者に，フッ素塗布を年2回実施する。

学校歯科医師1名，歯科衛生士4名で実施。費用

は薬品代だけである。

　6．　学校歯科医の指導

　①学校歯科医は，学校長とともに43学級を1

学級ずつ給食後巡回する。そして，歯のブラッシ

ングの大切さと食物の関係について指導する。そ

のあと，児童とともに放送に合わせて歯のブラッ

シングをする。

　②父兄への講演会をする。

　・歯と食物について（給食参観と歯のブラッシ

　　ング参観のあと）

　・乳歯と永久歯について（入学前の父兄もいっ

　　しょに参加する）

　・昭和53年度，54年度ば学校保健委員会を，う

　　ー歯予防にしぼって開催した。

　7．学曼指導としての取組み

　学級担任が，学級指導をする手だてとして次の

ようにした。

　①う歯予防対策研究会を昭和53年度作り月1

回開催。参加者ぱ1年から6年までの学級担任

者，専科1名，栄養士，養護教諭，保健主事，教

務主任等。

　㊤　う歯予防対策の年間指導計画作製（短い時

間の指導）月曜日から金曜日までの歯みがきめあ

ての作製。歯ブラシ点検表および一歯ブラシの正

しい持ち方」作製。

　以上のものは，教室掲示用とする。

　⑧　う歯予防についての学級指導の授業研究と
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話合い。

　④全校一斉歯のブラッシングは，給食後5分

間をあてている。給食の後始末がすむと，学級の

保健係が「きょうの歯みがきめあて」を説明，音

楽に合わせて，学校長以下，1，750名がいっせい

に歯のブラッシングをする。

　⑤　1週間に1回，養護教諭が細かい指導の放

送をする。

　⑥養護教諭は，各学級を歯の模型を持って巡

回指導する。

　8．　「わたしの歯」

　「わたしの歯」という個人の歯の健康手帳を配

布した。1年から3年までは学級担任の手で色分

けで記入する。4年以上は学級指導の時間に，学

級担任の説明をよく聞いて児童各自が記入する。

治療を受けるときは，この「わたしの歯」を持参

する。う歯完全治療をねらっている。治療を要し

ない児童，また，治療済になった児童は，父兄の

検印をもらって学級担任に提出する。歯の健康手

帳として6年間使用する。

　9，　カラーテスター錠とAバッジ

　毎月1回，カラーテスター錠による歯の清掃状

況調べを継続している。これは，歯みがき指導の

徹底をはかるためである。

　学校歯科医の検診のとき歯の清掃状態Aと判定

された児童は，Aバッジが渡される。児童は，名

札の横につけ誇らしげである。授与は年3回であ

る。5月にBやCになった児童は，次の判定のと

きにはAバッジをもらえるように，Aになってい

る児童は，次の判定のときBになりAバッジを返

却しないように，日常の歯のブラッシングを熱心

にする。両親や教師も奨励する。

　本校は，急増する児童数に対し，手洗いや口す

すぎの場所が少ないので，児童に口すすぎの水，

つば出し用のコップ2つと歯ブラシを袋に入れて

登校させた。ブラッシング用の水を配り，バケツ

に汚水を始末する施設，設備が不備でもやる気さ

えあればできないことはないと考えて実施してい

る。

　10．歯ブラシ保管庫の考案

　児童が歯ブラシ袋をさげて登校するようになっ

た。だが，袋に入れたのでぱ乾燥せず不潔だ。養

護教諭が細菌培養して検査したが，結果はよくな

い。他の学校が備えているような保管庫の費用の

都合もつかない。43学級に備えられるものと苦肉

の策で養護教諭が考案したのが，もちやき網1個

ポリバケツ1個の歯ブラシ保管庫である。1学級

45名の児童の歯ブラシが収納できて，費用は600

円以内である。この保管庫ば歯のブラッシングが

済むと，教室の窓ぎわにつるして日光消毒をす

る。からからに乾いたら蓋をして教室に取り入れ

る。取扱いは手軽で学級保健部員が責任を持って

する。

　歯ブラシは，月曜日から金曜日まで学校保管，

土曜日は給食袋といっしょに家庭に持ち帰りよく

洗って，歯ブラシの毛の点検を親子でする。そし

て月曜日は全員学校へ持参している。現在は家庭

の意識が高く児童の大切な学校用品として忘れな

いように気をつけてくれるようだ。

　現在のバケツの歯ブラシ保管庫で完全だとは関

係者はだれも思っていない。他の学校で備えてい

るような保管庫を備える費用を作り出すために，

PTA役員は映画会等を実施している。

　11．家庭との連携

　（1）学校からの働きかけ

　学校からは，児童の健康状態を把握し，家庭へ

の連絡をする。学校行事としての健康診断は家庭

への事前の連絡，結果の通知，事後の措置をす

る。

　①毎月1回保健だよりを発行，この保健だよ

りには，必ずう歯予防について絵を入れて説明

し，各家庭が楽しく読んでくれるようにくふうし

たo

　②栄養士からも歯の健康のための食物につい

て，おもしろい「給食だより」を発行する。

　③歯の健康診断のあと，保健室から治療勧告

書が渡される。　（わたしの歯）この勧告書は年4

回渡される。

　④　各学級には画用紙にリンゴの木をプリント
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したのを配布する。治療した児童は赤くぬり，治

療を要しない児童は金のリンゴをはる。

　⑤歯みがきカレンダー

　1ヵ月に1枚用意する。

　⑥家庭の歯の清掃しらべ

　家庭へ家族数だけ，カラーテスター錠を配布し

て，家族で歯の清掃状態を点検する。

　むし歯予防週間には，家族ぐるみの歯みがきカ

レンダーを配布した。

　（2）　PTAの活動

　月1回は，必ずPTA保健部会を開催。

　PTA保健だよりを発行する。栄養コーナー，

歯によいおやつ作りの例等，母親らしい記事の掲

載。

　う歯予防対策：ご努力している先進校の参観。

　給食参観，児童とともに歯のブラッシング。

　全校歯のブラッシング大会に参加する。

学校歯科医の講演会を，2回開催する。

「むし歯予防」の映画会をする。

　12．継続こそ力である

　現実には，精神的・肉体的困難が前途に立ちふ

さがっている。施設が不備でも，洗口場が少なく

ても，児童をむし歯から守ってやろうとする，学

校長以下教員が一つの意識のもと，まい進してき

た。

　う歯予防は効果があらわれにくく，むつかし

い。だがどんなよいことでも1回や2回では，力

にならない。続けることが力になり進歩につなが

る。私たちは，子どもを健康に，自分のからだは

自分で守るのだ。う歯予防に対する重要性を認識

して以来，かしこい父親母親になってくれること

に希望を持って研究をすすめたいと思っている。

，

●
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養護学校児童・生徒における歯科保健（1）

一
全身的状況について

　1　はじめに

　人間の集団には，ヒトが本来持つべき能力をな

んらかの原因により発揮することができない者が

いる。

　脳性まひ児の発生頻度は人口1，000人につき2

人前後である。アメリカでは，53分間に1人の割

合で生まれ，その出現には，経済状態や社会的地

位および地理的条件等の諸因子による差はないと

いわれているっ

　心身障害児の問題は，これを社会構成要素のひ

とつとしてとらえ，単に医療のみならず，広く社

会問題として考えなければならない。

　心身障害児の歯科保健問題は地域歯科保健のひ

とつであり，対象児が学齢に達しているならば，学

校歯科保健とあわせて考えていかねばならない。

　学校教育法では，第22条および39条において，

保護者にその学齢の児童，生徒を小・中学校に就

学させる義務を負わせている。しかし，同法第23

条には「病弱，発育不全その他やむを得ない事由

のため，就学困難と認められる者」には，就学猶

予または免除することができる，とある。

　今回，昭和54年度より重い心身障害児にも「就

学の道を」と養護学校教育の義務化が行われ，こ

のような小児たちにも教育が保障されることとな

った。

　著者らは，先般来，某養護学校について予防歯

科保健管理を行っているので，この際，その養護

学校の現況にふれ，歯科保健上の問題点につい

て，考えてみたいと思う。

　II養護学校

　障害児を教育する学校としては，普通校の特殊

学級，盲学校，ろう学校および養護学校が挙げら

れる。

　日本歯科大学衛生学教室講師

小暮法次，宮本房治，貴志　淳

　　山形県歯科医師会　曽我部　徹

　このほか，障害の重い寝たきりの子どもなどを

対象として行われる「訪問教育」も正規の養護学

校教育として位置づけられている。

　障害児の就学に際しては，都道府県および市町

村教育委員会に設置されている「就学指導委員

会」によって就学先が判定される。この委員会

は，教育上，特別な取扱いを要する児童・生徒の

心身の故障の種類，程度などについて，調査，審

議する諮問機関であり，医師5人以上（市町村は．

2人以上），教職員7人以上，児童福祉施設職員

3人以上（同1人以上）により組織される。文部

省通達によれば，その振り分けの基準としては，

知能指数（IQ）が挙げられ，20～25以下を重

度，20～50を中度，50～75を軽度として，重・中

度は養護学校に，軽度は特殊学級にとし，軽度と

普通児との境界線上（IQ75～85）は原則として

普通学級で教育するとしており，さらに，その判

定は，IQだけでなく生育歴，現在の心身の状

態，家族，友人，学校などの本人の発達に影響を

もつ環境の分析などを行った上で総合的な見地か

ら慎重に行うとしている。

　養護学校は精神薄弱，肢体不自由，病・虚弱児

を就学させるところであり，一人一人の障害に応

じて最大限の発達をひき出し，障害を克服して社

会に参加できるよう習慣や態度を養うことを目的

とし，個別のキメ細かい指導と集団での指導とが

あわせ行われる。教育内容は，小・中学校に準じ

た各教科に加えて，障害の種類，程度に応じてそ

れを克服する訓練や指導を行う「養護・訓練」が

あるほか，基本的な生活習慣の自立をすすめる生

活指導を重視しているのが大きな特徴である。そ

れゆえ，寄宿舎を有し，医療施設を併有し，密接
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な連携のもとに教育するところも少なくない。

　養護学校は幼稚部から高等部まであり，小学部

と中学部は義務制となる。この義務制度の実施が

延期されていたのは，戦後に6・3制の義務教育

制度（学校教育法）が発足し，盲およびろう学校

は，昭和23年に義務化されているが，当時は養護

学校が1校もなかったためである。

　昭和53年5月1日現在，養護学校の数は全国で

504校あり，さらに53年度中に100余校が設けられ

る予定である。その在席者数は，50，792名であ

る。このほか一般校の特殊学級（21，507クラス）

には125，075名在席し，就学猶予・免除されてい

るものは約10，000名であるといわれている。義

務化にともない，地方公共団体は養護学校をつく

る義務を，また，障害児を持つ保護者は児童を養

護学校に通わせる義務を負うことになる。

　養護学校は，保健・衛生は学校保健の一部であ

り，充分な保健管理を行わなければならないとこ

ろである。

　健康は教育の基本であり，学校教育において

は，保健は特に重要視されているのであるが，と

くに養護学校においては，保健教育は最優先され

なければならないのである。ところが，日本歯科

医師会（心身障害者歯科医療対策）によれば養護

施設内における歯科保健に関しては，検診すら行

われていないところもあり，歯科医療が大きな悩

みの種となっている例がきわめて多いということ

である。

　皿　養護学校における児童の保健状況

　1．　病　名

　養護学校児童・生徒の主たる疾患名としては，

表1に示すように，脳性まひが最も多く，全体の

73．5％を占めており，生理学的に分類すると痙直

型34．9％，アテトーゼ型32．5％および失調型6．0

である。ついで，事故あるいは火傷による上下肢

切断3．6％であり，近年増加している。また，療

養所における重症心身障害児に関しては95％が脳

性まひであるということからも，脳性まひが養護

学校児童・生徒の中心的存在である。

　脳性まひは表2に示すように，いくつかの合併
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表1　病名 （総数：85）

病

脳　性　ま　ひ

名　　小学部

　　　　31

（痙　直　型）

（アテトーゼ型）

（失　調　型）

上下肢切断

ペルテス病

先天性股関節脱臼

アルトログリポ・一ジス

大腿筋四頭筋短縮症

大動脈転位症

先天性膝蓋骨脱臼

胎児軟骨異発育症

スタージーウェーバー氏症

モルキナ病

頭部外傷後遺症

先天性奇形

進行性脳萎縮

リシクリンハウゼン病

骨形成不全

脊柱側湾症

脳血栓後遺症

（小暮法次，他　1978）

表2　脳性まひ児合併症

ρ
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1
1
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1
1
1

障 害 合併率（％）

知能障害

てんかん・けいれん発作

言語障害

視力障害

聴力障害

感覚（知覚）障害

（Cardwell，　V．　E．　1956）

　　50
　　35
50～70
　　50
　　25
不　　詳

症をもっている。そして1人平均3種類以上の障

害を合併しているといわれている。

　また，他の障害児においても，いくつもの疾病

を重複してもっているので，この点充分留意せね

ばならない0

　2．身体発育

　養護学校児童・生徒は一見して，幼く見えるこ

とが少なくない。これは情緒的に未発達なためば

かりではない。全身発達状態が同年齢のものに比

▼
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，

e

して小さいからである。

　身体発育の良否をとらえるには，身体の現状を

数量化する方法がよいとされ，その基礎的測定値

は「身長」「体重」「胸囲」である。そこで，各標

準値と比較して偏差でみると，図1～3に示すよ

うに，明らかに劣っている者が多い。

　図1　身長発育状況
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図2　体重発育状況
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図3　胸囲発育状況
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　身長の発育では，平均で7％劣っており，－36

を割って小人症に属するものは7％認められる。

また，どの学年でも，標準に比して小さいが，と

くに小学部5～6年にかけての凹みが大きい。こ

れは，一般に思春期における身長の伸びが遅れて

いるためと思われる。

　体重の発育では，いちじるしく劣っているもの

から逆に肥えているものまで，バラッキが大きい

が，平均すると14％劣っている。

　胸囲の発育では，さほど劣っていない。これは

呼吸器や循環器の発達（胸郭の発育）を示す指標

であり，ある程度皮下脂肪の多少に関係している

からであろう。しかし，上肢の不自由から胸筋の

発達が劣っていることはみのがすことはできな

いo

　栄養状態は体重の値が重要である。しかし体重

は身長との関係でみなければならない。養護i学校

児童・生徒は身長が小さいのであるから，体重も

それに相応して小さくなければ釣合がとれない。

そこで，学童期によくみられるRohrer　Indexで

みると，標準より高い値を示している。肥満（る

い痩）度を求めると図4に示すとおり，肥満児は

図4　肥満度およびるい痩度
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17％と高く，高度肥満のものも7％ときわめて多

い。一方，るい痩児の発現は4％にすぎない。ま

た，肥満児における肢体のまひ状況についてみる

と，両下肢が不自由なものが約80％であり，両下

肢の不自由からくる肥満傾向はみのがせないこと

である。

　3．障　害

　養護学校児童・生徒における上・下肢の障害部

位は図5に示すように，在席者全員が肢体に障害

をもっており，四肢（両側上下肢）が最も多く，
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図5　障害部位
　（小暮法次，　他　　1978）

片土肢
1．2％

片一＿ヒ『ド月支

　20．5％

両下肢
16．9％

両土肢
1，2％

片
下
肢
娼
鴨

全体の55．4％を占め，ついで，片．ヒ下肢が20．5％，

両下肢が16．9％という順である。また，両側性ま

ひが74％であり，下肢の不自由なものがきわめて

多い。さらに，躯幹だけでなく頚部や頭部におい

て，しばしば不髄意的な運動がみられる。

　つぎに，養護学校の中心的存在である脳性まひ

児について障害状況をみると，一般生活における

各障害の頻度は図6に示すとおり，歩行，起居動

作，言葉，食事，大小便についてひとりでは全然
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図6　脳性まひ児の障害状況
　（H本肢体不自由児父母の会，1966）
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できないものが非常に多い。手で物をつかめない

ものが21．6％おり，鉛筆で書くことが全然できな

いものが49．1％である。食事に関しては，一人で

全然できない，大部分手助けしてもらう，すこし

手助けしてもらう，大体自分でできるに分けてみ

ると，図7に示すとおりで，約2／3のものが介補

図7　脳性まひ児食事状況
　（日本強体不自由児父母ハ会，1966）

者を必ず必要としている。小児の基本的習慣の自

立は，5歳でほぼ自立するといわれているが，脳

性まひ児では，これらのことがかなり遅れてお

り，一般に9～10歳ぐらいにならないと自立が困

難である。

　脳性まひ児には，知能の劣る者が比較的多いと

いうことは衆知のとおりであるが，これを障害部

位別にみると，障害が広汎になるにつれて，知能

の劣りが顕著であるといわれている。

　言語能力からみると，その発音はきわめて聞き

とりにくく，意味を理解できないことが多い。そ

のため，意思の伝達があいまいとなり，フラスト

レーションや劣等感に打ちひしがれることがあ

る。発声困難の症状については，発声困難と声量

や声域の乏しさからくることと，発声持続が非常

にむずかしいことによる。

　脳性まひ児は他の障害児と異なり，個人差が顕

著であり，情緒的破綻がおこることが多いので，

慎重に取り扱うことを忘れてはならない。

　以上のように，養護学校在学児童・生徒は，お

のおのいくつかの間題をかかえているが，また，
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一方すばらしい能力をもっているものもある。そ

こで，そのよい面を発見し，伸ばしていくことこ

そ，社会のすべてが考えなければならないことで

あると思われる。

　養護学校「義務制」実施に際し，養護i学校の小

・ 中学部児童・生徒の全身的状況について，その

概況を述べた。口腔衛生所見等については次号に

ゅずることとする。

某市における学校歯科アンケート報告

　当地域における歯科の衛生，公衆衛生は他府県

に比べ遅れがめだち，同様に学校保健について

も，ごく限られたグループにより活動をしていた

ので，学校医と学校歯科医との間には，相当の差

がありましたが，だんだん縮まってきてはいるよ

うです。

　昭和53年やっと学校歯科医会ができたので，い

ろいろと心配や問題も多く，そこで，学校歯科医

を対象に，学校歯科保健に関するアンケートによ

る意識調査をしましたが，心配していたよりもよ

い結果を見ました。会員各位の参考になれば幸い

です。

　1）　総数174名中121名（69．1）の回答で歯科

医師会等のアンケートよりよいと思われ，関心度

が深く，真剣に考えているものと思う。

　2）　検診方法については，全員が簡素化したも

のが必ずしもよいとは思っていない。学校の受入

れ等についてはよいと思うという結果であった。

　3）　検診以外の公衆衛生活動についても少数で

あるが，熱心にやっていることがわかった。

　4）　辞退を希望するものもなく，進んで引き受

けるという意欲があり，多数校を1人でやってい

る人から多くの人にやってもらうように。

　5）　学校歯科保健についても認識が高く学校保

健の小冊子等を80％以上読んでいるので，できる

だけ多くの人に研究会への参加をすすめたい。

　6）　その他についても，日頃考えていること

が，そのまま出たようで，内外ともに努力した

いo

　総数174通　回収121通　　回収率69．02％

　　　（小数第3位四捨五入）　（53／10／26現在）

A　学校歯科検診の現状について

　1．　現在の検診方法は

2

①現状のままでよい78

②変えた方がよい　34

　意思表示なし　　　8

｛叢謬惣整よい｝・

学校側の受入れ態勢は

①　協力的である　　100

②非協力的である11（うち一部が非
　　　　　　　　　　　　　協力的）

　　　　意思表示なし　　　6

　　　　普通という意見　　3

　　　　その学校・先生によ

　　　　っても違うと思う意見1

3．　学校における検診器材は

　①　十　分　　56

　②　不十分　　57

　　　　。照明器具不足

　　　　。ピンセット・デンタルミラー
　　　　　・探針他の不足

　　　IQなにもない・医院のを持参

　　　10保健室の改善

　　　　。いす

13

0
1
⊥
1
ー
ム

ー
1

79



　　　　・消毒面　　　　　　　　　　　　1

　　　　。総てにおいて　　　　　　　　　1

　　　意思表示なし　　4

　　　普通と思う　　　2

　　　十分といえば，必要最小限（ミラーと探

　　　針）で十分であり，不十分といえば，採

　　　光である。またユニットのように座高の

　　　高低ができないのも不十分　　　　1

　　　担当の小学校十分　中学校不十分　1

4．　検診のほかに公衆衛生活動（例，講演・刷

　掃指導等）を

　①行っている　27
　　　。刷掃指導　　　　　　　　　　　　14

　　　　・講演　　　　　　　　　　　　　　7

　　　1。保健委員会　　　　　　　　　　　　2

　　　　・治療と母親教育（6歳以下）　　　　2

　　　　。ブラッシング　　　　　　　　　　1

　　　　。ポスター貼付　　　　　　　　　　1

　　　　。講演・スライド・校内テレビ等で
　　　　年2回　　　　　　　　　　　　　1

　　　10フィルム鑑i賞　　　　　　　　　　　　1

　　　　。保育園の検診　　　　　　　　　　　1

　　　、。検診時要注意児童に個別的に指導　1

　　②行っていない92（うち行いたいと思っ

　　　　　　　　　　　ている1）

　　　　意思表示なし　1

　　　　中間的　　　　1

B　現在，学校医として

1．　1人では児童数が多すぎる　　28

　　｛うち罐＝甥絹

2．　もっとたくさんの学校を

　　　　　　　引き受けてみたい

3．担当校が遠いので近くに変わりたい

4．　2校以上を担当しているので

　　　　　　　　　　1校にしぼりたい

5．事情で他の先生に変わってほしい

　　健康上の事情で

　　学校が遠いため役目を果たせない

　　他の先生が大変でしたら当院近くの

　　学校1校なら可能かも

　　分区で協力している
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　　　現在では多いが近日中に分校ができる

　　　のでちょうどよい　　　　　　　　　　1

C　学校歯科の活動について

　1，　「学校保健」という小冊子を

①　よく読む

②　たまに読む

⑧　読まない

　　意思表示なし

0
つ
σ
「
0
0
Q

2
0
◎
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　2，　「社団法人日本学校歯科医会」を

　　①知っている　　101
　　②知らない　　 17

　　　　意思表示なし　　　　3

　3．　（ア）「全国学校歯科保健大会」を

　　①知っている　　91
　　②知らない　　 27

　　　　意思表示なし　　　　3

　　　（イ）「全国学校保健研究大会」を

　　①知っている　　91
　　②知らない　　 27

　　　　意思表示なし　　　　3

　4．　昭和55年に「十大都市学校保健協議会」が

　　札幌市で開催されますが

　　①知っている　　46
　　②知らない　　 72

　　　　意思表示なし　　　　3

D　今後のこの市の学校歯科医会の活動について

　ご意見があれぽ，お聞かせ下さい。

＊検診用紙の検討が必要と思われますが。

＊特に，要保護・準要保護の治療には，制限が多

過ぎて，治療らしいこと　（20％pdCr，　Br

乳歯の保存治療etc．）は，歯科医師の誠意のも

　とに成り立っているようです。　（制限を越えて

　3割の支給を受けない）

　　このような状態で学校医であるかといって学

校側では，医療券でどんどん回してきますが，

　これについて実際どの程度になっているのか，

　また，満足な治療のできるように改革してもら

　いたいと思います。

＊歯科検診を行ったというだけで刷掃指導など

　は，よくいき届いていないので検診後の処置を

　もっと考えるべきだと思います。



＊今年，初めて学校医を引き受け，検診の判定基

準が独自のものとなり，若干，付近の開業医と

判断のくい違う部分があった。

　　その辺，打合せをしたほうがよいと思うが。

　　また，学校医としての基本的な教育を受けた

　いo

＊歯科検診は今後とも必要。

　母親に対する指導がぜひ必要と思う。

＊学童の歯牙をよく管理するため，学校歯科医会

　の責任は重大であるが，現状は何もかも不充分

　であるので多方面において強力な指導性を期待

　している。そのためには，しっかりとした基本

　理念を持った指導者の出現を望む。

＊学校歯科治療券についてのくわしい説明書がほ

　しい。

＊ある県の歯科医（学校歯科医）が児童全員の歯

　を登録性にしているが，その形式が最良とは思

　えないが，よい方法だと考えている。

　　そんな方法を取りたいが，少し忙しすぎるの

　で考えてしまう。

　　子どもの教育も大切だが，家庭における教育

　が必要なので，母親への教育もしたいと思って

　いるが。

＊でき得れば，保健所に任せるべきと思う。

＊ますますの活動を期待しています。

＊学校歯科医と養護教員との会合を計画してほし

　い。また，PTAにむし歯予防に対するパンフ

　レット等のPRをしてほしい。

＊養護教諭の教育において歯科（う蝕）の予防に

関する事項を学校保健の教育の時間に徹底させ

　てほしい。

＊歯列不正の基準を。

＊今日までと同様に前向きの姿勢で取り組んでい

　ってほしい。苫小牧，仙台etc．の先進地域を

研究してみるのもよいではないか。

＊①標語のようなものを作って，各学校にむし歯

　　予防に関心を持たせるようにする。

②行政当局にもうすこし学校手当を増給させ

　　る。

　③学校養護i教諭と直接（電話等でなく）打合せ

　　をさせるよう配慮を高める。

　＠検診時に際して各学級の担当の教員が静粛そ

　　の他に協力させる。

　⑤学校歯科医とPTAの連絡を密にさせる。

＊Bでは解答していませんで，当分区では1人が

　2～3校を分担して検診しています。

　　1校の検診に2～5人（生徒数に応じ）の先

　生が当っています。

＊2～3人の先生による学校検診を行い，2～3

　人のグループによる学校医制にしたほうがよい

　と思われる。

＊どのような活動をしているのか全然わからな

　いo

稲沢市歯科保健推進校高御堂小学校と

稲沢市学校歯科医会 第1報一

会　長　坪　　井　　清

t

　稲沢市は名古屋市の西北に位置し，濃尾平野の

ほぼ中心地で交通至便，人口10万に近く，高度成

長時代は工場誘致，名古屋市のベッドタウンとし

て，古い歴史の町であり，また新しく脚光を浴び

る青年都市でもあります。

　古く律令時代には国衙（国府の建物）が置かれ
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尾張の政治，経済，文化の中心地として栄え，K

平時代，尾張国分寺が置かれた時，住職が唐に渡

ってみかんの苗木栽培技術を持ち帰り，植木，苗

木は重要な地場産業であり，大企業の稲沢分工場

は数多くありますQ

　したがって学校行政も年々ふえる児童数とマン

モス校解消に1年ごとに新設校が建設され，高御

堂小学校も本年4月，13番目の新設小学校として

開校された。

　当校は児童数661人，職員31人，学校敷地2万

m2の広大なる校地，4階建て2棟の新しい校舎，

すばらしく整備された校庭の一隅にアルミ製の美

しいプールがマッチして，静かなる学園地区，環

境衛生に最もふさわしいモデル校，将来は市内最

大の児童数になることを見越して合理的に余裕を

もって建てられています。

各教室に整備された洗ロ場

　校区は旧来の豊かな農村の子どもたちと校舎の

うしろに林立する愛知県営住宅の子どもたちとが

とけ合って，新しい校風づくりに励んでいます。

　稲沢市学校歯科医会はいちはやくこの新設校を

嘱目して当市の歯科保健推進校として学校歯科保

健，う蝕予防の実践活動を稲沢学校歯科医会の手

によって推進すべく，稲沢市当局，市教育委会と

交渉の結果，学校歯科医会の熱意に動かされ54年

度推進事業委託費として稲沢市学校歯科医会に35

万円が予算化された。

　う歯予防運動は学校歯科医会が行政を動かし，

協力と理解を求め，PTA，児童，学校ぐるみで

実践活動してこそ，その実績を挙げ得るとわれわ

れは信じている。

　先年稲沢市学校歯科医会が創立記念事業として
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市立稲沢中学校に的をしぼり，学校，養護教諭を

中心にう蝕予防活動にかずかずの業績を挙げ，つ

ねに学校歯科医会が指導的立場にあり，いろいろ

と計画をたて多大の感銘を与えたように，この度

も，学校ぐるみ，母親，PTA，児童全員学校歯

科医会が一丸となって推進することとしました。

　（1）歯の保健指導の手引

　さきに歯の保健指導の手引を入手して，市内小

中学校養護教諭全員を集めて研修会を開き，全員

に無料で配布した。

　このたび高御堂小学校が推進校にきまると全校

職員に対し口腔衛生講演会を開き，歯の保健指導

の手引をわたし職員の学校ぐるみの歯科衛生啓蒙

運動にとりかかった。

　（2）母親学級を開講

　う蝕予防，歯みがきの実践は家庭の母親に知識

を身につけていただくことが大切で，先人も教え

るところであります。

　当校に愛知学院大学教授，榊原悠紀田郎先生を

招いて「むし歯予防について考えること」と題し

てご講演をいただき，先生のお話はごく解りやす

く，集った母親たちに多大の感銘を与えた。

　（3）定期検診のあり方

　　①特別検診カード作製

　　②検診表記録を専門職にて記入

　　③学校職員の自発的定期検診を始めた

　検診の意義を充分に理解してもらい，記入の正

確性を求め，1年生から6年生までの検診カード

が一目でわかるようにした。（次ページの図参照）

　目下検診カードを整理して環境・習慣などのデ

ー タの整理を急いでいます。第2報で先生方のお

教えを乞いたい。

う蝕調査表 54年6月

学年

1

2

3

4

5

6

児　童　数
（検査人員）

164人　（163）

131

108

107

66

94

（128）

（107）

（100）

（66）

（94）

う歯所有者率
　　　　　　治療率（％）　（％）

71．8

76．6

68．2

85．0

56．1

70．0

19．　0

16．4

13．0

37．9

33．4

23．4

o

●
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歯の検査票
稲沢市立高御堂小学校

児童名

学年 1 2 3 4 5 6

組 3
1

　　　　　　　　乳歯の現在歯数／S本　ヒ下前歯部にう蝕のある着｛i・垂年

4
月

乳歯のう蝕型　 型口腔涛掃良・やρ良・否｝

喝

1　　　　　生活環境・生育歴調査　（／年生♂月妃入）

　・家・唖％・1こ・⑤久・・糟1繕殿燃ξ9・

iB順撫賦会杜1｛訟慰璽泊営乳⑩三、その他（　　）
1c共髄ヒ⑭〉・している（常勤、・・一ト」臓、その他　　　）

跣雛，聡。臨1糠：脇f灘燃。協。、
　F主な既応歴、現在の疾IN．機f慣《〕）・ある（

　　　　　歯の健康管理調査　（／年生9月記入）

　1　　べものについて

　1・徽・レ轡脇上L　　　　　　）
　②朝食　（①岨ず食べる　1ご時々食べない　③ほとんど食べない

　2　間食について
　U）程度　　①あまり間食しない◎よく悶食する

　　　　　　　　　ナ　（2はく郎るもの〔雌．寒＿＿＿迦＿　　　　　　）
　（3）与え方　①時間を決めて「チえる　②特別に与えない　＠，ましがるときに

　〔跨えるi。…）①主として擁り・い（藪噛きのもの③子ども的で店で買。てくるtJの

　3　幽や【】内ノ）i肖掃習潰について　1：「5つそrLぞ～！）項霧について£②②のいずれナにこをつける〉

轍前騰瞬・禽：1麺騨腋灘ひ・膿騰
　O程度〔みがく人は）①ていねし・に時間をかけてみがく②S・つう　③かんたんにみがく

　4　歯科のホームドクターについて
　〔1）かかりつけの先生は　いる・cf　［’；）

　（2）家縫でノ）定期険診1ま　受けている（年＿同または月＿図）い舜ナていデ

‘

ユ／ i 尿久幽の現舳数 」Σ　本 再処置歯数　　　　　　本齪　鱗
甑ノ奪

ト永久歯の処置歯数　　　本 要抜去歯数　　　　　　本日
（
／
年
生
）

CコーC2歯数　　　本 1刷不正　　有・＠

C3－　Cl鏑数　　　本 その他

0
　
　
　
9

総合判定 医師の指玉尊’1し項

　　　　●⑭　　　　　（a
乳歯の現在歯数　　　本 LF二歯含5．二う醒…ゴ）ある者　有・≒…

。Aの 乳歯のう蝕型　　　型 ロ腔溝掃　良・や・良・否

㊤ 永久歯の現在歯数　　　本 唐処置歯数　　　　　　　本

年

　
　
月
　
　
日
（
　
年
生
）

⑪　　　　隊嫡艇置1臓　　本 要抜去由数　　　　　　　本轍ノ㊤
Cl－C3歯数　　　本 歯列不正　　　有　　・　無

C3　－　C4歯数　　　本 その他

総合判定 医師の揃導事項

○　　　θ　　．　④　　　　　o

　　　　　　監

　　　　　　i

A蓉・
1舳の現舳数　本 上下前爵部：こう蝕のある者　何・舞

：孔歯のう蝕型　　　型 n腔清掃　良・や・良・否

1永久歯の現在歯数　　　本 樗処置歯数　　　　　　本1
1
1

年
　
　
月
　
　
日
（
　
年
生
）

亀
永久歯の処置歯数　　　本 要抜去歯数　　　　　　本甑鱒 C1　－　C2拘数　　　本 尚列不正　　　有　・　無

「C3　－
1　・噛数　本iそ馳

1
1

」

　　①先進校の視察

　先進優良校の視察を計画し，市教育委員会職

員，学校当局，PTA，学校歯科医会などで視察

研修する。

　　②第2回（1年生を対象）

　　③母親教室（第2回）歯みがき指導

優良校視察報告，8ミリなどで

　　④第43回全国学校歯科保健大会参加・市教育

委員，学校当局，学校歯科医会

　すべて統計データに整理し，稲沢市長あてに報

告書を提出する。

　④　まとめ

　稲沢市学校歯科医会の多年の要望であった学校

歯科医会によるモデル校を指定して，いろいろ研

究データもとって学校保健会等で発表のできる資

料をつくりたい。行政が直接これらのことに予算

処理をし，事業のうらづけをしてもらって，学校

ぐるみの活動が緒についたし，市学校歯科医が関

心をもって協力体制ができた。

　これから先10年，20年の遠いみちのりですが，

日学歯の諸先生のご指導と叱咤激励をお願いしま

す。

　この事業に対する市教育委員会，学校当局，稲

沢市学校歯科医会の諸先生の惜しまざる御協力に

感謝の意を表します。
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歯垢染出し液の毒性についての話

歯垢染出し液の毒性については，いろいろ言われているが，最近，下記のような記事を見

かけた。学校歯科医にとって大へん参考になると思いますので，掲載雑誌社の日本医事新

報社と，著者の松本教授の諒解を得て転載いたします。

歯垢顕示剤の発癌性の有無

　　　　　　　日本医事新報　No．2903（昭和54年12月15日号）

　問　（熊本　N生）

　答　（昭和大教授　松本　章）

　歯苔顕示剤（歯苔染出剤）にはカラーテスター，

Red　Cote，ディスブラークなどがあるが，どれも

主成分はエリスロシン（Erythrosine．9一ナルト

ーカルボキシフェニルー6一ヒドPキシー2・4・5・7

一テトラヨードー3一イソキサントンのジナトリウ

ム塩）といって，タール系色素の赤色3号である。

この赤色3号は食品着色料（食用色素）のうちの

食品添加物に指定された人工着色料の一つであ

る。

　食品添加物とは，食品衛生法において「食品の

製造の過程においてまたは食品の加工もしくは保

存の目的で，食品に添加，混和，浸潤その他の方

法によって使用する物」（第2条2項）と規定され

ている化合物で，「人の健康を害う虞がない場合

として厚生大臣が定める場合」（第4条）にだけ

販売や加工，輸入，陳列などをしてよい「化学的

合成品」（第6条）のことである。

　現在日本で食品添加物として認められている色

素は11種で，そのうち赤色色素は6種である。こ

れらの食品添加物について厚生大臣は食品添加物

公定書を作成し，添加物の製造，加工，販売など

に関して，その規準または規格を収載するものと

している。

　食品衛生法にあるとおり，すべての合成品は有

害であるが，そのなかで特に無害かあるいは毒性

が低く，食品に使用することが利益となるものだ

けが食品添加物として許されるので，そのために

各種の毒性試験が行われている・特に食品添加物

は，食品とともに毎日摂取されるので無害である

ことはもちろん，長期にわたって摂取した場合，

慢性毒性や発癌のおそれがあってはならない。食

品添加物についての毒性試験は，厳重な動物試験

によって確認されることになっている。

　その試験は，急性毒性試験，慢性毒性試験，発

癌性試験，生化学的試験，薬理学的試験などに関

して，二つ以上の権威ある試験研究機関の試験結

果が資料として提出され，しかもその二つの試験

成績がほぼ一致しているものという強い条件が付

されている。これらの試験は，厚生大臣によって

義務づけられている。

　エリスロシンはタール系色素の一つであるが，

医薬品等に使用することができるタール色素を定

める省令（改正昭和41年厚生省令第30号，昭和42

年厚生省令第3号，昭和47年厚生省令第55号）に

より医薬品用着色剤として厚生省が告示している

色素としては，第1群に属するものが11種（食品

添加物用色素と一致している）でこれらは医療一

般として，第2群に属するものが42種で外用薬

（粘膜塗布可）として，第3群に属するものが24

種で外用薬（粘膜塗布不可）としてそれぞれ認め

られているが，エリスロシンは第1群に属してお

り，医薬一般として認められている食品添加物で

ある。

　このように，エリスロシンは厳重な各種の試験

を受けて厚生省が医薬品用着色剤として認めてい

るものであるし，また歯苔顕示剤として用いた場

合にも，①使用後直ちにほとんど全部うがいで出

してしまうこと，②服用させるものではないこと，

⑤頻回に使用するものではないこと，④舌，口腔粘

膜からはほとんど吸収されないこと，⑤食品添加

物として食物中にも入れられ，これを摂取してい

る場合が多いことなどを考え合わせると，歯科で

用いる歯苔顕示剤に含まれるエリスロシンは，現

在，心配がないと考えて差支えなさそうである。

84



第44同全国学校歯科保健大会開催案内（第1報）

鹿児島県学校歯科医会

，

　1980年代の新しい第一歩を迎えて，国際児童年

の年も終わり，日本における学校歯科医会も大き

くはばたかなけれぽならない意義ある年に，その

方向を模索すべく全国会員の先生方が，日本の南

の端とはいえ，燃える桜島を中心に，深く豊かな錦

江湾，それを包むかのように日々発展していく鹿

児島市街地，かつては明治の革命の志士たちが育

った歴史的な背景のもと風光明眉な土地に集い，

研修をするのは，誠に意義あることと思います。

　わが鹿児島県は会員数は少ないかがらも，誇り

と情熱をもって本大会を成功さすべく，鋭意努力

しておりますので，全国の会員の先生方の深い御

理解と暖かい御支援をお願いするものです。

　本県におきましては現在「サンライフ運動」（県

民総ぐるみの体力づくり，健康づくり，生きがい

づくり運動を推進し，県民行政一体となって，県

民の健康を阻害している諸要因を積極的に除去す

る運動が展開されております。

　鹿児島県歯科医師会におきましては，従来歯科

公衆衛生事業の大きな山場として，子どもからむ

し歯をなくそう．ヴ運動を展開し，1979年で第6回

目を終了しました。特に第5回大会から鹿児島県

主催のもとで本大会が運営されるようになり，多

大の成果を収めたものであります。健康の根元は

むし歯撲滅と予防からという鎌田県知事の認識と

理解で，54年度予算に歯科関係分として

新たに74，000，000円（予防課分45，031，

000円，保健体育課分24，609，000円，社

会教育課分’4，360，000円）が新規事業予

算として計上されたのであります。

　地元の南日本放送（MBC）では25岡

年記念番組として，昭和53年度から5力

年計画でrMBCむし歯予防キャンペー

ン」が発足し，毎週火曜日に自社番組
“奥様ワイド”で15分間ずつ，むし歯予

防に関するものが放映されております。

　そのため毎月社外番組編成委員会が開催され，

これはMBC，県予防課，県教育委員会，県歯科

医師会，県学校歯科医会のメンバーで構成されて

おります。このように県内各層が歯科衛生に関心

をみせて積極的にとり組み成果を挙げつつある姿

を全国の先生方に見ていただけることが何よりの

幸福です。どうぞ，ご家族お揃いでご参集下さい

ますようお願い申し上げます。特に奥様方にも第

1領域には参加していただき，従来の県民大会の

ありのままを見ていただくつもりで計画を進めて

おります。計画案は次のようです。

領域別研究協議会：11月14日（金）

　第1領域　鹿児島県医師会館

　　学校歯科活動と地域社会との連携

　第2領域　県皆与志養護学校

　　養護学校における学校歯科活動のあり方

　第3領域市立草牟田小学校

　　学級指導における歯科保健指導のあり方

大会式典：11月15日（土）鹿児島県文化センター

　　表彰式，次期開催地引き続ぎ，郷土芸能

　　研究協議会報告および全体協議会，特別講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　（田島寛）

鹿児島県文化センター
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昭和54年度第20回全日本よい歯の学校・小学校
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南山田

別府養・護鶴見

新生養護

官崎県

笛水

三松

上新田

1庄内

下赤

北方

都井

東郷

妻ケ丘

鹿川

西門川

紙屋

山之口

高鍋東

　日南東郷

1浦城

1南郷

1椎葉

大宮

宮崎東

佐土原

沖縄県

松島

小禄

仲西

浦添

久高

与那原

白浜

じ

第8回国際口腔生物学協議会（8th　ICOB）のご案内

（The　8th　International　Conference　on　Oral　Biology）

　「口腔疾患の予防一その意義と応用」をテーマ

にした第8回国際口腔生物学協議会が，昭和55年

6月1日～3日までの3日聞，東京で開催されま
す。

　この国際会議は，既報のとおり，3年ごとに新

しいテーマを決め，世界各地で開催しておりま

す。前回は，“口腔疾患の世界的課題”をテーマ

にして，デンマt－一・クのコペンハーゲンで盛大に開

かれましたが，この東京大会は，アジア太平洋地

域では初めて開催されるものです。

　本大会に引き続いて，第58回国際歯科学会（58th

IADR）が6月5日～8日までの4日間，大阪・

ロイヤルホテルで開催されますので，世界各国か

ら多数の参加者が予想されています。

　ICOB東京大会には，100名を越える世界的に著

名な予防歯科学者が応募されましたが，最終審査

の結果，20名（日本からも数名）が演者として選

ぼれました。

　歯の健康を担う歯科医師，歯科衛生士をはじめ

とする関係者のみなさん，「歯の衛生週間」の直

前に開かれるこの国際カンファレンスにぜひご参

加ください。

　また，6月1日の開会式には，オリエンタル考

古学会名誉会長三笠宮崇仁殿下にご臨席を仰ぎご

祝詞を賜わる予定になっております。

　みなさまのご参加を心からお待ち申し上げま

す。

　ICOBが通常の国際会議と異なる点は，世界の

研究者が互いに業績を競い合うような場ではない

ということです。その時々に，世界的視野からみ

て最も適切と思われる歯科の問題をテーマにし

て，応募者のなかから選ばれた演老が，おのおの

約30分間の発表後，質疑が行われ，さらに各セッ

ションごとに60分間のパネルディスカッションを

行い，問題をさらに掘り下げ，より明確にするよ

うになっています。最後に，前IADR会長，ブリ

ティッシュコロンビア大学歯学部長GS．　Beagrie

博士が，「歯科学の未来像」というテーマで，第8

回国際口腔生物学協議会全体の成果を総括するこ

とになっています。

と　き　昭和55年6月1日（日）～3日（火）

ところ：ホテルニューオータニ（芙蓉の間）

　　　　〒102東京都千代田区紀尾井町4　Tel（03）265－1111
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参加登録料：7，000円

懇親会／会費二2，000円

　　　　　　　昭和55年6月2日（月），18：00～20：00

　　　　　　　ホテルニューオータニ（鳳鳳の間）

同時通訳用レシーバー：希望者は1日1，000円でご使用になれます。

定員：先着1，200名（満席になり次第締め切ります）

参加申込用紙：ご希望の方は，学会事務局に必要枚数をご記入のうえ，返信用封筒を添えてお申し込み

　　　　　　　ください。なお，歯界展望の2月，3月号にも綴じ込んでありますのでご利用ください。

参加申込方法：お手数でもできるだけ申込状況を学会事務局にご照会のうえ，指定の郵便・銀行振替用

　　　　　　　紙に住所，氏名，電話番地，その他必要事項を明記して，参加登録料，懇親会費，レシ

　　　　　　　ーバー使用料をお払い込みください。郵便・銀行振替払込金受領証をもって参加券に代

　　　　　　　えますので，当日受付にご提示ください。

宿泊：学会事務局ではとくに準備しておりませんのでご了承ください。

プロゲラムの主な内容

（昭和45年12月1日現在／プログラムは学会当日お渡しいたします）

6月1日（日）

　　8：30～10：10　受付
　　10：00～10：30　　開会式

　1　種々な予防方法（8題）

　　a　確立している予防法

　　b　開発中の予防法

6月2日（月）　　9：00～17：00

　1［　“食”による予防（4種）

　皿　歯科保健計画の立案と実施（4題）

6月3日（火）　　　9：00～16：30

N　地域歯科保健計画の評価（4題）

　V　総括“歯科学の未来像”

セッション　　10：30～17：05

パネルディスカッション

パネルディスカッション

パネルディスカッション

パネルディスカッション

▼

第8回ICOB現地準備委員（五十音順）

実行委員長／大西正男（医歯大）

実行委員／飯塚喜一（神歯大），今田喬士（医歯薬出版），岡田昭五郎（医歯大），金子芳洋（昭和大），

　　　　　　北村中也（鶴見大），須田隆雄（医歯薬出版），田熊庄三郎（東歯大），中尾俊一（城西歯

　　　　　　大），森本　基（日大松戸）

参与委員／岩本義史（広大），可児瑞夫（岐阜歯大），小西浩二（大歯大），島田義弘（東北大），

　　　　　　竹内光春（東歯大），堀井欣一（新潟大），森岡俊夫（九大）

連絡委員／河村洋二郎（阪大），須賀昭一（日歯大）

学会事務局／第8回ICOB現地準備委員会

　（照会先）　（財）口腔保健協会内

　　　　　　〒170東京都豊島区駒込1－38－6 Te1（03）947－8891
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社団法人日本学校歯科医師会加盟団体名簿

加盟団体名

北海道歯科医師会学校歯科医会

　　札幌市学校歯科医会

青森県学校歯科医会

岩手県歯科医師会学校歯科医会

秋田県学校歯科医会

宮城県学校歯科医会

山形県歯科医師会

福島県歯科医師会学校歯科部会

茨城県歯科医師会

栃木県歯科医師会

群馬県学校歯科医会

千葉県歯科医師会

埼玉県歯科医師会

東京都学校歯科医会

神奈川県歯科医師会学校歯科部会

　　横浜市学校歯科医会

　　川崎市学校歯科医会

山梨県歯科医師会学校歯科部

長野県歯科医師会

新潟県歯科医師会

静岡県学校歯科医会

愛知県・名古屋市学校歯科医会

　　瀬戸市学校歯科医会

　　稲沢市学校歯科医会

三重県歯科医師会学校歯科部

　　四日市市学校歯科医会

岐阜県歯科医師会学校歯科部

富山県学校歯科医会

石川県歯科医師会学校保健部会

福井県・敦賀市学校歯科医会

滋賀県歯科医師会学校歯科部

和歌山県学校歯科医会

奈良県歯科医師会歯科衛生部

京都府学校歯科医会

　　京都市学校歯科医会

大阪府公立学校歯科医会

　　大阪市学校歯科医会

　　大阪府立高等学校歯科医会

　　堺市学校歯科医師会

兵庫県学校歯科医会
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長
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大
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関
加
森
新
武
一
池
子
阿
原
坪
田
本
坂
中
浮
東
井
川
福
平
平
賀
川
宮
藤
奥

〒
㎜
轍
㎜
㎜
㎝
蜘
蜘
蜘
㎜
脚
罰
脚
鰯
醜
蹴
蹴
㎜
姻
謝
蜘
欄
欄
魏
魏
犯
珈
珈
蜘
蜘
脳
謝
脚
枷
棚
㎜
鵬
鵬
鵬
獅
㎝

所在地

札幌市中央区大通西7－2

札幌市中央区南七条西11丁目　市歯科医師会内

青森市本町4－18　国道レジャーセンター内

盛岡市下の橋町2－2

秋田市山王2－7－44県歯科医師会内

仙台市国分町1－6－7　県菌科医師会内

山形市十日町2－4－35

福島市北町5－16

水戸市見和2－292

宇都宮市一の沢町508

前橋市大友町1－5－17　県歯科医師会内

千葉市千葉港5－25医療センター内

浦和市高砂3－13－3　衛生会館内

東京都千代田区九段北4－1－20日本歯科医師会館内

横浜市中区住吉町6－68

横浜市中区住吉町6－68　市歯科医師会内

川崎市川崎区砂子2－10－10市歯科医師会内

甲府市大手町1－4－1

長野市岡田町96

新潟市南横堀町294

静岡市曲金3－3－10　県歯科医師会内

名古屋市中区三ノ丸3－1－1市教育委員会内

瀬戸市追分町64－1市教育委員会内

稲沢市下津町石田切5－4坪井方

津市東丸之内17－1

四日市市川原町18－15　市歯科医師会内

岐阜市司町5

富山市新総曲輪1　県教育委員会体育保健課内

金沢市神宮寺3－20－5

敦賀市相生町15－14東郷方

大津市京町4－3－28　滋賀県厚生会館内

和歌山市小松原通り1－2－2　県歯科医師会内

奈良市二条町2－9－2

京都市北区紫野東御所田町33府歯科医師会内

京都市北区紫野東御所田町33　府歯科医師会内

大阪市天王寺区堂ヶ芝町51府歯科医師会内

大阪市天王寺区堂ケ芝町51府歯科医師会内

大阪市天王寺区堂ケ芝町51府歯科医師会内

堺市大仙町991－6　市歯科医師会内

神戸市生田区山本通5－41県歯科医師会内

◆

t

亀



　　神戸市学校歯科医会

岡山県歯科医師会学校歯科医部会

鳥取県学校歯科医会

広島県歯科医師会

島根県学校歯科医会

山口県歯科医師会学校歯科部

　　下関市学校歯科医会

徳島県学校歯科医会

香川県学校歯科医会

愛媛県歯科医師会

高知県学校歯科医会

福岡県学校歯科医会

　　福岡市学校歯科医会

佐賀県・佐賀市学校歯科医会

長崎県学校歯科医会

大分県歯科医師会

熊本県学校歯科医会

宮崎県学校歯科医会

鹿児島県学校歯科医会

沖縄県学校歯科医会

恭
　
定
哲
朝
一
希
　
貞
健
重
　
氏
忠
　
　
公
　
栄
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藤

脇
川
川
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沢
沢
条
尾
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利
田
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山
小
渋
長
塩
徳
津
米
正
国
西
下
松
江
毛
吉
山
浜
山

助　　650

弘　　700

夫　　680

夫　　730

行　　690

郎　　753

文　　751

稔　　770

－　　　760

夫　　790

仲　　780

正　　810

信　　810

夫　　840

清　　857

彊　　870

士　　860

弘　　880

郎　　892

神戸市生田区元町通一124　斎藤歯科

岡山市石関町1－5

鳥取市戎町325　県歯科福祉会館内

広島市富士見町11－9

松江市南田町92　県歯科医師会内

山口市吉敷字芝添3238

下関市彦島江ノ浦9丁目4－15徳永歯科

徳島市昭和町2－82－1県歯科医師会内

高松市錦町1－9－1県歯科医師会内

松山市柳井町2－6－2

高知市比島町4－5－20　県歯科医師会内

福岡市中央区大名1－12－43　県歯科医師会内

福岡市中央区大名1－12－43　県歯科医師会内

佐賀市大財5－2－7松尾方

長崎県佐世保市光月町4－24江崎方

大分市王子新町4

熊本市坪井2－3－6　県歯科医師会内

宮崎市清水1－12－2

鹿児島市照国町13－15　県歯科医師会内

沖縄県浦添市字牧港安座名原1414－1

社団法人日本学校歯科医会役員名簿

　役　職

名誉会長

会　　　長

副　会　長

　　〃

　　〃
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0
8
6
0
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8
5
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3
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3
0
4
0
1
9

　
1
2
5
1
9
2
3
4
1
6
5
5
2
6
5
1
1
1

　　　　　　　　　　　　　（順不同）

　　住　　　　　所

東京都品川区上大崎3－14－3

千葉市中央1－9－8

大阪市住吉区帝塚山西5－34

東京都練馬区貫井2－2－5

山形市本町1－7－28

横浜市鶴見区下末吉4－17－13

長野県小諸市荒町甲2913

名古屋市千種区観月町1－71覚王山荘

東京都千代田区神田錦町1－12

和歌山市中之島723　マスミピル

大阪市鶴見区茨田安田町26－2

滋賀県守山市勝部町380－19

横浜市金沢区寺前2－2－25

京都市南区吉祥院高畑町102

大阪市東住吉区山坂町3－133

東京都港区西新橋2－2－8

東京都荒川区東日暮里1－25－1

東京都町田市中町1－2－2　森町ビル2階

（任期54．4．1～56．3，31）

　　　　　　　　電話番号

　　　　　　　　03－441－5431

　　　　　　　0472－22－3762

　　　　　　　　06－671－6623

　　　　　　　　03－990－0550

　0236－88－2405，　0236－23－7141

　　　　　　　045－581－7915

　　　　　　　02672－2－0193

　　　　　大学052－751－7181

　　　　　　　　03－295－6480

0734－22－0956，　0734－32－3663

　　　　　　　　06－911－5303

　　　　　　　07758－2－2214

　　　　　　　045－701－1811

　　　　　　　075－681－3861

　　　　　　　　06－692－2515

　03－455－6177，　03－591－0545

　03－891－1382，　03－807－2770

　　　　　　　0427－26－7741
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高槻市高槻町3－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0726－85－0861

北九州市八幡東区尾倉1－5－31　　　　　　　　　　　　　093－671－2123

福岡市博多区美野島4－3－10　　　　　　　　　　　　　　092－431－4519

流山市江戸川台東2－39　　　　　　　　　　　　　　　　0471－52－0124

平塚市明石町26－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0463－21－1314

京都市東山区古門前大和大路東入三吉町351　　　　　　　075－561－1313

香川県仲多度郡多度津町甲1005　　　　　　　　　　　　08773－2－2772

名古屋市千種区覚王山通6－3　　　　　　　　　　　　　052－751－0613

東京都板橋区坂下3－7－10　　　　　　　　　　　　　　　03－965－7857
　　蓮根ファミールハイツ2号棟506　　　　　　　　大学03－262－3421

群焉県利根郡水上町鹿野沢171　　　　　　　　　　　　02787－2－4311

弘前市蔵主町3　　　　　　　　　　　　0172－36－8723，0172－32－0071

尼崎市大物町1－16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06－488－8160

神戸市生田区元町通3－124　　　　　　　　　　　　　　078－331－3722

宇都宮市砂田町475　　　　　　　　　　　　　　　　　0286－56－OOO3

東京都目黒区中目黒3－1－6　　　　　　　　　　　　　　　　03－712－7863

東京都大田区山王1－35－19　　　　　　　　　　　　　　　　03－771－2926

名古屋市名東区猪高町高針字梅森坂52－436　　　　　　　052－701－2379

東京都武蔵野市吉祥寺南1－13－6　　　　　　　　　　　　　0422－43－2421

市川市八幡3－28－19　　　　　　　　　　　　　　　　　0473－22－3927

江津市波子イ980　　　　　　　　　　　　　　　　　　08555－3－2010

熊本市下通1－10－28　栃原ビル　　　　　　　　　　　　　0963－53－1882

秋田市新屋扇町6－33　　　　　　　　　　　　　　　　　　0188－28－3769

千葉市小中台2－10－13　　　　　　　　　　　　　　　　0472－52－1800

富山市常盤町1－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　0764－21－7962

岐阜市玉森町16　　　　　　　　　　　　　　　　　　0582－62－0464

福岡県久留米市大善寺町夜明995－2　　　　　　　　　　0942－26－2433

高松市瓦町1－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0878－62－8888

石川県羽咋市中央町35　　　　　　　　　　　　　　　　07672－2－0051

千葉県旭市口645　　　　　　　　　　　　　　　　　　04796－2－0225

東京都港区白金台1－3－16　　　　　　　　　　　　　　　　03－441　1975

東京都中央区銀座3－5－15　　　　　　　　　　　　　　　　03－561－0517

京都市左京区下鴨中川原町88　　　　　　　　　　　　　075－781－0376

京都市左京区北白川追分町41　　　　　　　　　　　　　075－781－3203

高知県長岡郡本山町165　　　　　　　　　　　　　　　08877－6－2048

高松市天神前6番地9P　歯科ビル　　　　　　　　　　　0878－31－2971

大阪市西淀川区柏里3－1－32　　　　　　　　　　　　　　　06－471－2626

京都市上京区河原町荒神口下ル　　　　　　　　　　　　　075－231－1573

香川県仲多度郡琴平町272　　　　　　　　　　　　　　08777－5－2062

千葉県市川市市川2－26－19　　　　　　　　　　　　　　0473－26－2045

東京都練馬区栄町19　　　　　　　　　　　　　　　　　　03－991－0274

熱海市伊豆山前鳴沢785－1　　　　　　　　　　　　　　0557－80－0465

●

亀



編集後記
轟

も

　1980年代を迎える79年も，いよいよ押しつまった時，事務局とともに校正ゲラを点検しています。

例年よりも暖かった九段も，ようやく木枯し吹きすさぶ年の瀬を送ろうとしています。専務になっ

て，初めて過ごす年の瀬はいつもにない感じがあります。

　141号」の会誌をお届けします。いつもながら原稿の量も多く，しかも学術的なものもあります

が，今回は，伊予松山で開催されたr学校歯科保健研究協議会」のご報告がメインとなります。こ

こでの甲南女子大学鰺板先生のお話は味があり，ぜひご一読下さい、

　学校歯科における斑状歯の記事は，学術委員会での座談会の集約されたものであり，フッ素問題

での基本的問題であり，ご意見あるいはご希望を多数お寄せ下さることを期待しています．

　新聞の「日学歯」とともに「会誌」が会員の先生方との架け橋になります。ひまひまにお読みい

ただいて，多くのご叱責を頂戴したいと思います。

　なお投稿については原稿はなるべくお早めに，年2回の発刊てすから，どうしても遅れを生じや

すいのでよろしくお願いいたします。

　また次の号でお目にかかります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（専務　貴志）

日本学校歯科医会会誌　第41号

う

印刷
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